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建設経済常任委員会 

 

令和７年９月５日（金曜日）午前１１時３８分開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 田 村 正 宏 副 委 員 長 堤   正 明 

委 員 戸 張 靖 久 委 員 小 出 浩 美 

委 員 三本木 直 人 委 員 森 本 彰 伸 

委 員 松 田 寛 人   

 

欠席委員（１名） 

委 員 室 井 孝 幸   

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

議会事務局長 平 井 克 巳 書 記 高 橋 達 彦 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴９月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵視察について 

    ⑶その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時３８分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 それでは、ただいまから建設経済常

任委員会を開会します。 

  協議事項は次第のとおりです。委員各位におか

れましては、円滑な進行への御協力をお願い申し

上げて挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○田村委員長 それでは、次第２、協議事項に入り

ます。 

  ⑴９月定例会議における委員会の運営について。 

  初めに、９月定例会議における委員会の運営に

ついてを議題といたします。 

  事務局から説明をお願いします。 

○高橋書記 （９月定例会議における委員会の運営

について説明。） 

○田村委員長 分かりました。 

  それでは、取りあえず陳情の参考人として髙嶋

さんをお呼びするかどうか。御本人は参加して説

明したいということを思っているようですので、

私は呼んでもいいんじゃないかと思いますが、御

意見はいかがでしょうか。 

○三本木委員 髙嶋さんとはどんな感じの人なんだ

か、ちゃんとした人なんだか。具体的に右側の人

とかいるからさ。 

○森本委員 近所の人です。西三島の三丁目に住ん

でいる人で、自治会の役員なんかもやっていて、

どっちかというと市民派みたいな感じでおる。原

発のことだったりとかそういうのをやったりとか

したり、そういう活動をされている方です。 

○三本木委員 じゃあ、真面目に。 

〇森本委員 普通の人です。 

○堤副委員長 ちょっと追加でいえば、いつも議会

の傍聴に来ています。 

〔「毎回来ていますね」と言う人あり〕 

○堤副委員長 ちょっとこれ質問したいこともある

もので、呼んでいただいていいかなと思っていま

す。 

○田村委員長 ほかはよろしいですか。事務局。 

〇高橋書記 こちら髙嶋さんなんですけれども、以

前の陳情のほうで参考人として来ていただいてお

ります。令和５年３月議会のときに、ドア・ツ

ー・ドア交通の陳情で参考人として来ていただい

ています。 

〔発言する人あり〕 

○田村委員長 お呼びするということでよろしいで

しょうか。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○田村委員長 そのとき、なぜというか、我々もこ

の辺をしっかり見て、審査に臨みたいと思います。

じゃあ、呼びます。 

  あと、所管事務調査ですが、これ、ネイチャー

ポジティブの基本計画の説明がありますので、た

だ、これが実際、はっきり日にちが定まっていな

いので流動的なんですけれども、それは当然する

として、そのほかの所管事務調査を今回どこかで

する。今回は、だからネイチャーポジティブの計

画の説明を聞くということが所管事務調査に当た

りますけれども、それ以外はいいですか、しない

で。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○田村委員長 じゃあ、しない。 

  また、今委員会において、議員間討議を事前に

テーマを決めて実施するかどうかというのを諮り

たいんですけれども、今回の、今の段階で、また

そうした議員間討議をしたほうがいいよというテ
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ーマがあるかどうか、御意見ございますか。 

  今の段階ではないかもしれないんで、当然その

場でもできるので。特に事前にテーマを決めると

いうことはしないでおくことでよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○田村委員長 分かりました。 

  ほかに何か質問、御意見はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようであれば、９月定例会議に

おける委員会の付託議案審査の運営については、

次第案のとおり審査を行うことで異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないようなので、付託議案の

審査日程及び審査順は次第のとおりといたします。 

  次に、⑵その他といたします。 

  協議事項として２つございます。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

○高橋書記 （視察について説明。） 

○田村委員長 それでは、⑶その他に移ります。 

  協議事項が１つございます。 

  事務局から説明をお願いします。 

○高橋書記 （議会報告会について説明。） 

○田村委員長 そういうことですので、常任委員会

として、それまでにちょっとそれぞれお考えいた

だきたいと思います。 

  続いて、皆様から何かございますか。 

○堤副委員長 今の話で、過去の議会報告会の実績

というか、それはどこを見ればいいんですか。 

○高橋書記 一応ホームページのほうで公表されて

おります。 

〔発言する人あり〕 

○田村委員長 あとはよろしいでしょうか。 

  じゃあ、事務局から何かございますか。 

○高橋書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○田村委員長 では、以上をもちまして本日の建設

経済常任委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

 

閉会 午前１１時５８分 
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建設経済常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

令和７年９月１７日（水曜日）午前９時５９分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 田 村 正 宏 副 委 員 長 堤   正 明 

委 員 戸 張 靖 久 委 員 小 出 浩 美 

委 員 三本木 直 人 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 松 田 寛 人 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

市民生活部長 河 合   浩 

市民協働推進 
課 長 兼 
市民活動セン
タ ー 所 長 

小 髙 裕 一 

市民協働推進
課 長 補 佐 

伊 藤 良 司 自治振興係長 相 馬 紀 子 

ダイバーシテ
ィ推進係長 

波多腰 香 澄 
市 民 協 働 
推進課主査 
（係長級） 

角 田 孝 典 

協働推進係長 三 浦 怜 子 
交通防犯課長 
兼消費生活 
センター所長 

平 川 雅 子 

交通防犯課長 
補 佐 兼 
交通対策係長 

吉 田 和 則 
くらし安全 
安 心 係 長 

辰 田 英 子 

交通防犯課 
副 主 幹 

平 野   純 
市 民 課 長 
兼箒根出張所 
所 長 

村 松   隆 

市民課長補佐 
兼戸籍係長 

渡 邉 真 紀 市 民 係 長 澤 田 賢太郎 

西那須野庁舎 
担当副主幹 

戸 室 有 司 
箒根出張所 
所 長 補 佐 

二ノ宮 直 美 

箒根出張所 
副 主 幹 

三 山 真奈美 環境戦略部長 髙 久   修 

カーボンニュ 
ートラル課長 

福 田 真 二 

カーボンニュ 
ートラル課長 
補佐兼気候 
変動対策係長 

高根沢 めぐみ 
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カーボンニュ 
ートラル課 
主 査 
（係長級） 

飯 泉 祐 司 
再エネ推進 
係 長 

向 井   崇 

サーキュラー 
エコノミー 
課 長 

小 野 治 夫 

サーキュラー 
エコノミー 
課 長 補 佐 
兼一般廃棄物 
係 長 

染 谷 未 央 

資源循環係長 大 貫 啓 子 
産業廃棄物 
係 長 

石 嶋   明 

 

出席議会事務局職員 

議 事 課 長 岩 波 ひろみ 書 記 高 橋 達 彦 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔陳情審査〕 

    ・陳情第 ３号 那須塩原市でノーマイカーデーの導入を求める陳情 

   〔市民生活部〕 

    ・市民生活部長挨拶 

   〔市民協働推進課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔交通防犯課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔市民課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔環境戦略部〕 
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    ・環境戦略部長挨拶 

   〔ネイチャーポジティブ課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６５号 令和７年度那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ６号 令和６年度那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔カーボンニュートラル課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔サーキュラーエコノミー課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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開会 午前 ９時５９分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 皆さんおはようございます。 

  天気予報によると、酷暑も一段落するんじゃな

いかみたいなことを言ってくれていますが、確か

に暦を見ると、来週はお彼岸ということで、昔か

ら暑さ寒さも彼岸までと言いますけれども、ただ、

従来のことわざの暑さ寒さと今は全く状況が違っ

てきていて、こんなくそ暑さも彼岸まででないと

困っちゃうんだけれども、いずれにしても、季節

の変わり目ですから、皆さん体調には十分留意し

て、９月30日まで議会の期間がありますので、何

とか留意してまいりたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  それでは、着座させていただきます。 

  ただいまから、９月定例会議の建設経済常任委

員会予算常任委員会（第三分科会）及び決算審査

特別委員会（第三分科会）を開会いたします。 

  本日、当委員会の傍聴希望がありました。議会

基本条例第７条により、議会の会議は公開を原則

としております。また、委員会条例第17条及び先

例に基づきこれを認めます。 

  ただいまの出席議員は８名です。 

  審査の日程及び審査順は、次第のとおりとしま

す。 

  今定例会議におきまして、当委員会が審査すべ

き案件は、条例の一部改正案件の５件と未処分利

益剰余金の処分案件の２件、合計７件であります。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査する案件は、補正予算案件の５件であります。 

  また、決算審査特別委員会付託案件のうち、当

分科会で審査すべき案件は、決算認定案件の５件

であります。 

  予算及び決算に関する案件につきましては、関

係所管課のところで随時分科会に切り替えて審査

を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに、円滑な進行への御協力をお願い申し上げま

して挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎審査事項 

○田村委員長 それでは、次第２、審査事項に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情の審査 

○田村委員長 それでは、ただいまから陳情の審査

に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第３号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 陳情第３号 那須塩原市でノーマイ

カーデーの導入を求める陳情を議題とします。 

  本件については、本日参考人として、陳情の提

出者である住みよい那須塩原市を考える会、髙嶋

幸雄氏を招致しております。 

  それでは、初めに、髙嶋参考人から本陳情の趣

旨を簡潔に御説明願います。 

  着座で結構です。 

  参考人。 

○髙嶋参考人 こんにちは。住みよい那須塩原市を

考える会の髙嶋幸雄と申します。どうかよろしく

お願いします。 

  本日は、このような貴重な時間を設けていただ
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きまして、本当にありがとうございます。 

  議員の皆様におかれましては、日頃より那須塩

原市民のために御尽力いただいていることに敬意

を表し、感謝したいと思います。 

  さて、ノーマイカーデーの導入を求める陳情で

すが、陳情書の中にもありますように、陳情理由

を述べさせていただきます。理由の補足説明を少

ししたいと思います。 

  １つ目の理由として、地球温暖化から地球沸騰

化の時代へということで書きましたが、今年６月

から８月の日本の平均気温が、平年を2.36度上回

り、1898年度統計開始後、最高になったと、先日

気象庁が発表しました。これまでの記録は一昨年

と昨年の1.76度を大きく更新、３年連続で最も暑

い夏となり、気温上昇に歯止めがかからない状況

が続いております。群馬県の伊勢崎市では、８月

５日、41.8度と、国内観測史上最高記録を更新し

たのも記憶に新しいことではないでしょうか。日

本列島サウナ状態、エアコンが欠かせない状態が

続いたと思います。 

  考えられる大きな原因は、二酸化炭素排出量が

増え、その温室効果ガスの影響で世界の平均気温

が上昇して、確実に温暖化が進んでいるからです。

私たちは、この猛暑、異常気象の時期が過ぎたら、

このことを忘れて、「大変だったね」という暮ら

し方をしていますが、そろそろ目を覚まして、今

できることをきちんとしていかなければならない

のではないでしょうか。そんな思いがあり、私た

ち市民が身近で少しでも二酸化炭素削減に協力で

きないか。それを行動することで、市民一人一人

の意識改革もできるのではないかという思いで提

案しました。 

  ２つ目の理由です。 

  陳情書に添付いたしました資料１を御覧くださ

い。 

  我が国における2023年度の二酸化炭素総排出量

で、円グラフの中心にありますように、全体で９

億8,872万トンで、その内訳として、円グラフの

左側にあります産業部門が３億3,953万トンで一

番多く、次に多いのが円グラフの右側のほうにあ

る赤い色の部分の運輸部門の１億9,014万トンで

あります。この１億9,014万トンの内訳として、

円グラフの右側のほうに記載しておりますが、自

家用乗用車が44.4％と最も多く、次に営業用貨物

車、自家用貨物車と続き、バス、タクシー、二輪

車などは、かなり低い数字になっております。こ

の数字を見たときに、私たちの身近な自家用自動

車のＣＯ２の排出量が多いことがわかり、削減に

何らかの対策を講じなければならないのではない

かというのが理由です。 

  ３つ目の理由として、資料２を御覧ください。 

  世界最大の調査会社イプソス社が行った地球温

暖化に対しての調査で、個人が今すぐ対処する行

動を取らなければ、次世代の期待を裏切ることに

なる。これに同意するかどうかの問いに対して、

日本は40％と、32か国の中で最下位になりました。

上位参加国の半分という結果になり、しかも2021

年度から19％も減少しました。これにはいろんな

理由が考えられますが、自分が何かをしてもどう

にもなるものではないとか、何をしたらいいか分

からないなどの理由があるのではないかと専門家

の方も述べております。ここは、個人任せの取組

ではなく、行政が声を上げて危機感や必要性を提

言し、共に行動していくことが必要ではないかと

思います。 

  最後の理由ですが、市民になぜＣＯ２削減が必

要かをあらゆる機会を通じてしっかりと危機感に

理解を求め、そのための手段として、市民がふだ

んからの生活の足として利用されている自動車か

ら考えてみる必要があるのではないかと思いまし
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た。初めての事業には市民が参加しやすい、参加

してくれる仕掛けが必要だと思います。新庁舎も

できますので、市民と一緒に楽しくＣＯ２を削減

している姿を次の世代に、またほかの市町に発信

していただけたらと思います。何とぞよろしくお

願いします。 

○田村委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  森本委員。 

○森本委員 まず、市民のほうからＣＯ２削減とい

うことで、しかも、ノーマイカーデーということ

は、自らの行動を制約するような提案をされると

いうのは、大変敬意を示すといいますか、すごい

ことだなというふうに感じています。 

  ただ、私がちょっと感じているところを申し上

げさせていただくと、まず、このノーマイカーデ

ーというのは、那須塩原市にそぐうのかという部

分を私はすごく感じています。那須塩原市はかな

り面積が広くて、残念ながら、我々にも責任が多

くあるんですけれども、公共交通が十分と言える

状況ではありません。我々が考えるべきは、どち

らかというと公共交通を充実させていくとか、そ

ういう方向で考えて、市民に生活の抑制をする、

そういうものを議会から提案するということは、

すごく違和感を感じるんですけれども。 

  例えば、要望的なもの、陳情ではなく、要望と

いうものを考えなかったのかちょっとお伺いした

いと思います。 

○田村委員長 参考人。 

○髙嶋参考人 まず、今お話があったように、確か

に那須塩原が広くて、かなり不便なところと便利

なところが極端だと思います。「ゆータク」では

一部改善をしましたけれども、そこが大きなネッ

クといいますか、ポイントだと思っていまして、

昨日気候変動について、市のカーボンニュートラ

ル課の方と出前講座を受講しました。その中で栃

木県は、１人当たりの車の保有台数、これが全国

で３位なんです。群馬、茨城に次いで３位なんで

す。市町村別を調べたら、那須塩原は第５位なん

です。ということは、広い面積だからこそ、車を

２台とか３台とか、持っているんだと思うんです。

だから、こういう方がひとつ発想を変えて、視点

を変えて、２台とか３台とかたくさんあるので、

そういう方が協力していただければＣＯ２削減の

効果も大きいのかなということがあります。 

  リスク分析もしていまして、那須塩原市は2050

年には栃木県南部と同じ水準の気温になるよと。

それから、2100年には高知県と同程度になるとい

うような分析をしているんです。その上で、８月

の夏は猛暑日とか真夏日とか熱帯夜が継続してい

ますよとか。あるいは雨の状況も、大雨も今の７

倍ぐらいになるという、那須塩原市で分析してい

るんです。 

  そういったことを考えたときに、私たちの次の

世代を考えたときに、那須塩原市に住んでいられ

るのかなとか、農業が継続してできるんだろうか

というような、ちょっと不安を感じているんです。

そういった危機感を私たちや議員の皆さん、市民

の皆さんと一緒になって、この日は頑張ってみよ

うかというような考え方に変わってほしいなと思

います。 

  例えばですが、毎日買物しているのを３日に１

回にするとか、この日は職場の同僚と同乗して通

勤するとか、あるいは買物専用の「ゆーバス」の

臨時便を出してもらうとか、あるいは企業とか商

工会とタイアップして、何か特典なども考えてい

ただいて、そういったことからまず始めてみたら

どうかなという思いがあります。議会の中でも検

討していただければありがたいと思います。 

  それと、苦痛を感じるというお話があったと思
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うんですけれども、やはり市民にお願いする施策

には、やはり抵抗があると思うんです。どっちか

というと、これは日本人の特徴みたいなものがあ

って、世界市民会議というところがアンケート調

査をされたことがあって、世界市民会議が76か国

を対象に調査した結果がありまして、温暖化対策

は、ヨーロッパの人は生活の質を上げると理解を

しているんですけれども、日本の場合は生活の質

を下げるというイメージがあって、例えばエアコ

ンをつけるのを我慢しなさいとか、そういったこ

とにとらわれるという傾向があって、そういうこ

とじゃなくて、質問のお答えとしては、我慢して

頑張ろうということではなくて、我慢ではなく、

「楽しく面白い」に変えて取り組むことができな

いかということをちょっと考えていただきたいな

と思います。 

  その上で、行動を起こした人が何か得をする、

参加すれば参加するほど得をするような、そうい

うような施策もありかなと思っています。自分た

ちの出している、あるいは自分たちが出している

ＣＯ２はこのぐらいあるから、今日はこのぐらい

達成できたよとか、見える化することによって、

何か頑張れる気持ちでできるのかなという思いな

ので、その辺を検討していただきたいと思います。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 この資料２、緑の棒グラフの横の棒

グラフなんですけれども、気候変動に対する日本

人の意識の低下ということで、相当下のレベルに

なっているんですね。日本人の意識というか。さ

らに、その前の円グラフの中で、運輸部門で個人

の自家用車が44％と半分近くを占めていると。そ

れから家庭部門というのも結構、14.9％と。個人

の意識で治るものがもしかしてあるのかなと。そ

れから個人の意識の低さ、これが日本人はあると

いうか、市民もどういう意識でいるのかなと非常

に今日の提案は面白いと思ってお聞きしましたけ

れども、森本議員が言ったように、ここは車社会

なので、そこにやっぱり何かの仕組み、面白く楽

しくという、全く乗らないというのじゃなくて、

シェアして乗るとか、日曜日にそれを設けて、何

かそういう楽しい仕組みが必要かなと。その意識

づけをするのには、固く、これは駄目ですよ、温

暖化だからこれはやっちゃ駄目なんですよじゃな

くて、そこら辺が何か今日は勉強になりました。 

○田村委員長 そのほか、質疑ある方は。 

  小出委員。 

○小出委員 私は２点ほど。 

  同じような取組、栃木県でノーマイカーデーと

いうのを毎月１日と15日やっているんです。それ

は通勤に限って、要するにマイカーは使わないと

いう運動です。これは県でやっているんですけれ

ども、なかなかこういう取組は浸透していないと

いうところの中で、大体やっぱり那須塩原市に限

って、通勤だけじゃなくて、ノーマイカーデーと

いうことは、買物から何から自家用車を使わない

という考え方ですね、これ。だからその辺の実現

性というか、取りあえずやりますよというだけ上

げておけば、あとは自由参加という形でやるのか

というところ。その実現性をどのように考えてい

らっしゃるのかというところと、それから、要望

書の中に何らかのメリットがあればということな

んですけれども、具体的にお考えになっているよ

うなメリットがあればお聞かせいただきたいんで

すけれども、以上２点お願いします。 

○田村委員長 参考人。 

○髙嶋参考人 実現性については、先ほど広いし大

変だねということがあったんで、そういうことは

あるんですけれども、そういう意味では、この日

だけは何か頑張っていこうよということを市全体

に訴える。それが定期的に行えれば、自然に参加
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できる体制ができるのかなというそんな思いなん

で、まずはそのきっかけをつくって、この日は何

とかしようよというようなこと、先ほどちょっと

お話ししましたけれども、買物の問題とか、バス

をチャーターするとか、買物便をやるとか、そう

いったことをきっかけに、何か大きく広げていけ

ばいいかなという思いがあります。 

  それと、２点目なんですけれども、ノーマイカ

ーデーを実施しているところをちょっと調べてみ

ました。ネットで調べるとたくさん出てきます。

ただ、今年度も実施しているかどうかというのが

明確ではないところは、直接市役所のほうに問い

合わせてちょっと確認させていただきました。 

  まず１つは、富山県の高岡市で、ここは平成14

年８月１日、ノーマイカーデーを宣言しました。

それ以来、毎月複数回実施しているということで、

直近では２か月前の７月は11日、18日、25日の金

曜日にやりました。猛暑にも負けずに540人が参

加したそうです。 

  それから、山口県山口市、ここは毎月月末の金

曜日にノーマイカーデーを設定していまして、今

月９月は26日に実施予定です。事前に参加します

よということで登録しまして、バスの半額カード

というのをくれるんです。事前に登録しなくちゃ

駄目なんですけれども、それでバスに乗って、バ

スを降りるときにそのカードを見せると半額にな

るということで特典があるのかなと。そればかり

じゃなくて、そのカードを持っていると、飲食店

とかスーパーとか、そういうところで買物ができ

て特典があると。協賛のあれもかなり充実してい

ますけれども、そこで特典を使えるというような

あれなんです。ただ、それはその日だけなんです。

ノーマイカーデーのその日だけはバスが半額にな

るとか、買物がちょっと安くなるとか、お得にな

るとか、そういうことをやっているんです。 

  それからあともう一つ、鳥取県倉吉市というと

ころは、毎月最終の金曜日、そこに100金バスと

いうのがあって、中部地域を走る路線バスが、ど

こまで乗っても１回100円、子どもは50円なんで

すけれども、そういったことで今月は26日に実施

予定だということで、何か市民に対してもメリッ

トみたいな得がある、そういうのがあれば参加し

やすい体制になるのかなということです。 

  あと、補足というか、やっているところをちょ

っと紹介してよろしいでしょうか。 

  秋田県秋田市、これは毎月第４金曜日に実施し

ていまして、特に毎年10月は重点実施時期として、

事業所が中心で、どっちかというと通勤されてい

る方、そういう方が中心に実施していて、参加人

数やＣＯ２の削減量、これを毎月公表しているん

です。そういうことで去年12月25日に実施しまし

たけれども、ノーマイカーデー通勤の参加者は

180名。それで時差出勤というのもありまして、

混雑とかそういうのを避けるという意味で、時差

出勤が405名ということで、ＣＯ２削減量は約0.6

トンということだそうです。このように見える化

することによって、自分はこれだけ頑張ってこれ

だけＣＯ２が減ったんだなということになれば、

また次回やる気が起きるというようなことで、い

いのかなと思います。 

  あと、新潟県新潟市、これは毎月第２、第４の

水曜日に実施と。これは市の職員を対象にノーマ

イカーデーを実施していると。それから広島県広

島市、これは毎月２日、12日、22日、ノーマイカ

ーデーを実施していると。あと福島県福島市なん

ですけれども、ノーマイカーデーという設定では

ないんですけれども、エコ通勤をしましょうとい

うことで、毎年10月の平日をエコ通勤ということ

で、その中で10月の金曜日は特に強化日というこ

とで実施しているということで、それなりに工夫
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をしながらやっているのかなと、そんな感じがし

ています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 御存じかと思いますけれども、那須塩

原市にはカーボンニュートラル課という課があり

まして、ＣＯ２削減に取り組んでいて、ゼロカー

ボンのための予算として年間26億円を予算立てし

てお金を使っています。何をしているかというと、

もちろん太陽光とか、再生可能エネルギーの推進

をしたりとか、市民へのＣＯ２削減の意識啓発な

ども行っているんですけれども、先ほどの小出議

員の話からもあった今ノーマイカーデーは一応つ

くっているという部分でやってく中で、那須塩原

市のノーマイカーデーというのをもしやるのであ

れば、いってみれば啓発活動ですよね。多分事実

上の車のＣＯ２削減というのは微々たるものとい

うか、この活動だと、那須塩原市の場合はそんな

に大きくならないと思うんです。実際に車を運転

しないということはかなり無理があるということ

なので。だったら、もうちょっと啓発方法という

のを考えたほうがいいかなという気がするんです。 

  例えば、県の政策をもっと推進するとか、それ

とか、ほかのエアコンであったりとか、ほかのカ

ーシェアリングだったりとか、いろんな方法があ

るとは思うんですけれども、そういうものを啓発

するという形で、ノーマイカーデーはもうちょっ

とつくり上げてから提案をしたらいいのかなと思

うんですけれども。もちろん、こうやって市民と

我々議員と、また市、その３者が協働しながらじ

ゃないとつくっていけないと思うんですけれども、

そういう取組を行っていくという考えはいかがで

しょうか。 

○田村委員長 参考人。 

○髙嶋参考人 確かに、那須塩原市も2050年カーボ

ンニュートラルということを宣言しています。だ

からいろんな取組をされているのは理解していま

す。 

  例えば、電気自動車を購入したらあれしますよ

とか、青木地区の脱炭素を進める計画とか、ある

いは温泉を利用したゼロカーボンパーク・ワーケ

ーションとか、いろんな取組をされていることは

承知しています。市役所に対してとか、あと市民

に対して、ゼロカーボンアクションというのもや

られていると思います。 

  だから、それはそれで十分やっていけばいいん

ですけれども、先ほど自動車の排気量が一番多い

ということを説明しましたけれども、そういうこ

とをまず前提にして、ある決まった日を設定して、

市民が同時に取り組むというのが、今はこの那須

塩原市での計画にはないと思います。この日みん

なでやろうというようなことはされていないと思

うので、そういうことで、ノーマイカーデーとい

うことを設定して、何かやろうということはちょ

っと必要かなということで、具体的にノーマイカ

ーデーは、那須塩原市ではまだ提案されていない

ので、そういう意味で今回提案させていただきま

した。 

○田村委員長 堤委員。 

○堤副委員長 今回、ノーマイカーデーを設定する

のは月１回という御提案ですが、他の自治体では

月１回、あるいは月２回。何か聞くところによる

と毎週やっている自治体もあるようなことを聞き

及んでいますけれども、今回月１回に設定した意

味というのは何かございますか。 

○田村委員長 参考人。 

○髙嶋参考人 基本的には、陳情書にはある決まっ

た日をということで、回数は特にうたっていない

んです。だからその辺をまず、２回とか３回あれ

ば、効果もそれだけ大きくなると思いますけれど

も、まずは月１回やってみて、効果を見ながら、
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２回、３回というのもありかなというそんな思い

です。 

○田村委員長 そのほか質疑は。 

  三本木委員。 

○三本木委員 今、参考人の方から、新潟市、秋田

市、倉吉市と、様々な例を挙げてもらったんです

けれども、それぞれ何か地域の特性に合わせて、

具体的に削減量がよく分かったり、何人参加した

とか、提案されているのは、理念は分かるんです、

趣旨も分かるんですけれども、もう少し、那須塩

原方式というのかな、それをつくり上げていくべ

きなんじゃないかなと。車が44％、家庭15％近く

二酸化炭素を排出と。ふだんの生活でも個人がで

きることで十分に意義のあることなんですけれど

も、やっぱりいろいろな仕掛けをもう少し考えて

提案しないと、ただ絵に描いた餅になっちゃうか

な、ノーマイカーデーでかっこいいなんていうだ

けで、ちょっとそういう感じがしました。どうで

しょうか。 

○田村委員長 参考人。 

○髙嶋参考人 那須塩原市は、2030年には半減しま

しょうという目標を掲げていますよね。具体的に

は、2013年の92万4,000トンから2030年は50％、

つまり46万2,000トンにしましょうという目標を

掲げて、2050年は実質ゼロにしましょうという目

標を立てていますよね。昨日ちょっと出前講座で

聞いたのが、2019年の排出量はということで、90

万8,000トンなんです。ということは、2030年と

いったらもうちょいですよね、あと５年です。５

年で46万トンを減らすというのはかなりしんどい

んじゃないのかなと私自身は思っているんです。

2019年90万トンで、2013年92万トンから、2019年

が90万トンで２万トンしか下がっていないよと。

あと５年後には46万トンにしなきゃならないとい

うことで、かなり危機的な状況なんで、やっぱり

市民全体で死に物狂いになって下げていかなけれ

ば、ちょっと厳しいのかなと。具体的に数字を出

して提案したほうがいいのかなと。 

  それと、補足ですけれども、国土交通省に資料

から見ると、自動車の排出量、これは１人１km走

るとどのぐらいかというと、大体172グラムなん

です。あとはバスが55グラムとか、鉄道は19グラ

ムとか、そういった１人１km走るとそれだけ排出

するということなんで、その辺を見える化すると

きに、何か参考にできるのかなと、そんな思いで

す。 

○田村委員長 そのほか質疑はありますか。 

  堤委員。 

○堤副委員長 何らかのメリット等があれば、もっ

と参加意欲が引き出せるんじゃないかということ

なんですが、他の自治体ではいろいろ、バス半額

だとか、お買物の割引券とかやっているようです

けれども、今回の陳情の中では特に具体的には触

れられていないようですが、これは今後のこの陳

情が通って、あるいはこのノーマイカーデーの体

制等の中で考えていくというようなことでよろし

いですか。 

○田村委員長 参考人。 

○髙嶋参考人 基本的にはそのとおりです。 

  まずは、ノーマイカーデーを設定して、まずは

一緒に意識を高めて、その中でどうしたら参加し

やすい体制にできるのかなということで、そうい

うことを今後検討していかなければなという思い

です。 

○田村委員長 堤委員。 

○堤副委員長 那須塩原市は、例えば健康面では健

康増進ポイントとか、そういうのを付加している

んですけれども、どれだけ歩いたらポイントがた

まるとか。そういう意味では、こういうノーマイ

カーデーに参加すれば、環境ポイントみたいなも
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のがたまって、幾つかたまると何かもらえるとか

ということが一つ考えられるんですけれども、何

か今具体的に、こんなインセンティブがいいんじ

ゃないかなというのがもし考えられておれば教え

ていただければ。 

○田村委員長 参考人。 

○髙嶋参考人 先ほど、鳥取県の倉吉市の話をしま

したけれども、バス代が100円だとか、那須塩原

市も200円なんで、半額にしてもそんなにメリッ

トがあるかなと思うんですけれども、そういった

ことと、あとは先ほど言った商業のことで、何か

参加した人に対しては、お店で割引で買えるとか、

そういったのが非常に有効的かなと私は思ってい

ます。それが１回ごとがいいのか、あるいは何か

スタンプ方式で何個たまったからこうだとか、そ

ういったのもありかなと思って、いろいろアイデ

アが出てくるんじゃないかなと思います。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 それでは、これをもって参考人に対

する質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 参考人に対する質疑を終了いたしま

す。 

  本日はお忙しい中にもかかわらず、貴重な御意

見を述べていただきまして、心から感謝申し上げ

ます。 

  本委員会として、ただいまの意見を今後の審査

に十分生かしてまいりたいと思います。本日は本

当にありがとうございました。 

  ここで、参考人退席のため、暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

  ここで議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

  森本委員。 

○森本委員 市民からこういう意見が出てくるとい

うことはすばらしいなと、まず率直に感じました。

ただ、我々はこの意見をしっかり受け止めていか

なきゃいけないなというふうには思います。そし

てＣＯ２削減とか、環境をよりよくしていくとい

うのは、かなり今、那須塩原市は、ほかの市に比

べても先進的に行われている市であるという部分

もあるんで、そこもサポートしていくという部分

でも、議会としても動いていかなきゃいけないと

いうことはあるんですけれども。 

  どうしても、このノーマイカーデーという市民

に抑制をかけるというか、その部分は私にとって

やっぱり一番引っかかる部分であるのと、あと実

際、那須塩原市のこの面積とその必要性となった

ときに、ノーマイカーデーというものの実現性、

先ほども言っていましたけれども、その効果の部

分というのはかなり限定的になるのかなという印

象を受けました。実際に、ノーマイカーデーです

よといっても、車を運転しなきゃいけないという

人があまりにも多いので、どうしても参加者が少

なくなっちゃうのかなと。もう少し工夫が必要か

なというのを私は感じました。 

  ですから、今回は、議会から意見書を出すとか

というよりは、こういう陳情が出ているんだとい

うことを我々議員全体が理解して、これからの那

須塩原市のＣＯ２削減に向けて、しっかり取り組
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んでいくんだというものにしたほうが私はいいの

かなというふうに感じました。 

○田村委員長 今の森本委員の意見について、他の

委員の意見を伺います。 

  三本木委員。 

○三本木委員 私も大体同じなんですけれども、参

考人の話で、2019年で90.8万トンで、2030年に46

万トン減らさなくちゃならない。差し迫った本当

に大きい問題だなと。それで、自分は議員ながら

この排出量は、環境戦略部、カーボンニュートラ

ル課がやるんだんべと、何か人任せのような感じ

だったんだけれども、今日参考人の意見を聞いて、

まさに自分らが動くべきであろうと、そうじゃな

いと実質の車の排出量の削減よりも、その意識づ

けというのかな、さっきの資料を見ても、本当に

意識が日本人は低いし、さらに、意識することに

よって、家庭でも個人でできることも相当見えて

きたから、これをもう少し磨いて、自分らの意識

づけをするのにちょうどいい提案だなと。ポイン

ト制もあれば、あとはそういった団体を表彰する

のもいいだろうし、様々な仕掛けが。これはまさ

に自分たちが自分事としてやるべきだなと、今日

は本当に参考になる意見を聞いて、これはぜひと

も取り入れるべきだと思いました。 

○田村委員長 そのほか御意見は。 

  堤委員。 

○堤副委員長 この陳情を受けて、やはり市議会が

しっかり動くべきだと思うんです。この陳情の内

容では、今回陳情が通った後に、市とか議会に体

制を構築してほしいという要望も入っているんで、

やっぱりこの陳情を受けて、市議会がしっかりと

市に対して意見書を出したらどうかというふうに

私は思います。森本委員の御意見に賛成です。 

○森本委員 私は、意見書を出さないほうがいいん

じゃないかなと言いました。ノーマイカーデーじ

ゃない手法を私は考えていかないといけないと。 

○堤副委員長 なるほど。 

  そういう意味では、少し意見が違いましたけれ

ども、市議会として市に対して意見書をまとめて

出したほうがいいというのが私の意見です。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 確かに、意見書を出すのであれば、た

だ今回は陳情なので。この陳情はノーマイカーデ

ーの導入を求める陳情なので、やっぱりその部分

に特化しなければならない部分があると思うんで

す。 

  これから議会として、特に我々は建設経済常任

委員会で、カーボンニュートラルとかが担当課な

ので、そこに対してどんどん意見を言って、さら

に啓発していくこととか、それはどんどん取り組

んでいくべきだと思います。 

  ただ、私はこのノーマイカーデーということに

関しては、ちょっと違う形や手法を考えたほうが

いいんじゃないのかなと考えたので。ただ、多分

意見は一緒だと思います。思いという部分は一緒

だと思うんですけれども、ただ、今回は陳情とし

ては、ノーマイカーデーの導入の陳情なので、そ

こを言っているだけの話です。 

○田村委員長 堤委員。 

○堤副委員長 確かに、ノーマイカーデーに関して

市に意見書を提出してほしいという陳情ではない

ということは確かです。だから、陳情の内容が意

見書を出してほしいという内容ではないと。 

○森本委員 導入を求める陳情です。 

○堤副委員長 だから、そこのところの違いはあり

ますので、まずはきっかけとして、やってほしい

という陳情だというふうに理解しました。 

○田村委員長 そのほか。 

  松田委員。 

○松田委員 いろんな話がございましたけれども、
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やっぱりこの地球温暖化、ＣＯ２削減というのは、

さっきのデータのように達成できないのは、もう

皆さん、分かっていることなんで、それにどう近

づけていくかという話なんでしょうけれども、現

実問題、僕なんか高林地区で、そちらは板室地区、

車がなかったらどこにも行けない。西那須とかは、

今コンパクトシティというのを一生懸命やってい

ますけれども、なかなかこのコンパクトシティも

難しい部分もあると。高林の人たちにこのノーマ

イカーデーはどうだと聞いたら、高林の人たちは

やっぱりなかなか難しいだろうと。スーパーもな

ければ、コンビニもなければ、山の中に住んでい

る僕らは、やっぱりマイカーがなければ何とも行

けない。昔、昭和40年代、路線バスがたくさん走

っていました。あの頃は本当に交通の便がよかっ

たと、おじいちゃん、おばあちゃんに話を聞きま

す。 

  けれども、今現在、やっぱり人が住んでいない

ところに無駄なバスを走らせると、それは税金の

無駄だという意見もございまして、どんどん路線

が少なくなって、本当にちょっと病院に行くにも、

まだ嫁さん、お子さんがいれば乗せて行ってもら

えるんですけれども、今は独居の方も高林にも大

変多くなっています。そこに移動するのに本当に

大変なので、なおさら若い人たちは高林に工業団

地があったとしても微々たるもんしか就職できな

い。やっぱり郊外に出て、大田原なり、西那須野

工業団地だったり、そういうところに車を使って

行かなければ、どうしてもそれを移動手段として

行かなければならないという現実もありますので。 

  やっぱり、先ほど森本議員が言うように、しっ

かりとした考えで、しっかりとしたものを持って、

慎重に、ノーマイカーデーだけが先走りしないよ

うな形をうちの委員会では意見として考えながら、

執行部に対してコンタクトを取って意見交換しな

がら、今後どのようにしていくのかというのをち

ょっと考えさせていただければと思っております。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 松田委員と似たようなあれなんですけ

れども、この趣旨は、要するに車を使わないとい

うよりは大きい意味では二酸化炭素をいかに減ら

していくかというところが陳情の趣旨だと思いま

すので、その手法としてのノーマイカーデーとい

うのが、ちょっとなかなかこの地域にそれを浸透

させるとか、実現性とかが厳しいというところだ

と思いますので。 

  であれば、この趣旨そのものは大変立派な趣旨

ですので、その趣旨のみを委員会で受け止めて、

手法については今後検討していくというようなと

ころでどうかなと。皆さんが言っていることと同

じ意味のことだと思うんですけれども、そのよう

な形でどうかなと思います。 

○田村委員長 そのほかはいかがですか。室井委員。 

○室井委員 今回、市民の方からこうやって声が上

がったということは、本当に大切なことだと思っ

ております。やっぱり市民の人も何かしないとい

けないという思いがあってということだと思うの

で、少しでもその気持ちを酌んでというところと、

私が考えるのは、通勤通学で車を使わなくちゃな

らない方は間違いなくいると思うんです。でも、

それ以外に、ちょっとした買物だったりとか、使

わなくてもいい人も出てくるんじゃないかなと。

それは微々たるところですけれども、そういう意

識づけというところでは、すごく何かポイントに

なるところなのかなと思いまして、御意見を賜っ

て、これを市のほうにもっとブラッシュアップし

て磨き上げて提出できればという考えを持ってい

ます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 松田委員のほうから、中山間地域の
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人には無理だと。これはゼロか10じゃなくて、必

ず乗るんじゃないということじゃなくて、なるべ

く、例えば、一人で運転しているのを、その日だ

け乗り合わせて来るとか、もう少し緩やかに。こ

のノーマイカーデーというのは、そのものを実際

にやるというより、それが啓発活動、を考えるポ

イントになるということで、それが無理な人はエ

アコンのあれを下げるとか、できることはあるは

ずなんだよね。車は使うけれども、２人で乗ると

か、違うところで貢献しようかと。あんまり車に

乗らないということに固執するんじゃなくて、二

酸化炭素を減らすということのきっかけになれば、

私はこのままでも構わないと思います。 

○田村委員長 そのほかいかかでしょうか。 

  戸張委員。 

○戸張委員 御意見をいただきまして、さっき松田

議員からもありましたけれども、同じ那須塩原市

でも、やっぱり地域によって、高林のほう、あと

板室のほう、そういったところはやはり本当にマ

イカーがないとというところは、同じ市内でも違

うと思うんですけれども。私はさいたま市に住ん

でいましたので、埼玉県の大宮とこっち那須塩原

市では、このノーマイカーデーを考えるときに全

くまた違ってくるなというのがあるんですけれど

も、同じ那須塩原市においても地域によって、や

っぱり考え方もまたそれぞれだと思います。 

  それで、私は議員でありながら鉄道会社で働い

ているんですけれども、今回このノーマイカーデ

ーということでお聞きしたときに、二酸化炭素を

減らすということが、さっき小出議員からもあり

ましたけれども、今回の趣旨だと思うんですが、

私も今小学校の娘がおりまして、交通機関を使う

機会というのが、市内ですと、私含めて親世代が

どうしても車で移動してしまうので、市の交通機

関だったらバスがあります。あとは電車も走って

おります。ちょっと外れてしまうかもしれないん

ですけれども、親と子どもで交通機関を使って、

市の提供しているサービスを使ってみましょうよ

というような教育的なところでも使っていけば、

ノーマイカーデーというとどうしても抑制がかか

ってしまったり、あと９月の定例会でも一般質問

でありましたけれども、今ネットのリテラシー、

スマートフォンのリテラシーの問題も取り上げら

れていましたけれども、こういった自家用車に対

しての個人のリテラシー、考え方というのも見直

す機会になればいいなと思うので、今回のこの提

案、陳情というのは、私も教育の面で何か乗せら

れていければなというふうに聞かせていただきま

した。 

○田村委員長 あとはどうでしょうか。ここで進行

を副委員長に代わります。 

○堤副委員長 委員長。 

○田村委員長 私の持論というか、ずっと前から言

っているんですけれども、僕もずっと東京とか大

都市で生活をしてきたので、こちらに十数年前に

引っ越してきて思ったのは、何でみんなどこに行

くのにも車に乗るんだろうと思ったんです。僕は

西那須ですから、ある程度近いエリアにいろんな

お店もあるんで。歩いて行けるところにも車で行

くなと思って、自分もたまに乗っちゃうからあれ

なんだけれども。ただ、極力僕は歩くようにして

いる。それはまあ、余談ですけれども、健康にも

いいし、一石二鳥なんで。 

  先ほど、参考人から国交省のデータというのを

紹介してもらいましたけれども、１人１km車に乗

ると172グラムのＣＯ２が排出されるよと。本当に

微々たるものです。実際に、先ほど松田委員から

もあったけれども、本音と建前の部分があって、

じゃ、2050年にカーボンゼロが達成できるのかと、

2030年にはどうだといったときには、なかなか正
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直言って難しいかもしれないけれども、でもそれ

は、もう世界中で決めて動いている話なんで、そ

の目標に向かって進むべきだというふうに私は考

えています。 

  やはり、今回の陳情に対する皆さんの御意見を

お聞きすると、やっぱり地域特性とかを考えると、

本音ではちょっと難しいし、実現可能性は難しい

かなというようなお話と、あとやはり、さっき言

ったように、それぞれの市民がちょっとでも意識

することによって多少なりとも減るんであれば、

それはそれでいいというふうに僕は思うんですけ

れども。そういう意味で、本当に髙嶋さんがいろ

いろ事前に勉強してきていただいて、本当に敬意

を表したいと思いますけれども、私はこれからも、

車に全く乗らないというのは無理なんだけれども、

極力乗らないようにしたいなというのを改めて感

じたところであります。 

○堤副委員長 議事進行を委員長に戻します。 

○田村委員長 それでは、これで議員間討議を終了

したいと思いますが、異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

〔「討論は……」と言う人あり〕 

○田村委員長 ごめんなさい。 

  討論はございますか。 

  小出委員。 

○小出委員 那須塩原市議会の陳情・請願の取扱い

というのを資料で見ると、採択・不採択という２

つしかないんですよね。ネット等で見ると、陳情

等については趣旨採択とか、一部実現性は無理だ

けれども、その趣旨だけは採択しましょうとか、

そういう取扱いもあるようなんですけれども、今

回は現状で採択か不採択しかないということであ

れば、そのどっちかで決するしかないと思うんで

すけれども、こういった趣旨としては大変すばら

しいものが出てきた場合に、その取扱いをゼロか

100かで決してしまうというのはちょっとどうか

なと思いますんで、今回趣旨採択というのがもし

可能であれば、そちらでお願いしたいと思います

し、無理ならば、今後そういった採択という方法

も検討いただきたいというふうに考えます。 

○田村委員長 現実的には、現状はやはり決まりに

のっとってやるしかないので、今回は採択か不採

択かということで諮るしかないです。 

  でも、今おっしゃった意見はもっともなんで、

今後どこかでというか、これは我々だけの話じゃ

ないので、議会全体として考えていきたいという

ふうに思います。 

  ほかに。 

  堤委員。 

○堤副委員長 基本的には賛成討論として発言をい

たしますが、私も従来からいつも、車優先から市

民の足優先ということで、いろいろ一般質問でも

述べさせていただいております。那須塩原市の駅

前の中でもいろいろ広場を造って、車道をちょっ

と削減して、市民の広場とか、いろいろ市民寄り

の政策がこれからも展開されようとしております

ので、今回の陳情内容、市民レベルで二酸化炭素

の排出量削減に取り組むこということで、排出量

削減の意識づけという意味で、それを図ることを

目的としての陳情だというふうに理解をしていま

す。 

  そういう意味で、このノーマイカーデーの導入

は一つのきっかけとして、この気候変動に対する

対策について市民の意識の向上を図るという陳情

に賛同をしたいと思います。 

○田村委員長 そのほか討議すべき内容はございま

すか。 

  三本木委員。 
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○三本木委員 今、小出さんが言った、採択か不採

択か２つしかないと。やっぱりこれは問題だなと。

趣旨はものすごくいいんだけれども、俺もこれは

もう少し磨くべきだと思うんだけれども、これを

不採択にするのももったいないから、採択にしよ

うと思うんだけれども。そういった二者択一じゃ

なくて、そういったようなものが必要だと思いま

した。 

○田村委員長 そうですね。今後ぜひ進めてまいり

たい。貴重な意見ありがとうございます。 

  ほかにはございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ほかにないようですので、議員間討

議を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「討論でしょ」と言う人あり〕 

○田村委員長 討論を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので討論を終結します。 

  異議がないものと認め討論を終結し、これより

採決いたします。 

  それでは、本件を採択すべきものとするかお諮

りいたします。 

  陳情第３号 那須塩原市でノーマイカーデーの

導入を求める陳情について、採択すべきものとす

ることに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○田村委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、陳情第３号は採択すべきものとするこ

とに決しました。 

  以上で陳情第３号の審査を終了といたします。 

  ここで暫時休憩とします。ありがとうございま

した。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民生活部の審査 

○田村委員長 初めに、市民生活部の審査に入りま

す。 

  市民生活部長から御挨拶をお願いいたします。 

  部長。 

○河合市民生活部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民協働推進課の審査 

○田村委員長 ただいまから市民協働推進課の審査

に入ります。 

  市民協働推進課の皆さん、お疲れさまです。 

  市民協働推進課については、建設経済常任委員

会に対する付託案件はありませんので、建設経済

常任委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 
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  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○小髙市民協働推進課長 （議案第60号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 市民協働のまちづくりの支援事業とい

うことなんですけれども、これって市民活動セン

ターで頑張っている例えば団体とかに対するもの

なのか、それとも、そういうのにこだわらず、全

ての市民活動の中から補助を、審査して補助する

ものなのかをお伺いします。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 この事業につきましては、

将来にわたって市民が誇りを持てる個性的で魅力

ある地域社会を実現するための補助の事業という

ことになっておりまして、市民活動センターに登

録しているとか、市民活動センターを使用してい

る団体に限ったものではなくて、市民活動団体が

この事業の応募要項に沿った事業として提案をし

てくるものについて審査して、事業として選定を

していくという事業になっています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、例えばその活動、団体の

例えば構成人数が市民がどのぐらいいただとか、

そういう構成、要件的なものがあるのかお伺いし

ます。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 要件はございます。要件

の内容につきましては、ちょっとお待ちいただけ

ますか。 

  構成員が５人以上であって、うち、半数以上が

市内に居住をし、通勤し、または通学しているこ

とというのが１つ要件になっております。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 いいですか。 

○森本委員 はい、いいです。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 ちょっとよく分からない内容なんだ

けれども、具体的にどんなようなもの出てくんの

かな。どのような活動に対して。 

〔「活動内容」と言う人あり〕 

○三本木委員 うん。 

○田村委員長 活動の内容。 

  課長。 

○小髙市民協働推進課長 活動内容ということで、

去年度の事業でいいますと、きらむぎサッカーパ

ークのほうで実施をしました天然芝のグラウンド

を使った小学生のサッカー交流の関係ですとか、

あとは、消防団の黒磯支団第１分団の講演会のほ

うで実施をしました消防団員の理解促進のための

カレンダー作成ですとか、あとは、黒磯那須青年

会議所のほうで行いました小中学生対象の職業体

験のこども体験フェスティバルとか、そういった

ものに市民活動団体が実施する活動について補助

をしているというところです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 これ、今までになかったものをつく

ったということなのかな。この補助予算は。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 この補助の対象の中に、

まずスタート支援コースというのがありまして、

このスタート支援コースについては、市のほうが

設定をしたテーマに基づいて、社会的とか、あと

は地域的な課題解決に資する事業となっています

ので、そのテーマに沿った事業を行う場合に対象

になるというところですね。 
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  今の募集の中では、地方創生に資するものです

とか、ＳＤＧｓの達成に寄与する事業というとこ

ろで、そういった活動をしている団体を募集して

いるということです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 要するに、今、それはその自治会に

も入らないとか、共同体がばらばらになっている

のを、それをまた元に戻そうとか、この趣旨は何

を狙ってこれをやっているの、何をしようとして

やっているの、これ。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 この趣旨は、先ほどもち

ょっと触れましたけれども、魅力ある地域社会を

実現するために、社会的な課題ですとか、それと

か地域的な課題を解決するための市民活動に補助

をしていくというところです。 

○田村委員長 いいですか。 

○三本木委員 ブランディング戦略なのか自治体の

再構築なのか、どっちも狙っているのかな。たと

え、ほんじゃ三本木の獅子舞なんかくれんのけ。

郷土芸能で。 

○田村委員長 はい。 

○小髙市民協働推進課長 三本木の獅子舞なども要

件が整えば、対象にはなってくる可能性あります

ので、ぜひ御検討いただければ。 

○三本木委員 だから、そのブランディング戦略で

やっているんだか、協働の再構築でやっているん

だか、目的は何を狙っているんだか、これ。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 目的は協働のまちづくり

ということですので、市民のほうにまちづくりに

参画いただいて、市とともにまちづくりをしてい

きましょうというのが大きな目的になっていると

思います。 

○田村委員長 いいですか。 

○三本木委員 何となく分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  小出委員。 

○小出委員 これ最短、９月、このタイミングで出

てきたというと、何なんですか。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 この後、来年度の事業者

の募集をかけていくんですけれども、10月に募集

を開始しまして、一応、締切りが12月の中旬ぐら

いを締切りに設定をします。で、１月に応募され

た団体のほうのプレゼンをしまして、２月に来年

度の事業の採択までしていきたいなというスケジ

ュール的なところがあって、９月補正で対応した

というところです。 

○田村委員長 いいですか。 

  じゃ、室井委員。 

○室井委員 この320万は、大体何団体ぐらいを予

定しているものなのかお聞かせください。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 来年度の事業として想定

しているのが、３つのコースがあるんですけれど

も、全体で10件、10団体を予定している金額にな

ります。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了
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いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで予算常任委員会（第三分科会）

を決算審査特別委員会（第三分科会）に切り替え

て審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○小髙市民協働推進課長 （認定第１号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 50ページだったと思うんですけれど

も、補助金が出ているよね、500万だ。２団体だ

ったような気がするけれども。これの内容は。 

〔「50ページは、歳入だよ」と言う人あ

り〕 

○三本木委員 歳入。 

〔「歳入、歳入」と言う人あり〕 

○三本木委員 ページ間違っているわ。 

○田村委員長 宝くじのやつ。 

〔「コミュニティ活動支援」と言う人あ

り〕 

○三本木委員 じゃ、一回やめる。 

○田村委員長 分かりますか。 

  課長。 

○小髙市民協働推進課長 歳入のほうで、自治総合

センター一般コミュニティ助成金として500万歳

入しておりますが、それについては、312ページ

のほうのコミュニティ活動支援費の補助金のほう

で歳出をしております。 

○三本木委員 何に使っているんだ。 

○田村委員長 その２団体の内訳というのは。 

○三本木委員 そうね、内容。 

○小髙市民協働推進課長 補助金の自治総合センタ

ーコミュニティ助成事業２団体の内容についてで

ありますけれども、三島地区コミュニティーのほ

うと大山地区コミュニティーのほうに支出をして

おりまして、まず三島地区コミュニティーのほう

では、長胴太鼓というんですかね、太鼓、締め太

鼓のほう、太鼓の交流をしておりまして、そちら

の補助として250万円を支出しております。 

○三本木委員 太鼓に。 

○小髙市民協働推進課長 はい。 

  あと、大山地区のコミュニティーのほうについ

ては、掲示用パネルですとか、除草剤、動力噴霧

機、噴霧機ですね、コミュニティーで使うテント、

それからスクリーン、ブロワー、担架などの備品

の購入の費用として250万円を補助しているとい

うところです。 
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○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 うちも獅子舞で太鼓が壊れたから。 

〔「それ、要望しに行く」と言う人あり〕 

○三本木委員 違う。そういう、今、太鼓と言った

もんね。そういうの書類うまくやれば、そういう

ところから出てくるんだね。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 この補助金は、コミュニ

ティーの活動に対するものなので、三本木地区は

コミュニティーはどうなっていて…… 

〔「コミュニティーの事業としてやるもの

と言う人あり〕 

○小髙市民協働推進課長 はい、そうですね。コミ

ュニティーの事業としてやるものなので、はい。

地域のコミュニティーとの、中での話になってく

るかなと思っています。 

○三本木委員 うちに、さっき、自治公民館でエア

コンの補助とかって出たけれども、うちらの公民

館を考えると、そんなエアコンをつけるほど使っ

てねえのに、そのエアコンつけるほど使っている

公民館はあるということなんだね、恐らく。普通

に考えたら、エアコンなんかいらないの。 

○田村委員長 はい。 

○小髙市民協働推進課長 公民館のほうで、先ほど

説明の中で、11公民館に補助しているというお話

をしましたけれども、そのうち、エアコンの関係

が５件ですかね、５件の公民館に補助をしており

ます。当然、それぞれの公民館でエアコンが必要

というところで、その辺を精査して出しています

ので、それぞれの地区において公民館を使ってい

ただいて、その際にエアコンが必要という状況の

中で補助をしているというところです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 うちのほうでもそのエアコンの補助

があると討議したんだけれども、１年に何回も使

わないで、夏場にエアコンだ、これ何すんだいと

いう話で、氷水でも買ってそれでも置いてけ言い

たいんだけれども、相当使っているということだ

ね、そのエアコン設置して夏場に使うということ

は、相当活動があるはずだよね。その場は把握し

てんのけ。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 活動の回数までは把握を

しておりませんけれども、現地調査をして、夏場

使用のときには、やはりエアコンは必要だろうな

ということを確認して、補助をしております。 

○田村委員長 そのほか質疑。 

  室井委員。 

○室井委員 ちょっと細かいんですが、94ページ、

結婚サポーターへの謝礼とあるんですが、この結

婚サポーターってどういう人なのか、どこかに頼

んでいるのかをちょっとお聞きしたいんですが。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 この結婚サポーターにつ

きましては、市のほうで実施している縁結び事業

のほうに携わってもらっている方で、男の登録の

方と女性の登録の方を結びつけるという役割をし

ております。それぞれのサポーターの方が担当し

ている方が、登録者がいますので、その人のパー

トナーにふさわしいような人を見つけて、登録者

の中から見つけて、これを引き合わせるというよ

うなことをしているサポーターさんという方がい

らっしゃいます。 

○田村委員長 室井委員。 

○室井委員 すみません、その方は一般の方なんで

すか。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 このサポーターさんにつ

いては、一般の方です。職員とか、何かの団体の

方ということではないです。 
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○室井委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほかございますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 ページ忘れちゃったんだけれども、

自治会活動費ということで、自治会長の謝礼とか

が書いてあったんですけれども、これはいいんだ

けれども、自治会のうわさで大きいところの会長

が金をしこたまもらって、いい小遣いになってい

るから年寄りが辞めねえんだと。しかも、配布な

んか下の班長らに任せて、そういうけしからん何

十万もらっている会長がいるなんていう話はうわ

さに聞くんだけれども、そういうことは市として

は耳にしていますか。100件とか200件とかという

すげえ。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 この補助金なんですけれ

ども、失礼しました、補助金じゃない。 

○三本木委員 謝礼ありますよね。 

○小髙市民協働推進課長兼市民活動センター所長 

報償金ですね。 

○三本木委員 そうか。 

○小髙市民協働推進課長 はい。については、均等

割で年額5万4,000円、あと世帯数割で１世帯当た

り750円というところで計算をして…… 

○三本木委員 その世帯数が。 

○小髙市民協働推進課長 世帯数割でも750円とし

て、出しております。 

○三本木委員 一番でかい自治会で何世帯ぐらいあ

るんだい。すみません。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 一番多いところで1,318

世帯なります。 

○三本木委員 100万超えちゃう。 

○小髙市民協働推進課長 そうですね、100万超え

ている方もいます。 

  ただ、この辺については、きちんと市のほうか

らどういった仕事を自治会のほうではお願いする

かというのも洗い出しをして、当時、この自治会

長さんへの手当を決めたというところであります

ので、たくさんもらっていて何もしていないとい

うわけじゃなくて、やはりたくさんもらっている

方はたくさんの件数を面倒見ていますので、いろ

んな仕事が自治会長さんのところへ集まってきて

いるというところです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 だから、その何かそれうわさであっ

てほしいけれども、でかいところがそんなとんで

もないじい様が金をもらって仕事もしないでやっ

ているといううわさがあるんで、そこら辺をちょ

っとよく見るようにしてもらいたいんです。 

○田村委員長 御意見。 

  そのほか質疑は。 

  森本委員。 

○森本委員 まず、じゃ46ページで、国際交流員家

賃負担金ということなんですけれども、これ、負

担している国際交流員の人数だったりとか、幾ら

ずつぐらい負担しているのか教えてください。こ

れ県も補助金でもらっているんでしょうから、歳

出しているんでしょうけれども、ちょっと歳出の

ほうもちょっと私見つけていないんですけれども。 

〔「五十万何万もやっているんだって」と

言う人あり〕 

○森本委員 55万7,700円の歳入があるんですね。

ということは、これどこか出しているんですよね。

どこ、どこに。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 国際交流員の人数は１名

でありまして、で、国際交流員さんはアパート代

については自分で払っているんですけれども、た

だアパートの契約が外国人だとなかなかできない
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ので、市のほうの名義で契約をしまして、市で一

旦不動産会社のほうにアパート代を払って、で、

市が払った分のアパート代を国際交流員さんから

今度市のほうへ払ってもらうということで、それ

の収入が55万7,700円ということになります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 それ、国際交流員の人がアパート契約

できないというのは、正統なビザを持って入って

きていると思うんですけれども、そうすると、ア

パート契約ができないということがちょっと考え

にくいんですけれども、どういうことでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 今までの流れでそういう

ふうになっているということで。 

○森本委員 何でできないんだ。 

〔「不動産によるということだよ」と言う

人あり〕 

○森本委員 分かりました、ちょっと。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、もうしようがない。しようがな

いです。それを言ってもしようがないんで、じゃ

次、92ページなんですけれども、これスタート、

東京オリンピック・パラリンピックレガシーの中

で、費用弁償で旅費なんですけれども、これ予算

で見ると、たしか300万ぐらいあったと思うのね。

392万6,000円だった、この予算、これ。それが極

端に……違う、違う、違う、間違えた、ごめんな

さい、俺、全然違うところ見ているかもしれない。 

  補正があったのかなというぐらい金額が違うん

ですけれども、ごめんなさい、こっちですね。６

年度の東京オリンピック・パラリンピック。東京

オリンピックレガシーの事業費の978万6,000円な

んですけれども、これたしか予算390万ぐらいだ

ったような気がするんですけれども、私の勘違い

かな。これって補正があったのかなと思って。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 補正、そうですね。 

○森本委員 補正がある。ですよね、補正があった

ということですよね、これね。 

○小髙市民協働推進課長 そうです。 

○森本委員 だったら問題ないです。ごめんなさい。 

  それと、次の93ページ、１項11目のこれ職員研

修講師謝礼とあるんですけれども、これってイク

ボスセミナーのことかな。前の予算のときにあっ

たイクボスセミナーのことで間違いないですかね。

イクボスセミナーをたしか予算のときにやるとい

う話があったと思うんですけれども。 

○小髙市民協働推進課長 93ページの、報償金の職

員研修講師謝礼のほうですかね。 

○森本委員 そう、そう、そう。これってイクボス

セミナーですかね。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 すみません、イクボスセ

ミナーではなくて、このときはジェンダーハラス

メント研究家の小林敦子先生のほうにお願いをし

まして、「アンコンシャス・バイアスを克服する

ダイバーシティ推進トレーニング」という、すみ

ません、片仮名ばかりで申し訳ない。研修を職員

向けに実施をしております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 これが職員研修講師謝礼だということ

だったんですけれども、ただ、この１項11目のこ

の事業で、予算で入っていなかったっけ。イクボ

スセミナーって、すみません、そのときなかった

でしたっけ。勘違いかな。 

○田村委員長 補佐。 

○伊藤市民協働推進課長補佐 イクボスセミナー、

「イクボス宣言」ということなんですが…… 

○森本委員 ６年…… 

○伊藤市民協働推進課長補佐 １月の当初予算の際
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には計上しておりました。ただ、その実施の前に

いろいろと内部でもいろいろ協議をしたところ、

ちょっとイクボスではなくて、またちょっと横文

字になってしまうんですが、Ｄ＆Ｉ宣言、ダイバ

ーシティ＆インという宣言という形で、ちょっと

再検討してほしいといったようなことになりまし

て、なので、ちょっと再検討はしたんですが、ち

ょっとそのダイバーシティ＆インクルージョンと

いう宣言というのではちょっとなかなか。今では、

その宣言をしてもちょっと難しいかなということ

がありまして、見送ったという経緯があります。

ので、イクボス間連については予算のほうの執行

はしていないと。 という形になっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると予算で、取った予算をそっ

ちのＤ＆Ｉに移行したという考え方でよろしいで

すか。それとも、まるきり別の予算を組んだとい

うことなんですか。 

○田村委員長 補佐。 

○伊藤市民協働推進課長補佐 そのＤ＆Ｉ宣言に移

行したらどうだといったようなその意見がありま

して、ただ、そのＤ＆Ｉ宣言についてもなかなか

ちょっと実施が難しいということになりまして、

若干ちょっとその事業自体を見送ったという形な

んで、執行していないという形になっています。 

○森本委員 じゃ別に、別予算ということですか。 

○伊藤市民協働推進課長補佐 はい。 

○田村委員長 いいですか。 

○森本委員 もう１個だけ。 

○田村委員長 じゃ、森本委員。 

○森本委員 あと、312ページのコミュニティ活動

支援なんですけれども、これも予算のときにはた

しか1,000万ぐらい組んでいたかと思うんですよ

ね。それが700万にこれは減額になっているんで

すけれども、これは結局、コミュニティーからの、

例えばさっき言った太鼓とか、そういうものとか

が安かったとか、そういうことなのか。それとも、

支援するコミュニティーが減ったのか。どういう

ことかなと。多分、予算では1,000万が300万ぐら

い減っていますよね。 

○田村委員長 補佐。 

○伊藤市民協働推進課長補佐 こちらは、その事業

の採択になっていなかったと。申請は出したんで

すが、その県といいますか、その宝くじ、自治総

合センターのほうで事業採択にならなかったとい

うところで、で、その分の金額は補正で落として

おります。 

○森本委員 もちろんこれも補正入っているんです

ね。 

○伊藤市民協働推進課長補佐 入っています。 

○森本委員 何かすみません、補正なかなか覚えら

れなくて。何回も聞いて、すみません。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 いや、また言っちゃうんだけれども、

さっきも横文字出てきたでしょう。これ、市民生

活部とかってさ 

○田村委員長 三本木委員、決算審査なんだ、その

他でその話をしましょうか。 

○三本木委員 その他でね。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 78ページで、協働のまちづくり推進事

業費の補助金で、これは多分さっきの繰越し出て

きた事業。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○小出委員 同じ負担が。 

〔「債務負担ですね」と言う人あり〕 

○小出委員 債務負担、債務負担で繰越し、債務負

担で出てきたと同じだと思うんですけれども、で、

これ、ぱって見ると、なかなかおもしろそうな事

業が採択になっていておもしろいなと思って、た
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だ市民協働課としては、やっぱりこの辺の補助金

をうまく使って、市民活動を支援していくという

のは非常に重要な業務かなと思うんですけれども、

で、この審議会というのがあって、審議会という

のは多分これ採択にしか関わっていないのかなと

思うんですけどこの段階では。だからその辺の確

認と、あと、これだけおもしろい事業をせっかく

やったんであれば、例えばその事後評価とか、そ

んなものを現在取り組んでいるのか。もし、その

成果なり何なりを公表しているようなものがあれ

ば、教えていただきたいんですけれども、いかが

でしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 すみません、御質問のち

ょっと後ろのほうからになってしまいますけれど

も、成果の発表としては、消費生活展と一緒にう

ぇるる協働のつどいというのを２月に開催してお

りますけれども、その中で、この団体さんのほう

の発表の場を設けて、発表をしています。 

  あと、審議会の委員さんがどこまで携わってい

るのかは分かる、その審議会だけ。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○小髙市民協働推進課長兼市民活動センター所長 

ということで、審議会の委員さんは事業の選定に

係る審議のほうに 

○小出委員 採択のほうに。 

○小髙市民協働推進課長 はい。 

○田村委員長 いいですか。 

○小出委員 じゃ、すみません。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 せっかくなんで、採択、選んだ人がそ

の事業がどんなふうに終了したらどういう成果が

出たというところまで、事業の終了後、報告して、

さらに意見をもらうというところで、もう少しこ

の事業でブラッシュアップしていけられるのもい

いのかなと思うんですけれども、これは要望とい

うか、意見です。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  堤委員。 

○堤副委員長 ページ92ページですね、この中で、

都市間交流費2001事業。先ほど、ひたちなか市が

この交流ということで関わって、小学生とやった

ということなんですけれども、今回は前年度はゼ

ロ円で、今回、順番ということで、何かサイクル

があるみたいな、どんなようなサイクルになって

いるのかお聞きしたい。 

○田村委員長 課長補佐。 

○伊藤市民協働推進課長補佐 ひたちなか市との交

流事業につきましては、平成25年度から開始をし

ておりまして、循環的には１年置いて交互といい

ますか、昨年度が那須塩原市で行いまして、その

２年前、要は、１年空けて交互にやっていくとい

った形での事業になっています。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 小学生との交流ってどんな内容でや

られているのか、内容は分かりますか。 

○田村委員長 課長補佐。 

○伊藤市民協働推進課長補佐 平成25年度につきま

しては、スノーシューといったものでの交流事業

を小学生を対象に行っております。その後、国民

体育祭とか、あと国体との関係がありまして、何

回かちょっと延期とか中止になりまして、その後

に小学生のバレーボールでの交流で、昨年度のサ

ッカーでの交流といった形での事業になっていま

す。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 続きまして、331ページなんですけ

れども、自治公民館のさっきね、整備支援事業、

11団体に補助金を出しているということなんです

けれども、主にエアコンが５件あったというお話
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がありまして、あと６件というのは何か、具体的

に教えていただければと思います。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 例えば、外壁とか屋根の

修繕ですとか、あとは床の修繕、あと畳からフロ

ーリングに改築をしたりですとか、あとは、やは

り屋根と外壁の塗装工事、あと雨どいの修繕、あ

と耐震診断及び補強計画策定なんていうものもご

ざいました。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 これ、自治公民館への改修の補助と

いう格好なんですけれども、自治公民館は結構大

分年数がたっているところ多いかというふうに思

うんですけれども、この補助の基準と、あと補助

の対象の項目が分かれば、ちょっと教えていただ

ければと。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 幾つかあるんですけれど

も、まず新築の事業の場合は補助率が40％で、世

帯数に応じた限度額を設定しております。それか

ら、増改築の事業も補助率40％で、限度額が400

万円となっています。それから、修繕のほうにつ

いては、やはり40％の補助率で限度額が200万円。

あと、バリアフリー化というのもありまして、バ

リアフリー化については、補助率100％で限度額

が40万円。それから、野外運動施設の整備という

のもありまして、去年は使っていませんけれども、

補助率40％で限度額40万円。あと、耐震診断等実

施事業というのがありまして、補助率が50％で、

事業内容に応じて限度額を設定されています。あ

と、耐震改修事業が補助率50％で限度額120万円

というところの補助になっております。 

  これにつきましては、ちょうど今頃の時期に各

公民館のほうに来年度この補助を使いたいところ

があるかないかというのを募集というか、申請を

してくださいという通知を出しまして、上がって

きたものを見て、あとは予算との兼ね合いで来年

度実施するところを決めているというような状況

です。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 先ほど言いましたように、自治公民

館が結構古くなっておって、改築してもなかなか

難しいところは新築せざるを得ないというような

格好なんだけれども、新築に、場合は、もうやっ

ぱり40％の補助。に、あと６割どこ出すのという

感じになるかと思うんですけれども、これは何か

ほかの別の補助で補うというようなものはないん

ですか。ちょっと決算とは離れるか分かりません。 

〔「離れ過ぎ」と言う人あり〕 

○堤副委員長 分かりました。 

〇田村委員長 松田委員。 

○松田委員 92ページの回答で。 

  92ページ。海外都市連携事業費の海外都市連携

におけるディレクション。ディレクションだから、

指導とか、管理したりするという意味でしょう。

方向性とか、指示とか管理するという意味ですけ

れども、まさにその言葉なんですけれども、どの

ように事業の方向、指示、管理をされたのか。内

容を教えてください。 

○小髙市民協働推進課長 ディレクションという、

申し訳ないんですけれども、相手国がベトナムに

対してのディレクション、これからどういった連

携ができるのかというところを探った事業になり

まして、大きなところでいいますと、乳製品の輸

出入に対する市場調査というのを一つお願いして

おります。乳製品の輸出入に関する市場動向調査

をしていただいて、法の制度ですとか、物流面で

の課題を整理したというようなところ。 

  あと、もう一つ大きなところで、２月27日にベ

トナム人材セミナーというのを開催しまして、市
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内で観光ですとか農業分野の市内の関係者の人に

参加をしていただいて、このベトナム人の人材を

使う際の注意点なんかをセミナーを行ったという

ところがございます。 

○田村委員長 松田委員。 

○松田委員 この事業なんですけれども、さっき言

ったそのディレクションに関して、いろんな調査

を行った。まず、牛乳を売るということなんでし

ょうけれども、それだけではなくて、今後、本当

にこの行ったところがカントー市なんで、カント

ー市さんとはどういうその連携、または、この間

の一般質問で20周年関係でちょっと話が出たんで、

そのディレクションに関してどういうふうに、牛

乳を売っていくというのがまず最初の話なんです

ね。 

○田村委員長 課長。 

○小髙市民協働推進課長 まずは、カントー市とど

ういった連携が取れるかというのを今探っている

ところで、ベトナムの方に畜産分野にちょっと働

きに来てもらったというのもあるようなんですけ

れども、その辺もうまくいかなかったという事例

もあって、その辺で今後どういった連携が図れる

のかを探っているというような状況です。 

○田村委員長 大丈夫ですか。 

  そのほか質疑は。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  市民協働推進課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時０３分 

 

再開 午後 １時０５分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎交通防犯課の審査 

○田村委員長 ただいまから交通防犯課の審査に入

ります。 

  交通防犯課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 交通防犯課については、建設経済常

任委員会に対する付託案件はありませんので、建

設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分科会）

に切り替えて審査を行います。 

  それでは、議案第60号 令和７年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  交通防犯課長。 

○平川交通防犯課長 （議案第60号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありますか。 

  いいですか。 

〔「しようがないですよ」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで予算常任委員会（第三分科会）

を決算審査特別委員会（第三分科会）に切り替え

て審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  交通防犯課長。 

○平川交通防犯課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  副委員長。 

○堤副委員長 95ページの交通安全対策費1001事業

で、交通事故発生件数、大体これが182件という

ことですが、これの傾向など分かりましたら教え

てくれますか。 

○田村委員長 課長補佐。 

○吉田交通防犯課長補佐 交通事故の発生件数の傾

向というところになりますと、やはり高齢者の割

合というのが４割程度ぐらいというところを占め

ているというところは、継続というか、傾向とい

うところになってくるかと思います。あとは、各

年代というところはあるかと思うんです。それか

ら、割合的に見ると、これはやっぱり高齢者とい
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うところが、ある程度の割合を占めているという

ところかというところには捉えております。ちょ

っと件数については減少なのかというところはあ

るかと思うんですけれども、若干その年によって

上下するというようなところかというふうには捉

えております。 

  以上です。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 発生箇所なんですが、いろいろ国道、

県道、市道、いろいろ生活道路とかいろいろある

と思うんですけれども、そういう場所については

何かありますか。 

○田村委員長 課長補佐。 

○吉田交通防犯課長補佐 発生場所ですけれども、

やっぱり同じ場所でというところは、こちらでは

確認というところはなかったんですけれども、や

っぱり多いのは幹線道路、国道４号とか、あとは

県道55号とか、そういういわゆる国道、県道、い

わゆる大きな主要な幹線道路というところという

のが件数、発生箇所としては多いものというふう

に、こちらは把握してございます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 引き続いて、97ページのところです

が、ゆーバス・ゆータク運行費4001事業の中の、

まずゆーバスの利用状況についてお伺いしたいと

思います。 

  路線別では出ておるんですけれども、何か特徴

的なものをもう一度お話しできればと思います。 

○田村委員長 副主幹。 

○平野副主幹 令和６年度、ゆーバスはコロナ禍前

の人数を初めて超えた事象の路線と思いまして、

私、ＪＲバスから今出向で来ている者なんですけ

れども、民間バスでも特に観光路線でもないこの

ゆーバスが、生活路線のゆーバスが、ただの生活

路線のバスが、コロナ禍前の数字を超えるという

ことが、あまり前例のない路線ですので、一応、

路線バスが市の皆様が公共交通として、足の一つ

として選ばれているのかなと。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 ゆーバスについては、利用人数が増

えたということでよろしいですね。 

○平野副主幹 はい、間違いないです。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 引き続き、ゆータクの利用状況につ

いて、これは減少したというふうに聞いたんです

けれども、内容についてもう一度お願いします。 

○田村委員長 副主幹。 

○平野副主幹 ちょっと事業者さんのほうからゆー

タクのほうの利用状況を確認したところ、全事業

者さん、大体同じ理由で利用者が高齢化されてし

まって、今までヘビーユーザーだったお客様が使

わなくなって、子どもたちのところに引っ越され

たとかといった利用のお客様が減っちゃったので、

令和６年度はちょっと下がってしまいました。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 引き続いて、この次のページ、ゆー

タクプラスの利用状況ですけれども、今回、合計

利用者72人ということで、路線では２人とか４人

とかいう少ない人数になっている。これは決算だ

もので、令和６年度決算ということで、こういう

数字かと思うんですけれども、これに72人に限ら

れた人数ですので、その理由をお聞かせ願いたい

と思います。 

○田村委員長 副主幹。 

○平野副主幹 72人の利用のほう、一応多く使われ

たのが、お試しで利用券を包括支援センターの方

にお試し券でお配りしていただいて、実際に利用

してもらって、実際の御高齢者の方に宣伝しても

らおうかと思ったんですけれども、その方々と、

あと実際に本当に市民の方が使ってくれた人が結
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構少なかったので、72人という結果に終わってお

ります。 

  今年４月１日からゆータクプラス、ゆータクの

自宅までの送迎運行では、今のところまだ５か月

間のデータなんですけれども、427名の方が自宅

からバス停までの利用をされております。増えて

おります。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 いろいろ改善して、令和７年度から

は大分増えたということですが、令和６年度に限

っては、聞いたところですけれども、72人の内訳

という限りでは、利用券の配布で利用された方で

あって、自分自ら申し込んで利用された方はなか

ったということでよろしいんですか。 

○田村委員長 副主幹。 

○平野副主幹 ゼロではないんですが、どちらかと

いうと利用券のほうが多かったかなという感じで

す。 

○堤副委員長 じゃ、最後ですけれども、98ページ

のほうで、これが令和５年度の繰越し分、公共交

通政策費5001事業のほうで、先ほど補助金、これ

が2,000万円ですか、ＥＶバスの購入という格好

に充てられるということなんですが、これのＥＶ

バスの購入の台数を教えていただけますか。 

○田村委員長 副主幹。 

○平野副主幹 １両になります。 

○堤副委員長 １台。 

○平野副主幹 １台。 

○堤副委員長 １台に2,000万ということでよろし

いですか。 

  ちょっと、ＥＶバスが、普通の自動車と違うん

だよね。バスなもので、なかなか私らも幾らとい

うのは見当がつかないんですけれども、１台

2,000万円というのは、特に標準的なお金なのか、

何か今回のゆーバスのＥＶ化を図る中で、特殊な

機能があったから高くなっているのかどうかとい

う、そういうことはいかがですか。2,000万円が

妥当かどうかという。 

○田村委員長 課長補佐。 

○吉田交通防犯課長補佐 妥当かどうかという部分

でいいますと、やっぱりＥＶバスだといわゆる一

般的なバスに比べて、やっぱり金額的には高い。

全体といいますか、ＥＶバスはやっぱり費用的に

は高いものだというふうにはなっておりますので、

今回のこの補助金ということになってくると、そ

れはこちら妥当なところかなと、我々としては考

えております。 

○田村委員長 いいですか。 

  そのほか質疑はございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 まず96ページなんですけれども、市営

自転車管理運営費の中で、放置自転車の撤去とい

うのがあったんですけれども、これ併せて自転車

場管理と合わせての決算となっているんですけれ

ども、放置自転車の撤去ってどのくらいお金がか

かっているんですか。 

○田村委員長 防犯課長。 

○平川交通防犯課長 放置自転車の撤去ということ

なんですが、令和６年度につきましては、一応、

当初予算のときではトラックで運送するという形

で撤去費用というか手数料で上げさせていただい

ているところなんですが、令和６年度につきまし

ては、今回処分をしなかったというところで、撤

去費用のほうはかかっておりません。 

  理由といたしましては、通常ですと年度末に撤

去した放置自転車のほうの処分なんかもさせてい

ただいているんですが、これにつきましては、無

償で処分してくださる事業所というのが見つかっ

たということで、令和６年度は実施せず、令和７

年度に合わせて撤去したということがございます。 
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  あと、撤去費用に係りまして、シルバー人材セ

ンターのほうにも自転車の管理のほうのお願いを

しておりますので、今回、シルバー人材センター

の管理運営に係っている部分についても、自転車

の撤去の管理のお金は入っているというところに

なっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、ここで放置自転車の撤去

は計算に入っていないけれども、ここに書いてあ

るということになっちゃうんですか。ここの項目

として96ページに自転車駐車場管理（屋外）・放

置自転車撤去と書いてあるので、161万1,600円と

書いてあるんですけれども、そうすると、これは

放置自転車撤去、この161万1,600円には入ってい

ないということですか。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 すいません。私の説明が不足

で申し訳ありません。シルバー人材センターさん

には東西連絡口の指定管理料と合わせて、自転車

の不法駐車している禁止区域というのが西那須野

地区の駅前にあるんですが、そこに放置されてい

たものについても撤去をしていただきまして、一

度西那須野の庁舎のほうに管理、運んでいただく

という費用が入っております。そのほかに、自転

車に関しての各駐車場の見回りとか、そういう部

分も含めて、161万1,600円という形になっている

ところでございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、自転車の撤去料はシル

バー人材の全体の中には入っているという考えで

大丈夫ですか。 

○平川交通防犯課長 はい、そうです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、これって何台くらい、放

置自転車ってあったのかって分かりますか。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 令和６年度は92台撤去しまし

て、西那須野支所のほうに運んでいただいており

ます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 続きまして、98ページ、公共交通政策

費50事業なんですけれども、これ、運転手の確保

の為か何かで補助金をもらっていたのが補助金を

もらわなくなったことで減額になったというとこ

ろだと思うんですけれども、どんな施策でどんな

事業をなくしたのかを教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 令和５年、国の地方創生臨時

交付金というものが出まして、それを活用して運

転手の確保等のために、市内に９社タクシー事業

者があるんですが、そちらに50万円ずつこちらの

補助金のほうを出させていただきまして、内容と

しましては、運転手の処遇改善を通じて、運転手

の確保をしようという観点から、バス事業者、タ

クシー事業者合わせて９社に交付したものです。 

  それぞれの使い方としましては、有料求人サイ

トのほうを募集をかけていただいたりとかという

ふうな形で、使い方については各運行事業者のほ

うにお任せしているところでございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、補助金が出なくなったと

いうことで、その事業は必要ないだろうというふ

うに判断したのか、補助金がなくなったからやむ

なくやめたのかどちらでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 令和５年度については、国の

こういう補助金が出ましたので、こちらを使わせ

ていただいて活用のほうをさせていただいたんで

すが、今、運転手不足というところは、バス事業

者にしてもタクシー事業者にしても、今あること
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だと考えております。昨年は、ちょっと補助金で

はないんですが、栃木県のバス協会のほうで那須

教習所、あちらのほうでバスの運転に興味のある

方向けのイベントみたいなものを行ったんです。

その教習所の中をバスを運転してみませんかとい

う形でイベントを行った際に、当市としてもホー

ムページとかみるメールでこういうイベントをや

りますので、ぜひ興味のある方は御参加ください

ということで、周知のほうを呼びかけさせていた

だきました。後日お話を聞いたところ、イベント

に参加した中で２名ほど運転手という形で就職に

つながったという、運転手の確保につながったと

いうお話は伺っております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 分かりました。 

  次に、次のページ、99ページの防犯対策費で、

補助金がなくなったのでマイナスになりましたと

言ったけれども、補助金が減額になった理由とい

うか、どんな事業がなくなって補助金がなくなっ

たのかを、ちょっともう少し詳しく教えてもらえ

ますか。118万4,818円減額になった理由として、

補助金が減額になったからというような説明があ

ったんですけれども、補助金が減額になった理由

と、どんな事業が削減されたのか教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 補助金のほうなんですが、那

須地区防犯協会のほうに出している補助金が減額

をさせていただいております。理由といたしまし

ては、令和２年からのコロナ禍のために事業の中

止とか縮小というところで、繰越金が大分増えて

しまったというところにございます。収入の６割

を超えた繰越金があるということで、これ、補助

金といいますか、負担金、防犯協会の負担金にな

るんですが、この分を精査しまして、交付をもら

うために52万6,000円の負担金という形で、今回

お支払いのほうをさせていただいたというところ

でございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、52万6,000円を支払っ

たことは、前回は170万ぐらい払ったということ

でしょうか。 

○平川交通防犯課長 そうですね。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 ＥＶバスのほうの活用というか、ど

んなもので使っていますか、ＥＶバスというのは。 

○田村委員長 副主幹。 

○平野副主幹 ゆーバスの西那須野外循環・内循環

線で、一応そこで専門的に走っています。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 いいですか。 

○三本木委員 はい。 

○田村委員長 このほかによろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

  堤委員。 

○堤副委員長 この令和６年度の決算認定、反対す

る立場で討論させていただきます。 
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  ゆータクからゆーバス、それからゆータクプラ

ス、それぞれいろいろ利用状況がまだあまり芳し

くないという状況で、令和７年度に向けていろい

ろ改善されて、７年度については期待するところ

でありますけれども、今回は、令和６年度の決算

認定という意味ですので、それで特にゆータクに

ついて、なかなか利用者が減っているし、それを

改善する意味からも、ゆータクプラスを新たに新

設して、今回、令和６年度で設けたということで

すけれども、利用者72人の中で、新規に申し込ん

で利用した人は僅かだというお話で、なかなか利

用人数が伸びていないと。これは当然、いろいろ

な制度上のいろいろな問題があって、今改善中だ

と思いますが、今後には期待するところはあるん

ですけれども、決算認定の中ではなかなか利便性、

制度の問題点、いろいろ絡む中でこういう状況で

経過が終わっていますので、私としては反対せざ

るを得ないというふうに考えるところから、反対

をさせていただきます。 

○田村委員長 ほかに討論はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、挙手により採決

いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定について、原案のとおり認定すべ

きものとすることに賛成する委員の挙手を求めま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○田村委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、認定第１号は原案のとおり認定すべき

ものと決しました。 

  交通防犯課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時３９分 

 

再開 午後 １時５３分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○田村委員長 ただいまから市民課の審査に入りま

す。 

  市民課の皆さん、お疲れさまです。 

  市民課については、建設経済常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切り替えて

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  市民課長。 

○村松市民課長 （議案第60号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 
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○森本委員 戸籍のシステムを改修が必要というこ

とで、振り仮名を振っていくということなんです

けれども、振り仮名の確認をするために、市民に

対してはがきを送っていると思うんですけれども、

結構な枚数なのかと思うんですけれども、それっ

てここに補正組まなくてよかったんですか。当初

予算に入っている。 

○田村委員長 課長補佐。 

○渡邉市民課長補佐 はがきについての作成とか作

成業務委託につきましては、当初予算で計上して

ございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 同じ戸籍システムに関することで、改

修費は補正で、はがきは当初だった理由は何でし

ょうか。 

○田村委員長 課長。 

○村松市民課長 はがきにつきましては、もともと

の法律の改正が今年５月26日に施行されたんです。

それで、戸籍のほうに振り仮名を記載するという

流れになりました。戸籍が正しいかどうかの届出

期間が１年間猶予があります。来年５月26日まで

に届出すればいいということになりましたので、

来年５月26日以降に一気にシステムに乗せるには、

今年度中に準備しておかなくてはならないという

ことで、９月の補正でお願いさせていただいてお

ります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、はがきのほうは先に出さ

なきゃいけないということで、最初から当初に乗

せたという考え方でよろしいですか。 

○村松市民課長 はい、そうです。 

○田村委員長 そのほかございますか。 

  いいですか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで、予算常任委員会（第三分科会）を決算

審査特別委員会（第三分科会）に切り替えて審査

を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 
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  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  市民課長。 

○村松市民課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  三本木委員。 

○三本木委員 法律の話だから、国の話なんだけれ

ども、なぜローマ字表記に関わっているんですか。 

○田村委員長 課長。 

○村松市民課長 ローマ字表記は、マイナンバーカ

ードに氏名の振り仮名と、あと希望者にはローマ

字の表記ができるようになってくるんですが、そ

れは海外でも身分証明書として使えるようにした

いというのが国の狙いでございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 じゃ、もう一つ。 

  コンビニ証明とかで証明の手数料が減っている

というお話があったんですけれども、市としては、

これはうれしいことなんですか。例えば証明手数

料が減っても、業務が減るわけなんだけれども、

それは市にとって喜ばしいことというか、そう解

釈してもいいんでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○村松市民課長 当然、身近なコンビニで証明書等

が取得できるということで、市民サービスにもつ

ながります。一方、窓口だと300円、コンビニだ

と200円と100円の違いなんですが、何千件もコン

ビニで交付されているんです。その分はやっぱり

窓口ではなくコンビニを利用されることによって、

市のほうの職員の業務の効率化にもつながってい

ますので、市としてはいいのかなというふうに思

っております。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 主な国籍別登録者数というのがここに

載っているんですけれども、ページでいうと120

ページ。中国、ブラジル、フィリピンとベトナム

と、ずっと多い国が載っているんですけれども、

このその他というのは、結構これは細かくいろん

な国がある、それとも、ここの６年度というわけ

じゃないんでしょうけれども、登録者数というの

はどんな感じなんですか。内訳というのはかなり

ばらばらな感じがするのかそれとも、どういった

傾向があるんだろうか。 

○田村委員長 答弁をお願いします。 

  部長。 

○河合市民生活部長 前のちょっと私、一般質問で

答えたときに、全部で56か国の外国人が、12月31

日時点だったと思うんですが、ちょっと時点を間

違えていたら申し訳ないんですが、56か国程度の

外国人がいらっしゃるという状況です。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 その他だけ。その他で56か国。それと

も。 

○河合市民生活部長 全部です。 

○森本委員 全部で56か国。 

○河合市民生活部長 中国を含めてトータルで56か

国。 

〔「50か国もあるということですね」と言

う人あり〕 

○河合市民生活部長 そうですね。 

〇田村委員長 森本委員。 

○森本委員 その50か国というのは、結構ばらばら

で細かい本当に、例えば10人以下でいっぱいなん

ですか。それとも、結構ある程度集中している人

と少ない人が分かれているのか、傾向があるのか

どうかって聞きたいんですけれども。 

○河合市民生活部長 ここに載っているのは、多分
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多いので載っているので、一番少ないのは韓国94

で、それ以下はもう、あと２桁で、あとはもう１

桁、もう１人しかいないという国も出てくると思

います。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 次に、その下なんですけれども、旅券

の業務で17万9,980円って大分減ったなという感

じがするんですけれども、これはあれですか、令

和６年度は旅券の単純に申込みが少なかったとい

うか、どんなふうに分析しているんですか。海外

に渡航する人が減っているのか。 

○田村委員長 課長。 

○河合市民生活部長 令和５年度は、マイナポータ

ルで旅券の手続ができるようになるために、でき

るようにするために、システムの購入をしており

ます。令和６年度はなくなったので減額というこ

とになります。 

○森本委員 じゃ、登録者数じゃないんだね。旅券

申請者数じゃないんだ。 

  その下のあれですね。803人から970件増えてい

るということですもんね。勘違いしました、ごめ

んなさい。分かりました。 

○田村委員長 あとは質疑はありますか。 

  小出委員。 

○小出委員 すいません。ちょっと細かい話なんで

すけれども、210ページ、自衛官募集等事務費で、

ぱっとした活動がないんですけれども、これの実

態のやっている内容と昨年度の実績みたいなもの

があれば。 

○田村委員長 課長。 

○村松市民課長 内容としましては、市のほうで自

衛官募集相談員という方を10人ほど委嘱しており

ます。その方への１人3,000円でございますが、

謝礼。あとは、普及啓発の消耗品ということで、

ティッシュを購入して普及啓発用に窓口で配布し

ました。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 そういうこと。別に、この相談員さん

の実際にいわゆる実績的なものというのはどうな

んですか。その辺はまた把握してないですか。 

○田村委員長 課長。 

○村松市民課長 申し訳ございませんが、ちょっと

自衛隊と一緒に、自衛隊と市長で連名で委嘱して

いるというところがありまして、結構自衛隊のほ

うから業務の依頼があって活動しているという部

分がございまして、ちょっと市のほうでは、申し

訳ございませんが、細かいところまでは。 

○田村委員長 そのほか。 

  大丈夫ですか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す
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べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  市民課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時１７分 

 

再開 午後 ２時３９分 

 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境戦略部の審査 

○田村委員長 これより環境戦略部の審査に入りま

す。 

  初めに、環境戦略部長から御挨拶をお願いいた

します。 

  部長。 

○髙久環境戦略部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎ネイチャーポジティブ課の審査 

○田村委員長 ただいまからネイチャーポジティブ

課の審査に入ります。 

  ネイチャーポジティブ課の皆さん、お疲れさま

です。 

  ネイチャーポジティブ課については、建設経済

常任委員会に対する付託案件はありませんので、

建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分科

会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第65号 令和７年度

那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  ネイチャーポジティブ課長。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 （議案第65号に

ついて説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  三本木委員。 

○三本木委員 29ページの墓地の使用料、１区画20

万円ですか。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 はい。 

○三本木委員 これ、１区画20万円と言ったけれど

も、大きさとか、ずっとそれは20万円で使えるの

かとか、その辺は。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 こちらは係長の

ほうからお答えします。 

○田村委員長 係長。 

○伊藤環境衛生係長 １区画４平米の規格になって

います。 

○田村委員長 いいですか。 

○三本木委員 20万円で永代使用できるという、ど

ういう、契約は。 

○伊藤環境衛生係長 使用料ですので、初めに納め

ていただくものとして頂いて、整備費用の一部と

して充てさせてもらっているという形になります。 

○田村委員長 三本木委員。 
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○三本木委員 あとはかからないの、じゃ。 

○田村委員長 係長。 

○伊藤環境衛生係長 あとは年間の管理料ですね。

１年間2,000円頂いているところで、維持管理の

ほうをさせていただいています。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 多分、これ民間のお寺とか、ああい

うところよりは安いんじゃないかなと思うんです

けれども、使用料としては。今の流れとして、墓

地、墓じまいとか、そういう流れがあるみたいな

んだけれども、貸し出す、まだ貸し出す余裕はあ

るんですか、墓地は。 

○田村委員長 係長。 

○伊藤環境衛生係長 塩原温泉さくら公園墓地に関

しましては、空きのほうがまだございまして、全

部で84区画あるんですけれども、そのうち先ほど

補正で２区画追加しましたので、58区画を今貸し

ている状況にあります。残りが25区画という状況

です。 

○田村委員長 いいですか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 あと、課長が今後の承継というか、

対策を考えていかなくてはならないというか、そ

の内容について、一体何を対応していくのか。 

○田村委員長 課長。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 以前、議会の一

般質問でも御質問があったところなんですけれど

も、今、所有というか、使用者が不明の墓地がい

ろいろあったりとかしていまして、もう管理もさ

れていなくて、放置されてそのままの墓地とかも

結構あるんです。答弁でもお答えしたところなん

ですけれども、結構10年間は手がつけられないよ

うな状態なんです。そういった状況もありまして、

そういったものが、もうそろそろ10年たつので、

それを再整備してまた再対応するというときに、

お墓を掘り起こしてきれいにするとかというよう

な整備費用に使ったりとかということは、これか

ら必要になってくるんですね。なので、そういっ

た整備費用のために基金を使っていきたいなとい

うふうに考えてございます。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほかは大丈夫でしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第65号 令和７年度那須塩原市墓地事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第65号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで、予算常任委員会（第三分科会）を決算

審査特別委員会（第三分科会）に切り替えて審査
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を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 （認定第１号に

ついて説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 216ページ、有害鳥獣捕獲実施業務

ですけれども、ニホンザル、ニホンジカ、イノシ

シはいいんだけれども、熊はこれ入っていないん

ですか。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 そこは係長の方

からお答えします。 

○田村委員長 係長。 

○鈴木自然共生係長 熊は含まれていないとおっし

ゃるのは、熊は委託料で支払っていまして。 

○三本木委員 払えなくなっちゃうな。 

○鈴木自然共生係長 そうなんです。猿、鹿、イノ

シシについては捕獲報償金のほうなんですが、熊

は委託料のほうで支出しています。 

○田村委員長 いいですか。 

○三本木委員 委託料というのはどういう支払い方

をするんだんべ。 

○田村委員長 係長。 

○鈴木自然共生係長 熊の委託料は猟友会と契約を

していまして、猟友会に対して、会に対して支払

っております。猿、鹿、イノシシについては実施

体という個人個人に支払っているんですけれども、

熊については会に対して支払っています。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 183ページの環境衛生総務費の1001事

業で、一部事務組合負担金が80万円増額になった

理由を教えてください。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 そちらは係長の

ほうからお答えします。 

○田村委員長 係長。 

○伊藤環境衛生係長 一部事務組合、黒磯那須共同

火葬場組合の負担金の80万円増のほうでよろしい

ですか。 

○森本委員 はい。増の理由を教えてください。 

○伊藤環境衛生係長 こちら増の要因なんですけれ

ども、その前の年に、令和６年度の一部事務組合

での予算の執行になるんですけれども、受変電設

備機器の更新工事というものが200万円を超える

工事がございまして、それを行ったんですけれど

も、その前の年の令和５年度はそういった大きい

工事がなかったので、その分が増えるというふう

な認識で、御了解いただければ。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 次に、やっぱり火葬場の長寿命化事業

で844万1,000円を負担しているんですけれども、

総事業費の何割ぐらいを本市で負担しているんで

しょうか。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 係長がお答えし

ます。 

○田村委員長 係長。 

○伊藤環境衛生係長 長寿命化負担金に関しまして

は、こちら、大田原市と那須塩原市の割合でなっ

ているんですけれども、長寿命化事業ですと、那
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須塩原市の割合としては、35.2％という形で負担

をしている形になっています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 大田原市と那須塩原市ですね。そうす

ると、うちのほうが負担が少ないということです

か。 

○田村委員長 係長。 

○伊藤環境衛生係長 そうですね。大田原市の火葬

場を那須塩原市で一部使わせていただいていると

いうところなので、那須塩原市の市民の方が使っ

ている負担割合というところから出して、35.2％

となりました。 

○田村委員長 ほかに。 

  森本委員。 

○森本委員 186ページのネイチャーポジティブ推

進費なんですけれども、2,444万3,817円の決算と

いうことなんですけれども、ごめんなさい、私ま

た補正を見逃したのかもしれないですけれども、

これもっと大分多かった記憶があるんですけれど

も、補正で少なくなったりしたんですか。私の勘

違い。 

○田村委員長 係長。 

○鈴木自然共生係長 大沼の鹿柵の工事のほうが繰

越しになっていまして、そこが。 

○森本委員 大分少なくなったような印象が。 

○鈴木自然共生係長 そうですね。前払い金だけの

執行になりまして、そこに全部というか、ちょっ

と減はしているんですけれども、3,400万円を繰

り越している。 

○森本委員 3,400万を繰越しね。それで合う。す

いません、ありがとうございます。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 予算額が6,000

万ぐらいだったですね。 

○森本委員 そうそう。予算額6,000万ぐらいあっ

たような記憶があったから、あれと思って。すい

ません、ありがとうございます。 

  そして、最後もう１個なんですけれども、189

ページなんですけれども、放射能対策費なんです

けれども、放射能対策費がネイチャーポジティブ

課で24万200円の決算になっているんですけれど

も、何で放射能対策費がネイチャーポジティブ課

なのかがちょっといまいち。危機管理課だったら、

すごくしっくりくるんですけれども、これがネイ

チャーポジティブ課になった理由は分かりますか。 

○田村委員長 係長。 

○伊藤環境衛生係長 これ、事業が始まったときか

ら環境部門のほうでやっているという。 

○森本委員 環境は分かるんですけれども。 

○伊藤環境衛生係長 空間放射線量、環境汚染とい

う観点から環境課のほうに来たんだとは思うんで

すけれども、ちょっとはっきりとした経緯は分か

らなくて。 

  一応、大気汚染の一種というふうな考え方で割

り振られているのではないかと認識しています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、災害ではなくて環境汚

染という観点からの部分を考慮してのネイチャー

ポジティブということでよろしいですか。 

○田村委員長 係長。 

○伊藤環境衛生係長 議員のおっしゃるとおりです。 

○森本委員 分かりました。 

  以上です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 今の放射線の測定、変わらないから

１回にしたということで、そういう説明だったん

ですけれども、直売所に納めているばあちゃん連

中が、山で取れたものが売れないと。那須塩原市

のは放射能の影響で。いつになったら売れるんだ

と。どうなんですか、減り具合というのは。 

○田村委員長 決算審査なので。 
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  あとは大丈夫ですか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 186ページ、ネイチャーポジティブ

推進費4001事業の中の委託料で、希少種等情報管

理システムの構築運用保守ということで、734万

6,918円が計上されておるんですけれども、希少

種等情報管理システム構築という名前が入ってい

るので、構築ということは、新たにつくったとい

うことでよろしいでしょうか。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 係長がお答えし

ます。 

○田村委員長 自然共生係長。 

○鈴木自然共生係長 こちらのシステムは、もとも

とあったものなんですけれども、長期継続契約が

終わりまして、またそこから新たに始めるシステ

ムということで、構築業務を。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 改修ということじゃなくて構築とい

うふうに位置づけたということですね。 

  このシステムですが、主な機能といいますか、

この希少種ということなもので、どういう種類の

ものがどんなふうに管理されているシステムなの

かちょっと教えていただければ。 

○田村委員長 係長。 

○鈴木自然共生係長 こちらのシステムは、那須塩

原市の動植物調査研究会という人たちがいまして、

那須塩原市の中にいろんな希少な野生動植物が生

息しているのを調査してくれる人たちがいます。

その方々から、年に１回報告がまとまって出てく

るんですけれども、その情報をシステムの中に入

れて、検索すると市内のどこでこんな希少な生物

が生息していますよというものが確認できるもの

です。ただ、希少な植物とかなので、余り情報公

開はしていないです。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 希少種というわけだから、これ動物

も植物も入るということでよろしいですか。 

○鈴木自然共生係長 はい。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 保全、希少種のものを保全するとい

う立場でシステムで管理をしていくということで

よろしいでしょうか。 

○田村委員長 係長。 

○鈴木自然共生係長 そうですね。保全するものが

目的でして、あとはたまに土地開発の相談とかが

されたときに、その場所で希少種が確認されてい

る場合は、こういう配慮をしてくださいというよ

うな指導をしたりもしています。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 希少種という基準といいますか、別

の言い方をすると外来種もありますので、それは

横に置いておいて、希少種はどういう範囲で決め

ているんですか。 

○田村委員長 係長。 

○鈴木自然共生係長 那須塩原市のレッドデータブ

ックとかレッドリストというものを策定している

んですが、そこに載っているものが希少種という

ふうに扱っています。その種の選定については、

先ほどお話しした動植物調査研究会の人たちが各

植物だったり昆虫だったり哺乳類だったりの専門

家なので、そちらの意見を基に策定しています。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 186ページで、委託料で那珂川上流

における農業生態系の保全活動等支援、この内容

について教えてもらえますか。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 環境企画係長の

ほうからお答えします。 

○田村委員長 係長。 

○山本環境企画係長 こちらにつきましては、環境
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省の令和６年度良好な環境創出活動推進モデル事

業というもので募集がありましたところ、こちら

で応募したところ採択をされまして、モデル事業

としてやらせていただいたんですが、主に那珂川

上流のため池の整備ですとか、希少種の生息環境

の創出というところで、地域の越堀寺子地区の農

業生態系の保全といったものを目指す取組でござ

います。 

  主な業務内容としましては、あそこ結構希少な

動植物というか、希少な、農地に生息する希少な

生物が豊富にいるということで、豊かな生態系を

持っているというところで、生息環境の、生息適

地のポテンシャルマップというんですけれども、

それを作成したりとか、あとは農地の周辺の水質

の調査であったり、ため池の底泥の分析、有害物

質がないかとか、そういったところの分析だった

り、災害に対する強化、農業生態系を守ることで、

どういった災害に対する対応力というか、そうい

ったところがあるのかといったところの調査であ

ったり、そういったところを業務委託をしてさせ

ていただきました。 

  簡単にいうとそういったところです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 299万だよね。これはあくまで動植

物に対する調査というか、それだけで、ため池の

工事費とか、そういうのには使っていないという

ことかな。 

○田村委員長 係長。 

○山本環境企画係長 ため池の工事等はしておりま

せん。どこの地区でどういった保全活動をすると

効果的なのかとか、そういったところの調査、あ

とはどういった生物がどこに住んでいてとか、ど

うった対応が必要なのか、どういったポテンシャ

ルがあるのかといったところのいわゆる調査、生

物調査といったものに結構費用がかかるものです

から、それは環境省のモデル事業を活用して実施

したというところになります。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第６号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 
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○田村委員長 次に、認定第６号 令和６年度那須

塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 （認定第６号に

ついて説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 この421ページからなんですけれど

も、墓地の存在地を見ると赤田、永田、北二つ室、

二区とか、ほぼ西那須野なんですよね。恐らく歴

史的なあれがあるんでしょうけれども、こういう

ばらつきがあるということは、受益者負担とか公

平性から見た場合に、それが適切に、我々なんか

は自治会で、自分のところで管理しているわけで

すよ。それが当たり前、それがなんて言うんだろ

う、考え方だけれども、あくまでもお墓に対する

考え、お墓なんていうのは自分らできちんと管理

していくのが常識だと思っているんだけれども、

市が余計に負担をしているとか、そういう受益者

負担の原則で見た場合に、どうですか、これ。 

○田村委員長 課長。 

○村松ネイチャーポジティブ課長 議員が全くおっ

しゃるとおりでございまして、受益者負担の観点

がございまして、特別会計という形になっており

まして、先ほどもちょっと係長のほうから御説明

させていただいたと思うんですけれども、管理に

つきましては、いただいた負担金、使用料の中か

ら捻出しているということで、市のほうから特別

に多く支出をしているということは、今のところ

はないというような状況になっています。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 いいですか。 

  そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第６号 令和６年度那須塩原市墓地事業特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第６号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ネイチャーポジティブ課所管の審査事項は以上

となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時２２分 
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再開 午後 ３時３２分 

 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎カーボンニュートラル課の審査 

○田村委員長 次に、カーボンニュートラル課の審

査に入ります。 

  カーボンニュートラル課の皆さん、お疲れさま

です。 

  カーボンニュートラル課については、建設経済

常任委員会に対する付託案件がありませんので、

建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分科

会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  カーボンニュートラル課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 （議案第60号に

ついて説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 特別交付税で歳入にしたということは、

どこかにこの特別交付税が入っているということ

ですか、この補正の中に。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 一般財源ですの

で、補正上は出てこないんですね。 

〔「補正上は出てこない」と言う人あり〕 

○福田カーボンニュートラル課長 はい。算入とい

う扱いですね。 

○田村委員長 松田委員。 

○松田委員 この予算、県では入っているんでしょ

う。項目が出ない。何も項目が載せないというこ

とは、〇〇予算でも何でもなく、自前の予算とい

うこと、うちの予算ということ。 

〔「一般財源です」と言う人あり〕 

○松田委員 一般財源でこれだけの金額を出してい

るということ。 

○福田カーボンニュートラル課長 算入という形で

すね。一般財源で対応という形です。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 バイオガス発電の事業ということだ

けれども、具体的に内容をちょっと教えてもらえ

ますか。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 青木地区のゼロ

カーボン街区の今、事業を進めていますけれども、

その中で再エネルギー可能なものということで、

今、取り組んでいるわけですけれども、その中で

酪農家から出る牛糞ですね、そちらを活用してバ

イオガスで発電して、自然界エネルギーで利用で

きないかというところの調査をしております。 

  それに当たって、いろいろ酪農家さんとの話と

かアンケートとか、そういった段階で今、実現可

能かどうかというものの調査段階の委託でありま

す。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 バイオガス、その消化液がどうたら
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こうたらと問題だとか言うけれども、ある程度見

通しは立ってきたという、それはないんですか。

あくまでも研究段階で見通しは立っていないのか。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 まさしくお話し

のとおり、消化液の利用であったりも、現在、今

年度も事業を継続して、また７年度の事業でも継

続して調査を進めております。まだ見通しが立っ

ているという段階ではございません。 

○三本木委員 分かりました、 

○田村委員長 あとは、いいですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑応答中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、委員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで、予算常任委員会（第三分科

会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切り

替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 （認定第１号に

ついて説明。） 

○田村委員長 では、説明が終わりましたので、質

疑を許します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 187ページで、地域活性化起業人と

いうのが載っているわけですが、一体どのような

ことをやる人なんですか。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 主には、気候変

動対策適応全般の業務なんですけれども、我々、

役所の職員と同じような事業をやっています。派

遣先は、環境施策に力を入れているコンサル業者

から派遣されている職員なので、仕事としては、

我々と全く同じ仕事をやっていただいています。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 82ページかな、地域おこし協力隊と

いうのも出たんですけれども、この人たちは何を

やっているんですか。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 通常の地域おこ
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し協力隊と一緒ですけれども、主に青木のゼロカ

ーボンもありますし、地域脱炭素、先行地域か、

そちらの事業を主にやっていただいておりました。 

○三本木委員 具体的内容は。 

○田村委員長 係長。 

○向井再エネ推進係長 イベントとかを通して、地

域脱炭素に対する啓発であったりとか、そういっ

た活動をしていただいたりとかというのが主な業

務となっております。 

  あとは、訪問とかして地域の方の意識醸成とか

というところを実施してもらったと。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 ということは、それはその人をわざ

わざ雇ったというか協力してもらったということ

は、それまでなかなか理解がされなかったものを、

その人を通じて一般の青木地区の人にも理解して

もらおうという動きと考えてよろしいですか。 

○田村委員長 係長。 

○向井再エネ推進係長 理解促進を図っていく、な

かなか職員だけでは回り切れないというところが

ございましたので、そういう人の活用をしながら

理解促進を図っていくと、事業促進を進めていく

というところで採用したというところです。 

○三本木委員 了解です。 

○田村委員長 そのほか質疑は。 

  森本委員。 

○森本委員 すみません、私も同じところで申し訳

ないんですけれども、その方々というのは、地域

おこし協力隊のカーボンニュートラルの人たちと

いうのは、それなりに専門知識を持った人たちな

んですか。 

○田村委員長 係長。 

○向井再エネ推進係長 カーボンニュートラルとか

に特別に取り組んでいたというわけではないんで

すけれども、大学のほうの専攻で、地域づくり、

まちづくりを履修していたという経歴の方だった

ので、そういったところに関わって採用したとい

うことです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、普通の地域おこし協力隊

と同じかなという気がするんですけれども、カー

ボンニュートラルを推進するに当たって、そのた

めに例えば研修を行ったりとか、知識を持っても

らうようなことというのはやられたんですか。 

○田村委員長 係長。 

○向井再エネ推進係長 知識の研修というか、こう

いったことをやっていますとか、そういった説明

は職員のほうでさせていただいたりもしてござい

ますし、あとは、下のほうにありますけれども、

環境に対する検定なんかも実施して、受講して知

識の取得には努めていただいています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 次に、187ページなんですけれども、

ちょっと細かい部分ですけれども、脱炭素アドバ

イザー資格受験ということで、26万6,345円の決

算額になっているんですけれども、予算を見ると

16万5,000円だったので10万円ぐらい増えている

んですけれども、興味がある人が多くて受験者が

多かったということでよろしいですか。 

○田村委員長 主査。 

○飯泉カーボンニュートラル課主査 こちらにつき

ましては、受験者数が多かったということで、こ

ちら全部で15名受験しております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、予算的には、10名ぐらい

多く受験したとかそういうことで、想定した人数

よりも多かったから決算が多くなったということ

でいいですね。テスト、いわゆる受験料が上がっ

たとか、そういうことじゃないということで。 

○田村委員長 主査。 
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○飯泉カーボンニュートラル課主査 料金が上がっ

たということではございません。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 次もその下なんですけれども、６年度

決算額が6,646万5,119円、脱炭素社会推進事業で

すね、繰越分が1,000万円ぐらいですけれども、

これはたしか予算が１億ぐらいあったと思うんで

すけれども、これは補正が入ったんですかね。予

算は１億1,392万ぐらいあったんですが、合計で

7,600万ぐらい、大分執行額が少ないんですけれ

ども、執行額が少ないのは、補正が入って減った

のだったらごめんなさい、理由があるなら教えて

ください。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 繰越分なので、

補正は多分できないと思うので、先ほど歳入のと

ころかな、ちょっとお知らせしたんですけれども、

うちのほうで繰越額が多かったけれども、実際執

行はしていなかったと。 

○森本委員 執行未遂額が多いのか、決算書を見れ

ばいいんだけれども、聞いたのは申し訳なかった

ね。 

○田村委員長 出ますか、後にしますか。 

  係長。 

○向井再エネ推進係長 脱炭素社会構築推進費の繰

越金ということでよろしいですか。 

○森本委員 繰越金というよりも、令和６年度の当

初予算では１億2,392万5,000円計上されているん

ですね。それで、６年度の決算では現年度分とし

て6,646万5,000円くらい、それで繰越しとして

1,000万ぐらい、すると執行残が7,600万で、大分

執行未遂額があるのかなと思って、どういうこと

なのか。 

○田村委員長 係長。 

○向井再エネ推進係長 補助金のことなんですね、

青木地区に対する補助金とか対象の経費を取って

はいたんですけれども、導入が進まなかったとい

うこともございまして、それで減額をしていると

いうことです。 

〇森本委員 青木のゼロカーボン街区の事業が進ま

なかったことによって、執行額が少なかったとい

うことですか。 

○向井再エネ推進係長 民間の方の導入が進まなか

ったことに対する補助金の額が少なかったという

ことで減額しております。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほかはいかがですか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 187ページですね、地球温暖化対策

推進費、5001事業の中、委託料がいろいろあるん

ですけれども、その中の地域再生可能エネルギー

導入ビジョン検討という項目があるんですね。こ

のビジョン検討ということで、金額的に1,538万

9,000円と、結構な大きな数字が上がっているん

ですね。こちらの検討ということについて、どう

いう内容になるのか、ちょっと教えていただきた

い。 

○田村委員長 課長補佐。 

○高根沢カーボンニュートラル課長補佐 こちらの

ビジョン検討業務委託につきましては、以前の令

和４年、５年で作成をいたしました再生可能エネ

ルギーの適正な検討を目的としたゾーニングマッ

プというものを作成したんですけれども、これを

基に地域の実情に合った理想的な再エネの在り方、

そういったものの検討や地域の再エネの導入のポ

テンシャルなどを調査したり、それから、地域の

関係者や有識者との検討会、地域の説明会などの、

そういったものを一体化したのを委託したものと

なっております。 

  それに基づきまして、地域に合った再エネの導
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入の方針や省エネビジョンの策定及び促進区域の

設定などもこの科目となっております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 ビジョン検討作業だけでなくて、成

果物といいますか結果、結果も求めたものがこの

金額として反映されているということでよろしい

ですか。 

○田村委員長 補佐。 

○高根沢カーボンニュートラル課長補佐 この決定

したものがビジョンとして成果物として上がって

いると考えます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 成果物の名前は分かりましたら、名

称をちょっと教えていただけますか。 

○田村委員長 補佐。 

○高根沢カーボンニュートラル課長補佐 こちらに

記載のとおり、地域再生可能エネルギー導入ビジ

ョンとなっております。 

○堤副委員長 はい、分かりました。もう一つすみ

ません。 

○田村委員長 はい。 

○堤副委員長 今度は190ページですね、気候変動

対策基金の積立金の中で、基金の残高がこれで

7,989万1,000円ということで上がっていますので、

これがどんと令和６年度決算で膨らんだという格

好なんですが、今後、これらはどういう目的で使

われていく、何か予定がございますか。基金の積

立て目的ということで。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 気候変動対策の

補助金もやっていまして、補助金は結構国から来

ているものではございまして。いろいろほかにも

気候変動対策に係る事業がございますので、その

年度、その年度で財源を調整しながら、財源を補

塡するというような意味合いでこの基金を使って

いけたらというふうに考えております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 助成資金だと思えばよろしいですか

ね。 

○田村委員長 そのほか、質疑はございますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 187ページで、中段のちょっと下、

ゼロカーボン・コンソーシアム構築支援というの

で1,000万かな、これについて、ちょっと内容を

教えてもらえますか。 

○田村委員長 主査。 

○飯泉カーボンニュートラル課主査（係長級） こ

ちらなんですが、ゼロカーボン・コンソーシアム

というのは、中小企業を中心に、大企業のほうが

ゼロカーボンに対しての働きかけというのもいろ

いろ導入したりとかということをやっているんで

すが、まだ中小企業のほうは、そちらの機運がま

だあまりない、何をやっていいかというようなと

ころもあまり詳しくない、専門家がいるわけでも

ないというようなところで、なかなか進んでいな

いという現状がございまして、そちらについて、

中小企業が集まって、かつ、その中でも進んでい

る会社さんのほうから、うちの会社のこういう取

組をやって、例えば再エネを入れることで収入が

増えましたとか、経費が減りましたとか、あと融

資を受けられるようになりましたというような知

恵を出し合いましょうというふうな集まりとして、

そのゼロカーボン・コンソーシアムというのを昨

年度、市のほうが事務局となりまして立ち上げた

というようなものになってございます。 

  昨年、市が立ち上げまして、フォーラムなんか

も開催しまして、これからそういう機運を高めて

いきましょうというようなことをやったというよ

うなのが昨年度の事業になっております。 

○田村委員長 三本木委員。 
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○三本木委員 勉強会みたいな話に聞こえるんだけ

れども、1,000万という金が相当出ているなとい

うイメージがあるんだけれども、例えばどのよう

な支出があったんだか、ちょっとその辺を。 

○田村委員長 主査。 

○飯泉カーボンニュートラル課主査 すみません、

こちら一括で１つの業者さんに委託していますの

で、細かい内訳というふうなところは出てこない

形になるんですが、こちらにつきましては、市内

の業者さんのほうとの打合せですとか、もちろん

事務局である市との打合せですね、あと、そちら

について企画提案していただいたりとか、あと、

そちらのフォーラムをやる際の講師の派遣ですと

か、あと、そのフォーラムの司会進行なんか、そ

ういったところも一括で委託しているようなとこ

ろになってございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 それを何かどこかに委託しているん

だね、会社に。その会社名というのは言えないの

ね、委託先は。 

○田村委員長 主査。 

○飯泉カーボンニュートラル課主査 こちらにつき

ましては、パーソルプロセス＆テクノロジー株式

会社という会社になっております。 

  選考に当たっては、こちらプロポーザルを行い

まして、応募がほかに２社ございまして、その中

から選定した形になっております。 

○三本木委員 事務所はどこ、東京。 

○田村委員長 はい。 

○飯泉カーボンニュートラル課主査 東京の企業に

なっております。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 あとはいいですか。 

  森本委員。 

○森本委員 関連ですみません。コンサル会社です

か。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 そうです、コン

サルですけれども、環境を中心に取り組んでいる。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 先ほど三本木委員の質疑に対する答弁

だと、会議室とか講習の手伝いだったというふう

に聞こえたんですけれども、要は全体のコンサル

タントをやる金額ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員 そうすると、大分内容が変わってくる

と思うんですよね。 

○田村委員長 あとはいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  カーボンニュートラル課所管の審査事項は以上

となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時０５分 

 

再開 午後 ４時２０分 

 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎サーキュラーエコノミー課の審

査 

○田村委員長 次に、サーキュラーエコノミー課の

審査に入ります。 

  サーキュラーエコノミー課の皆さん、お疲れさ

まです。 

  サーキュラーエコノミー課については、建設経

済常任委員会に対する付託案件がありませんので、

建設経済委員会を予算常任委員会（第三分科会）

に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○小野サーキュラーエコノミー課長 （議案第60号

について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで、予算常任委員会（第三分科

会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切り

替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  サーキュラーエコノミー課長。 

○小野サーキュラーエコノミー課長 （認定第１号

について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 最終処分場の委託手数料とか委託費

から出るとか、それはどのような業者というか、

委託をしているんですか。 

○田村委員長 課長。 

○小野サーキュラーエコノミー課長 どのような業

者かと、業者名はカナデビアというところにお願

いはしていて、元は日立造船、そういったところ

で、誰でもやはり最終処分場の管理なのでできる

ものではちょっとないですけれども、やはりそう

いったことを専門にやられている業者さんです。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑は。 

  森本委員。 

○森本委員 最終処分管理運営費がちょっと全体と

しての増減の理由とかなかったんですけれども、

この５年度から６年度で300万ぐらい増になって

いるんですが、ちょっと説明が、聞き逃したか、

はい、ここの増になった理由を教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○小野サーキュラーエコノミー課長 こちらが増加

している主なものとしましては、光熱水費がまず

150万ほど増えております。あと、工事請負費と

して、次のページに出しておりますが、こちらが

常に工事が必要なものではなくて、こういった工

事が必要になったために実施したものなので、こ

れが前年度は工事請負費としてはゼロだったので、

この130万が増額となって、合わせて300万の増額

となっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 次、旧清掃センター管理費なんですが、

黒磯清掃センターの煙突の解体なんですけれども、

２億7,662万8,000円の決算額なんですけれども、

予算のときには３億4,600万だったんですね。積

算したときに３億だったのが１億円近く減額にな

った理由というのは何でしょうか。入札でただ単

に競争で安くなったのか、それとも何か理由がほ

かにあったのか。 

○田村委員長 一般廃棄物係長。 

○染谷一般廃棄物係長 特段、仕様変更したとかそ

ういうのはないので、入札で安くなったと。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうした場合、積算額というのが適正

だったのかなというのがちょっと気になるんです

けれども、どんな積算をして、例えば工事が積算

どおり、仕様どおりに行われたかという確認とか

はちゃんとできたのかという部分も併せて。 

○田村委員長 係長。 

○染谷一般廃棄物係長 こちらに関しては、施工管

理の業者は別に委託してやっていますので、そち

らとも連携してやっていまして、適正に工事のほ

うは。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 なるほど、これって応札した企業は何

者ぐらいあったんですか。 

○田村委員長 係長。 
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○染谷一般廃棄物係長 １者です。 

○森本委員 １者でこんなに使ったんだ。はい、分

かりました。 

○田村委員長 そのほか、質疑はございますか。 

  小出委員。 

○小出委員 黒磯センターの絡みで、取りあえず煙

突だけ倒したというような話なんですけれども、

今後のあそこの扱いというのをどのように、現在

何か考えていることはあるんですか。 

○田村委員長 課長。 

○小野サーキュラーエコノミー課長 まだちょっと

確定ということでは当然ないんですが、今現在、

倉庫とか書庫とかとして使っております。 

  ただ、やはりあそこで何か新たな活用ができな

いのかという部分については、いろいろな事業者

さんともお話をしたりしておりますので、あそこ、

煙突もないので、もう一回焼却施設というのはも

うないんですが、何か事業が展開できるのかとい

うことについては、いろいろ検討しております。 

○小出委員 了解。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 埼玉って人口が伸びているところなの

で、それにああいう何か鉄塔が建っていてるとあ

まりいい風景じゃないし、人口の伸びが鈍化する

ような気がしたので、煙突がなくなったというの

はいいことだと思うんですけれども、今後はまだ、

難しい。煙突がなくなったということに関しては、

特に問題なくできたと思っていいんですかね。 

○田村委員長 課長。 

○小野サーキュラーエコノミー課長 工事のほうは

順調に終わっております。 

○田村委員長 そのほか、質疑はございますか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 194ページのごみの関係なんですけ

れども、194ページの指定ごみ袋の製造枚数が540

万7,500枚と枚数で出ておるんですけれども、当

然これは市民が大中小それぞれの単価で買い求め

られると思うんですね。それがある意味で収入に

なるのかなと、ごみの関係の。それに対しての支

出のほうは、当然ここで上がっている家庭系ごみ

の収集費だとか、あるいはごみ減量化対策事業費

とか、そういうところが主な支出項目かなと思う

んですね。ちょっとクリーンセンターの維持管理

が膨大なものでちょっと横に置いて、お聞きした

いのは、そういう家庭用ごみ袋の売上げが収入と

して、あと支出が今、２つ述べたんですけれども、

これ黒字になっているかどうかということなんで

すけれども、それは一概に比べにくいところはあ

るかと思うんですけれども、お聞きしたいと思い

ます。 

○田村委員長 課長。 

○小野サーキュラーエコノミー課長 ごみ袋の売上

げが約２億円、雑入でお話ししましたが、あと処

理手数料として約２億円、資源物の売払い金で約

6,500万円、４億6,500万円ぐらいの歳入がありま

すけれども、クリーンセンターを除けば、ただ、

ごみステーションの収集運搬、ごみを各ステーシ

ョンから収集運搬するのに４億円ほどかかってお

りますので、やはり赤字なのかなというふうには

思っております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 前、ごみ袋に対して黒字というお話

を聞いたような気がしたんですけれども、それの

経緯というかは。 

○田村委員長 課長。 

○小野サーキュラーエコノミー課長 すみません、

ごみ袋だけでいけば、ごみ袋の製造のほうは

7,500万ぐらいなので、収入としては約２億とい

うことなので、そちらのごみ袋だけは当然黒字に

はなっておりますし、その売上げはクリーンセン
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ターとかのそういった処理費用の手数料として頂

いておりますので、そちらのほうに入れさせてい

ただいていると。 

○堤副委員長 分かりました。 

○田村委員長 そのほか、質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  サーキュラーエコノミー課所管の審査事項は以

上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時４６分 

 

再開 午後 ５時０４分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○田村委員長 本日の審査事項は全て終了となりま

した。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 事務局から何かありますか。 

○高橋書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○田村委員長 それでは、以上で本日の委員会を散

会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時０４分 
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建設経済常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

令和７年９月１８日（木曜日）午前９時５７分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 田 村 正 宏 副 委 員 長 堤   正 明 

委 員 戸 張 靖 久 委 員 小 出 浩 美 

委 員 三本木 直 人 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 松 田 寛 人 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 粟 野 誠 一 政策審議監 神 山 徳 久 

農務畜産課長 
兼 堆 肥 
センター所長 

大 野   薫 
農 務 畜 産 
課 長 補 佐 

大 森 美 香 

農業振興係長 三 山 裕 樹 
担い手支援 
係 長 

渡 辺 麻美子 

畜産振興係長 松 本 寿 道 農林整備係長 和 田 博 史 

農林整備係 
副 主 幹 

佐 藤 富 弘 
農業整備係 
副 主 幹 

藤 原 広 光 

農 業 再 生 
協 議 会 
農業振興係 
副 主 幹 

村 川 克 典 商工振興課長 江 面 史 彦 

商工振興課長
補 佐 兼 
商 業 係 長 

渡 邉 純 子 工 業 係 長 渋 谷 亮 介 

ツーリズム 
推 進 課 長 

和 氣 広 美 

ツーリズム 
推進課長補佐 
兼観光施設 
係 長 

広 瀬 美香子 

観光政策係長 生 井 龍 介 
塩原地区担当 
副 主 幹 

大 場 貴 晃 

農業委員会 
事 務 局 長 

押久保   昭 
農業委員会 
事務局長補佐 
兼農政係長 

織 田 暢 子 

農 地 係 長 上 野 純 宏   
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出席議会事務局職員 

議会事務局長 平 井 克 巳 書 記 高 橋 達 彦 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長挨拶 

   〔農務畜産課〕 

    ■予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ■決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔商工振興課〕 

    ■決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔ツーリズム推進課〕 

    ・議案第５３号 那須塩原市市営温泉事業条例の一部改正について 

    ・議案第５４号 那須塩原市上、中塩原温泉管理事業条例の一部改正について 

    ■予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第６４号 令和７年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第１号） 

    ■決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ５号 令和６年度那須塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長挨拶 

    ■決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５７分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 定刻前ですが、おそろいなので、始

めたいと思います。 

  皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、委員会を再開いたします。 

  ただいまの出席委員は７名です。室井委員より

遅刻する旨の届出がありました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○田村委員長 まず、産業観光部の審査に入ります。 

  初めに、産業観光部長から御挨拶をお願いいた

します。 

○粟野産業観光部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○田村委員長 ただいまから農務畜産課の審査に入

ります。 

  農務畜産課の皆さん、お疲れさまです。 

  農務畜産課については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、建設経済常任

委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り替

えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  農務畜産課長。 

○大野農務畜産課長 （議案第60号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 それでは、県産小麦・大豆の供給力強

化事業、すみません、これどういう事業か教えて

ください。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 こちらにつきましては、県産

小麦もしくは大豆を生産するに当たっての機械に

関しての補助金ということになっておりまして、

生産面積の拡大を行う際に導入される機械等に関

して補助が行われるというものになっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 機械というのはマシーン。 

○三山農業振興係長 そうです。 

○森本委員 いわゆるオートメーション化するため

とかそういう機械でいいですか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 今年度、申請を出させていた

だいているものにつきましては、大豆のコンバイ

ンになっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 これは農家から補助金欲しいという申

請があったものに対して払うということでよろし

いですか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 おっしゃるとおりで手挙げ式

の補助金になっておりますので、申請があってか

らという形になっております。 

○田村委員長 森本委員。 
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○森本委員 多分、全額補助するわけじゃないと思

うんですけれども、323万5,000円ということは何

件ぐらい補助があるのか、教えてください。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 今年度のこの金額につきまし

ては１件の申請になっておりまして、補助額につ

きましては税抜き額に対しての２分の１という形

になっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ６年度は１件だけという考えでいいん

ですか。それとも、ごめんなさい、私、分かって

いなかったからなんですけれども、当初からあっ

て、もう一件増えるだろうという見込みの中での

補助金の補正なのか、それともこの事業が今にな

ってやるということになっての補正なのか、教え

てください。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 今回出させていただいており

ます補正につきましては、令和７年度事業として

１件新規のものになっておりまして、当初予算で

の計上は一切ございませんでした。 

  昨年度の中におきましては、同様に補正予算と

いうような形で、トータルで２件の申請をいただ

いていたものになります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、この事業に関しては、

補助金の申請があったら県のほうにも申請して、

そのたびに補正を組むような性質のものというこ

とでよろしいですか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 申請のタイミングが年に何回

かございまして、国のほうの予算執行状況による

というところではあるんですけれども、当初予算

分であったり、補正予算分であったりというよう

なところで国のほうで予算が残っている限り、申

請のタイミングが年に４回から５回ぐらい来るよ

うなものになっておりまして、農家さんのほうも

自身のところの機械だったりですとか、規模の拡

大のめどが立ち次第、申請が出てくるというよう

な形になっておりますので、当初予算で計上させ

ていただくケースというのもあるとは思います。 

  ただ、昨年度、今年度につきましては、補正予

算のタイミングでの申請というような形になって

いるものです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、今後まだ補正で、今回

の９月補正で出ていますけれども、例えば12月補

正とか、場合によっては11月ぐらいに臨時の補正

とか、そういう可能性もあるということでよろし

いですか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 今回のケースで支払いが終わ

った後に、国のほうの予算がまだ残っているとい

うことであれば追加の募集がかかると思いますの

で、その場合にはまた追加で補正をさせていただ

くケースもあると思われます。 

○森本委員 分かりました。ありがとうございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 10ページ、６目の土地改良区等支援

費、説明の中で西那須野東部かどこかにお金を出

しているんですけれども、その内容というか、そ

の事業について。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 こちらにつきましては、西那

須野東部土地改良区から御相談がありまして、揚

水機のかなり多い数が不調を来していまして、今

年は何とかだましだまし使えたんですけれども、

次年度に向けては３機ほどの揚水機を更新かけた

いということで電話がありまして、それを踏まえ

て県に相談したところ、県単補助を使って事業を
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実施するという運びになったものですから、今回、

補正を上げさせていただいています。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 １機、幾らぐらいかかるものですか。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 １機は約300万程度です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 ３機というのは1,000万近くかかっ

てくるわけだけれども、補助率はどのくらいにな

るわけ。地元負担も出てくるんでしょう、そうす

ると。 

○田村委員長 農林整備係長。 

○和田農林整備係長 ３機直すのに事業費は1,140

万で、県の補助が35％、市が20％、地元45％でご

ざいます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 それは分かりました。 

  その下の国営那須野原総合開発関連事業で、市

の出した金は何％ぐらいなんだか、その事業費。 

○田村委員長 副主幹。 

○佐藤農林整備係副主幹 そちらにつきましては、

こちらのストックマネジメントの覚書を交わして

おりまして、大田原市、那須塩原市、那須野ヶ原

土地改良区、栃木県、この４者で負担割合してお

ります。その中で那須塩原市につきましては、

8.66％に面積を乗じた形で負担をしております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 それは１億ぐらいかかっちゃう話に

なってくる感じ。 

○佐藤農林整備係副主幹 はい。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 国からの補助はないんですか。 

○佐藤農林整備係副主幹 国は50％になります。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  小出委員。 

○小出委員 同じで牛乳による活性化推進事業で、

イベント内容をもう少し詳しく説明してください。 

○田村委員長 係長。 

○松本畜産振興係長 牛乳による地域活性化事業の

イベントについては、いろいろなところから来て

はいただいているんですけれども、ＰＲだけじゃ

なくて、実際に商品を持っていって新宿でやった

ときみたいに売るというような形です。販売も含

めた形でのイベントを検討しているところでござ

います。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 具体的な時期とか場所は決まっていな

いということ。 

○田村委員長 係長。 

○松本畜産振興係長 具体的な時期については補正

予算がついてからという形になりますので、年度

後半という形を予定しておりますが、場所によっ

ては、例えば毎月第４日曜日とかそういった決ま

りがありますので、そういった中でほかのイベン

トのスケジュールと合わせて実施していきたいと

思っています。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 
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  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで予算常任委員会（第三分科会）を決算審

査特別委員会（第三分科会）に切り替えて審査を

行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○大野農務畜産課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 とりあえず、ボリュームの多さにた

まげました。１日聞いても終わらないと思うんだ

けれども、抜粋して聞こうにも。 

  まず、堆肥センターなんですけれども、確かに

いろんな項目で修理費が相当出ているんですけれ

ども、これからもこの施設は維持していく価値が

あるというか、どんな価値観を持ったらいいです

か、これだけのものを。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 堆肥センターにつきましては、

以前からいろいろ御指摘いただいている関係ござ

いまして、今年度、実はちょっと動きがありまし

て、我々も今後これをどうするかという一定の方

針を定めまして、６月に利用者の方々に対しまし

て、市の方針としまして来年度いっぱいで堆肥の

受入れはやめたいというような趣旨の説明をさせ

ていただいています。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 分かりました。 

  それを利用している人らがいるということです

か、どんな人が利用していますか。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 近隣の酪農家さんたちが利用

していまして、現在、利用登録がある方は15軒ほ

どございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 八郎ヶ原牧場なんですけれども、

200万かそこらだったみたいなんですけれども、

これを利用しているというのはどういった価値の

ものなのか。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 こちらは乳牛の放牧というこ

とで想定して利用してきたところなんですが、い

ろんな事情がありまして、乳牛にちょっと適して

いないという結果が出ておりまして、こちらも実

は今年度、動きございまして、その中で検討する

に当たり、肉牛だったらどうなるのかということ

で、実は地主さんに協力いただきまして、今年度、
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数頭ほど牛を上げて実際に放牧しましてどのよう

な結果が出るかということで、それを踏まえまし

て今後どういった形でこの施設を取り扱っていく

のかということを検討していければということで、

実際の動きは今年度に関しては生じております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 あと、明治の森のあれなんですけど。

何か国から相当の金が入ったように出ていたよう

な気がするんですけれども、どれぐらい入ったの

か。 

〔「補助金のトータル」と言う人あり〕 

○田村委員長 すぐ出ますか。 

○粟野産業観光部長 ちょこっと時間ください。す

みません。すぐに出ます。 

○田村委員長 じゃ、後ほど。 

○三本木委員 森林環境税なんですけれども、よく

分からないので、どういった仕組みでどのくらい

の金が来て、どういったところに使っているんだ

か。 

  森林ＧＩＳなんていう言葉も入ったんだけれど

も、そこら辺も絡めてどのような仕組みで金が入

ってきて、どのような取組をして、どのように森

林のあれに役立っているか、その辺を。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 まず、森林環境譲与税は国の

ほうで税金をかけているということで国民全員が

かかっている中で、はじき出す基準は人口ですと

か、実際の森林面積ですとかそういったもので下

りてきて割り振られてきます。実際に那須塩原に

関しましては4,200万程度、今の仕組みですと毎

年入ってくるようなお金になっています。 

  そういった中で、先ほどの森林ＧＩＳというの

は、どうしても森林というのは図面上しっかりし

たものがなかなかないので、そういったものをデ

ータ化してより管理をしやすくするために衛星の

地図に図面を落としたといいますか、そういった

形で管理しやすいようにする仕組みとしてそうい

ったものを導入したような中身、昨年度の事業に

関してはそういったものとしています。 

  また、実際、事業としましては各種事業ですか、

森林関係の森林組合等が取り組みやすいような補

助制度をつくったりですとか、そういったものに

活用させていただいています。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 道の駅はそのうち出てくるんだろう

けれども、報告の中で収入とかいろいろ使用料と

かが入っていたんですけれども、これは市として

利益になってくるか、どのように捉えますか、そ

の価値観というか、収支のあれで言うと。 

○田村委員長 ６年度決算で。 

○三本木委員 収支が出てきたんだけれども、そこ

ら辺を捉えて道の駅の価値というものを。多分、

建設費とか含めたら赤字なんだと思うんだけれど

も、その役割というか。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 青木と関谷に２つございまし

て、基本的に、最近新しくしたのは青木になりま

すけれども、そちらのほうですね。 

  実際建設しまして、昨年度からオープンした中

ではかなり集客が上がっています。あとは、こち

らのほうは農家さんが絡んで出荷するようなイメ

ージがある中で、実際やり出した頃は170軒ぐら

いの農家さんが関係していたんですが、今はそれ

が増えまして200何十軒の関係する方があそこに

出荷できるという状況で、売上げのほうも確実に

上がっている状況です。 

  当然、当初のいろんな建設費の回収とかで赤字

になっている部分はございますけれども、経営と

してはかなり状況が良くて、集客とかも行ってい

ただいて御存じかを思うんですが、平日でもかな
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り皆さんいらっしゃっていただいていますので、

市の農産物のＰＲ効果ですとかそういったもので

はかなり寄与しておりますので、会社自体の売上

げもしっかり今後出そうだというような方向性も

ありますので、そういった意味からも、塩原のほ

うも同様に集客があって利益がしっかり出ている

ような状況は確認していますので、そういった意

味でも地元のお金ですとか地元の経済に対する効

果というのはかなりあるのかなというふうには感

じています。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 じゃ、それに関連して、うちでも米

を出していたんだけれども、道の駅に、ここは高

くていいんだと単価は、相手は東京人だから安く

しなくてもいいよと。地元の人はあそこ以外のい

けがみ行って買ってくるんだと。 

  そんな話もあるんだけれども、行ってみて、都

会の人を相当呼び込んでいるというか、高くても

売れているんだね。そういう観光客を呼ばってい

るというか、直売所以外のブランドイメージとい

うか、そういうので相当観光としても呼び込んで

いるというか、あそこに青木邸があって、あと菜

の花畑じゃないけれども、そのほかにＮ’ｓ Ｙ

ＡＲＤの有名なあれがあったり、なかなかの施設

があるので、期待はしています。 

〔「委員長、よろしいですか」と言う人あ

り〕 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 先ほど三本木委員のほうから

御質問のありました道の駅関係の補助金というこ

とだったんですけれども、令和６年度決算のほう

に計上させていただいているものとしましては、

市政報告書の27ページにございますデジタル田園

都市国家構想交付金１億8,379万6,900円となって

おりますが、これを含めまして前年度に収入した

ものも合計させていただきますと、こちらのデジ

タル田園都市国家構想交付金としての金額が合計

で４億94万2,190円ということになっておりまし

て、こちらにつきましては、建築工事に要する費

用のおよそ２分の１が補助として入ってきている

ような形になっております。 

○田村委員長 そのほか質疑ございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 まず最初に、最後に言った350ページ

なんですけれども、農林水産業の施設災害復旧事

業ということで、令和５年度から600万、繰越明

許になっているんですけれども、繰越明許になっ

たということは何か復旧作業で不具合があったか、

どういう理由で繰越明許なのかというのを。 

○田村委員長 係長。 

○和田農林整備係長 林道木の俣巻川線の山腹崩壊、

上のほうから土砂が崩れてきたものですから、上

のほうは栃木県の治山工事が入りまして、上から

順に工事を進めていったので。 

○森本委員 終わらなかった。 

○和田農林整備係長 そうです。県の工事が終わら

なかったので、市の工事に着手できなかったとい

う理由です。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、何か２次災害があって工事が進

まなかったとかそういうことではないということ

でよろしいですか。 

○田村委員長 係長。 

○和田農林整備係長 そうです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 続きまして、今度223ページなんです

けれども、農観商工連携推進事業費ということで

470万マイナスになっているんですけれども、前

年度比、５年度から６年度に対してこんなに極端

に、通常の経費ですという説明だったんですけれ
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ども、減になった理由は何かあるんですか。何か

事業を行わなかったとか、それか令和５年度に大

きい事業があったんですか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 こちらの農観商工連携推進事

業費につきましては、令和５年度におきまして、

台湾へのトップセールスの事業費がこの中にござ

いました。 

  令和６年度におきましては海外トップセールス

がございませんでしたので、事業費としては470

万ぐらいの減という形になっているものです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 同じ疑問なんですけれども、209ペー

ジの牛乳等による地域活性化推進事業費も300万

から400万からの事業、額的には95万8,000円のマ

イナスなんですけれども、でも、割合的には大き

いマイナスなのかなと思うんですけれども、牛乳

等による地域活性化は結構推進したのかなと思う

んですけれども、５年度から６年度に対してマイ

ナスになった理由というのは何でしょうか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 事業としては御案内いただい

たとおり実施しているというのはあるんですけれ

ども、実は民間事業者さんと連携してやるという

ことで取り組んだ部分がありまして、経費の削減

といいますか、縮減のほうが図られてきたのかな

というのが１点ございます。 

  もう一つは、チーズピクニックを予定していた

ところがあったんですが、ダーベスト ウォーク

がありまして、そちらのほうと一緒にやったりと

かという形で、事業自体を縮小したわけではなく

て、経費とかそういったところのやり方を変えて

いきながら歳出のほうの抑制に努めたという形に

なります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 203ページ、これも繰越明許なんです

けれども、５年度から繰越しされて570万の繰越

明許になっているのは中山間地域活性化事業、青

木ふるさと物産センター工事監理と書いてあると

いうことは、青木ふるさと物産センターに何かあ

って繰越明許になったのか、その理由を教えてく

ださい。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 まず、この中山間活性化事業

費の令和５年度繰越分の事故繰越のほうなんです

けれども、こちらにつきましては、先ほど三本木

委員のほうからお話のありました国庫補助金のほ

うが申請の年度が令和４年度でございました。年

度末に補助金を受け入れまして、すぐ令和５年度

に繰り越すという処理を行いますので、この時点

で一度、未着手のまま明許で繰越しをさせていた

だいております。 

  明許で繰り越しますと、さらにそこからもう一

度、明許の繰越しはできませんので、国のほうに

事故繰越の申請を出させていただいて事故繰越と

いう形での処理をさせていただいたものになって

おります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 繰越明許は難しいですね。事故か何か

起きたのかなとつい思っちゃうんですけれども、

そういうわけじゃないというケースが多いという

ことがよく分かりました。 

  次に、200ページの農業振興費の中の2001事業

の中の委託料なんですけれども、食育・地産地消

計画支援ということで396万出ているんですけれ

ども、どういうところに委託しているんですか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 こちらにつきましては、計画

策定のコンサルを入れさせていただきまして、そ

の委託料という形になっております。 
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○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ということはコンサルタントで計画を

どうなんですか、つくるというのはコンサルタン

トにかなりお願いしちゃって、丸投げということ

じゃないですよね。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 事業として書かせていただい

ているとおり、あくまで支援という形で入ってお

りまして、全国的な動向であったりですとか、国

の資料の収集であったりですとか、あとは当然レ

イアウトの調整だったりですとかというようなと

ころに、コンサルに入っていただいているという

ような形になっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 すみません、言い方が悪かったです。

申し訳なかったです。分かりました。ありがとう

ございました。 

  以上です。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  小出委員。 

○小出委員 いろんな補助金を出して経営支援とか

いろいろやっていると思うんですけれども、今の

説明だと、これはこういう事業ですというところ

だったので、具体的な補助金の効果とか成果とい

うところがなかったので、たくさんあるので、主

だったもので結構なので、農務畜産課として成果

のあった補助金、どんな成果があったのかとか幾

つか説明していただけると予算の有効活用という

かそういったものが分かるので、そのところの説

明お願いしたいんですけれども。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 どうしても補助金に関しては

国の関係の補助金も多々ございますけれども、そ

の中ではまず、211ページの環境保全型農業直接

支援事業費、こちらに関しましては全般的に農業

のほうも環境保全に取り組む必要性があるという

ことで、市内ですと今現在34団体ほどやっていた

だいておりまして、方向性としましては、やはり

皆さんそちらのほうを気にされていまして、環境

保全のほうにどんどん移行するような部分の支援

にはつながっているというふうに感じております。 

  あとは、多面的機能支払交付金ですか、こちら

のほう210ページにございますが、こちらにつき

ましては基本的には国の事業ではあるんですけれ

ども、いかに農地を確保していくかという形で市

内の方々に団体組織していただきましてやってい

くという形になっています。 

  また、農地に関しましては今年度から新しい地

域計画が動いておりまして、いかに農地をこの後

しっかり守っていくかということは課題になって

おりまして、そういった中で一環の事業として一

定の効果は上がっているのかなというふうに考え

ております。 

  あともう一点は、次世代チャレンジの農業、小

出委員から一般質問でも御指摘いただきましたけ

れども、スマート農業に関しては非常に注目され

ておりまして、実際に那須の支援事務所の関係で

も農家さんにヒアリングした際には、やはり今後

やっていくためには欠かせない考え方だという話

がありまして、こちらは市単独の事業でもあるん

ですが、毎年、そういったものに導入していただ

いて、またその情報を農家の方々に提供するよう

な形をやっておりますので、引き続きこちらに関

しましては一般質問の中でも御答弁させていただ

いたんですが、より充実して、より農家の方々が

営農しやすいような環境を整えていくような形で

進めていければというふうに考えております。 

  すみません、簡単ですが、以上になります。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 この前の議会で育成農業については一
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般質問させてもらって、結局やることちゃんとや

っているので、その成果というのはちゃんと出し

ていったほうがいいんだと思うんです。ともする

と、産業観光部何やっているか分からないみたい

なところになっちゃうので、そういうことないよ

うにちゃんとやっていることはやっているという

ＰＲはちゃんとしてもらいたいなというところで。

議会、今回、決算なので、そういうところでもや

っぱり議員に対してそういう説明はきちんとやっ

ておいてもらうのがいいかなと思って。 

  多分ほかにもいろいろあるんだと思うんです、

補助金いっぱいあるので、それなりの成果という

のはみんな上げていると思うので、それはちゃん

とこれまで整理していただければといいのかなと

思うんです。特に農務畜産課というのは、何てい

うんですか、農業は全国10位の生産量がある当市

なので、多分いろいろ行政としてやっていること

あると思うので、そういうところを聞ければいい

のかなというふうで聞きました。ありがとうござ

います。 

○田村委員長 そのほか質疑ありますか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 先ほどの森本委員の質問とダブると

ころがあるんですが、200ページの農業振興費

2001事業の中の食育というところで、１つは食育

推進会議が開かれているということ、もう一つは

第２期食育・地産地消推進計画の策定支援という

ことでコンサルのほうに歳出されているというこ

となんですけれども、食育というと僕らが思い浮

かべるのは教育委員会の学校給食の感じかなと思

うんだけれども、農務畜産課のほうの中では、あ

る意味で食材という点に力を置いた内容なのか、

そこの内容の説明をお願いしたいと思います。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 農務畜産課のほうで食育・地

産地消の推進計画を持っている一番根本的な理由

といいますか、大本の理由としましては、国のほ

うも所管しているのが農水が所管だというところ

がまず一つ一番大きな点になっております。 

  この計画ですとか、食育推進会議におきまして

は、当然市の教育委員会ですとか健康増進課、そ

れから保育課なんかも事務局というような形で参

加をしていただいておりまして、計画の中身には

それぞれの課が行っている事業のほうも盛り込ま

せていただいた形で委員の皆様には御審議をいた

だいているというような形の計画になっていると

ころでございます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 食材の中には、地産地消だけじゃな

くて、例えば有機農業、有機食材そういうのも入

っていると考えればいいんだよね。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 堤副委員長お見込みのとおり

で、有機の件であったりですとか、あとは先ほど

課長のほうからもお話がありました環境保全型農

業の件であったりですとかということも、この計

画の中には盛り込ませていただいた上で御審議い

ただいているものになっております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 対象は小中学校だけじゃなくて、例

えば保育園・幼稚園のところを含めた対象だと思

えばよろしいですか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 こちらの計画につきましては、

全世代を対象にさせていただいての計画になって

おりまして、幼保からの食育に加えまして、最終

的には保護者になってからであったりですとか、

御自身の健康のためにということで成人の方も含

めての計画という形になっております。 

○田村委員長 副委員長。 
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○堤副委員長 同じページで、報償金で、活力ある

むらづくり推進員謝礼152人に対して112万4,800

円の支払われておりますけれども、この活力ある

むらづくりというのはどういうような内容なのか、

お聞きしたいというふうに思います。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 こちらにつきましては、各地

区の農家さん、行政で言うところの行政連絡員み

たいな役割を果たしていただいている方々でして、

農業関係の回覧であったりですとか、水田関係の

帳簿の取りまとめの際の連絡に御協力をいただい

ている方々でして、農業再生協議会のほうでも推

進員という形でお願いをしている方がいるんです

けれども、その方々に市のほうでも同じ方にお願

いをさせていただいているというような形のもの

になっております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 活力あるむらづくりということで、

まちづくりじゃなくてむらづくりと、これは何か

国からの名称のようなものがあるんでしょうか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 特に国から何かがあるという

性質のものではないですけれども、農政のほうで

すと、比較的、市街地ではなくてやはりどうして

も村という単位を使わせていただいてお話をさせ

ていただくことが多いのかなと思っております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 ちょっとまた飛んで、先ほどの217

ページです。森林環境整備促進基金活用事業費の

7001事業、先ほど森林ＧＩＳ構築ということで、

構築なもので、新規につくったというふうに思い

ますが、先ほどの説明の中で図面をデータ化して

いるということなんですけれども、これを活用さ

れるのは職員とか、あるいは市民とかそういう

方々なんですか。 

○田村委員長 係長。 

○和田農林整備係長 これを活用するのは職員でご

ざいます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 結構なお金がかかっているとは思う

んですが、何か効果はどういうふうに見込んでい

るんですか。 

○田村委員長 係長。 

○和田農林整備係長 森林を伐採したいですという

市民の方で、どんな森林を伐採したいのかなとい

うことでパソコン上で空中写真を重ねたり、地番

図を重ねたりして合いますので、即座にこういう

森なんだな、じゃこの部分を切りたいんだなとい

う確認。これ毎日10件程度あるんですけれども、

そういった作業が早くできるようになっておりま

す。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 平面より立体的に確認できるという

ことで、あとカラー化されているということでよ

ろしいですか。 

○田村委員長 係長。 

○和田農林整備係長 そうでございます。 

○堤副委員長 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 食育に関することなんですけれども、

食育で今回コンサルがつくと言われたけれども、

食育推進条例を議会提出で可決されて、食育推進

条例が那須塩原市であるんですけれども、その計

画をつくる上での位置的なものというのはどんな

ふうになっているのかをお聞きします。 

  議会提出で行った条例があるじゃないですか。

それはどんなふうに扱われているのかということ

だけ教えてください。今回の令和６年度でコンサ

ルのほうに出て、食育推進ということを進めてい
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く中で、条例の立ち位置的なものをどんなふうに

捉えて行ったのかというのを教えていただきたい

んですけれども。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 議会のほうから御提出いただ

いて、今、制定されております本市の食育の条例

につきましては、基本的には一番大きなもの、市

の中では一番大きな理念であったりですとかとい

うところを示すものであるというふうに捉えてお

りますので、当然それは踏まえさせていただきま

して、そのほかにも県のほうでつくっている食育

の計画とかもございますので、そういったものと

の整合を取った上で本市のほうの第２期の食育の

計画はあるというふうに考えておるものです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、委託先のコンサルタントとも、

この条例自体も共有した上で行っているというこ

とでよろしいですか。 

○田村委員長 係長。 

○三山農業振興係長 おっしゃるとおりで、条例で

あったりですとか、前期の計画のほうも読み込ん

でいただいた上でコンサルのほうには入っていた

だいているというような形になっております。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  農務畜産課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０８分 

 

再開 午前１１時３５分 

 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工振興課の審査 

○田村委員長 ただいまから商工振興課の審査に入

ります。 

  商工振興課の皆さん、お疲れさまです。 

  商工振興課については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、建設経済常任

委員会を決算審査特別委員会（第三分科会）に切
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り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  商工振興課長。 

○江面商工振興課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 まず、223ページのまちなか交流セン

ター管理運営費のうちで、その他委託料が大幅に

増えたというお話がありましたけれども、何で委

託料が増えたのかという部分をお聞かせください。 

○田村委員長 課長補佐。 

○渡邉商工振興課長補佐 先ほど説明にありました

とおり、令和６年度から指定管理者制度を導入い

たしまして、一般社団法人の駅前活性化委員会の

ほうに指定管理料として支払うことになりました

ので、それまでの一部業務委託とは委託料の支払

い方が変わりますので、その分の増になります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 委託の仕方が変わったということ。 

○渡邉商業係長 そうです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 金額的にすごく増えたということなん

ですけれども、委託の仕方として前よりももちろ

んよかった理由的な部分というのは。 

○渡邉商業係長 市のほうでそれまで正職員がまち

なか交流センターの中におりまして業務をやって

おりましたので、その部分を建物の管理とかも全

部含めまして指定管理者のほうにお願いするとい

う形を取りましたので、そこは委託料はかなり変

わってくると思います。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 分かりました。 

  次に、222ページなんですけれども、商工イベ

ント支援事業の中で各イベントが並んでいるんで

すけれども、細かくいろんなイベントが載ってい

るんですけれども、西那須野地区イベント事業費

がかなり大きくくくってあるなと思うんですけれ

ども、これは内訳とかを出さないのはなぜなのか、

実際内訳は何なのかを教えてください。 

○田村委員長 課長補佐。 

○渡邉商工振興課長補佐 もともと西那須野支所の

ほうで予算を持っておりまして移行をした形で、

御近所の悩み投稿とかもやっていらっしゃるので、

そういったものにも柔軟に対応できるようにとい

うことなんですけれども、この決算額は去年のふ

れあいまつりの事業費になります。 

  それ１本なんですけれども、補助金名を柔軟に

対応できるようにということで西那須野地区イベ

ント補助金の事業費という形になっておりますの

で、この辺はまたちょっと細かい方がよければ検

討していきたいと思います。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 分かりました。 

  15ページの歳入のほうなんですけれども、まち

なか交流センターの使用料で、貸館で150万4,000

円あるということで聞いたんですけれども、貸館

は何件ぐらいの貸館なのかを教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 貸館につきましては、件数と

しては628件。５年度は521件なので、100件ぐら

いは増えている、利用は進んでいるのかなと思っ
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ているところでございます。 

○森本委員 分かりました。ありがとうございまし

た。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 商工に関してまるっきり無知なので、

基本的なことを聞いちゃうんだけれども、商工団

体に2,330万円の補助金、出されていますよね。

これはたまげちゃうんだけれども、これは前から

だと思うんだけれども、価値というか効果という

か。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 2,333万2,000円の補助金のこ

とでよろしいでしょうか。 

○三本木委員 総額。2,000万から。 

○江面商工振興課長 商工団体活動支援、主に商工

会への支援で、内訳としては、主に商工会にいま

す経営指導員、業務、経営を指導する男性の方、

そちらの方の人件費になっているものがほぼ当た

っています。 

  那須塩原商工会で指導員と支援員といまして、

指導員が５名、支援員が７名、そういった方の人

件費。西那須野商工会であっても、指導員が６名

いらっしゃいますので、そういった方の人件費に

なっているのがほぼなっています。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 もう一つ、さっきの森本委員と同じ

ところのまちなか交流センターに4,400万ぐらい

からのお金を出しているその効果というか、あの

施設にそれだけの価値はあるんでしょうね。どう

見たらいいんだか。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 価値はあると我々は考えてい

るところでございます。 

  先ほど補佐のほうからも説明がありましたとお

り、やっぱり以前は職員が常駐していたんですけ

れども、その分、指定管理になったことで人件費

は指定管理のほうに含まれていますけれども、な

いということでこちらの業務のほうは少し手を離

れたことになるんですけれども。 

  受けていただいている団体も活発に広報活動や

ったり、イベントを企画してくれまして、月に必

ずお知らせ版もこんなイベントやっていますとか、

あといろんな教室、そば教室とかキャンドル作り

の教室とかそういったものもいろいろ企画してい

ただいておりますので、あとは一定の市民の交流

とか、団体同士の交流とかもかなり生まれている

んじゃないかなと思っているところでございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 4,000万円から使っても、市民の交

流とか、あそこら辺の活性化とか商工とか、そう

いったものを考えれば効果があるというあれでい

いんですね。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 あると考えております。 

  ただ、欲を言えばなんですが、できればもう少

し広い範囲でもっと周りを巻き込んで、黒磯駅前

からもっと輪を広げていろんなところまで、ちょ

っと上行きますと有名なお店とかもあったり、駅

前にいろんなお店があったりしますので、そうい

うところと一緒になってもっと回遊性が出てくる

と。 

  あそこをまず拠点として歩いてもらえるような、

もっとあそこを面として使ってもらえるように、

もっと頑張っていただきたいなと思いはあります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 確かに議員の中でもあんなところ行

かないよという議員も何名か、それ聞いてたまげ

たんだけれども、議員すら意識が薄いというので、

東那須野、西那須野の人らにすると、どうしても
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あまり聞こえてこないというか、あそこの場所で

とどまって、今言われたとおりにそういうのがあ

る感じもする。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  戸張委員。 

○戸張委員 私も15ページの歳入のところなんです

けれども、同じくですみません、まちなか交流セ

ンターの使用料が先ほど御説明の中で51万円増に

なられたと。このすみません、理由をちょっと教

えていただければと。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 こちらにつきましては貸館の

ほう、先ほども森本委員からありました利用件数

628件なんですけれども、令和５年度は521件でご

ざいますので、単純に利用者が増えまして、その

分、歳入も増えたという形になっております。 

○戸張委員 分かりました、ありがとうございます。 

○田村委員長 そのほか。 

  小出委員。 

○小出委員 公有地関係のところの話なんですけれ

ども、224ページ、買戻ししたということなんで

すけれども、昨年度の段階で、そうすると高林産

業団地というのは現状どうなっているんですか。

例えば残区画がどのぐらいで、今回、買戻しした

区画の取扱い、今後売却していくのかどうなのか

というところ。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 先ほど御質問にありました買

い戻した区画なんですが、こちらは現在販売して

おります。価格としては、最初売った価格と同じ

価格でもう一度売りに出しております。 

  まだ正式にはどこの会社というのは決まってい

ませんが、何件か、今年に入ってから興味を持っ

ていただける企業さんがいらっしゃいまして、何

度か現地を御案内した実績がございます。ですの

で、うまくいけばどこか購入いただけるかなと思

っているところでございます。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 それと、大きい石があるから戻すとい

う話になったと思うんですけれども、そうすると

ここを買う人はその石があっても、現状のまま買

ってもいいという人ということですか、それとも

石はもう既に取り除いたということなんですか、

どちらなんですか。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 １回買っていただいた会社か

らの返還、やっぱり要らないというか、購入しな

いという理由につきましては、石のあることでは

なくて、経営陣の変更ということで規模をちょっ

と縮小、工場は造らないということで、それで不

要になったということでの買戻しに至った経緯で

ございます。 

  ただ、石につきましては、今も要綱の中に700

以上の石が出ることがありますという記載は残っ

たままで販売になっております。ただ、興味があ

って、実際買っていただく方については、そこの

部分については御説明をした上で対応したいなと

考えているところでございます。 

  中にどの程度埋まっているか、どの程度出るの

か、それはまだこちらのほうも未知数でございま

す。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 そうすると、なかなか心配の中で販売

しているということなんですね、現状的にね。 

  すみません、あともう一点、その次の222ペー

ジの中で修繕料で、高林の産業団地でネットフェ

ンスの修繕費で47万3,000円、これは何なんです

か。 

○田村委員長 渋谷係長。 

○渋谷工業係長 高林産業団地の北側になるんです
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けれども、ネットフェンスを張っているんですが、

山林の中にあるイメージなんですが、北側だけ農

地が広がっておりまして、北風が結構強くフェン

スに当たってしまうということでフェンスが曲が

ってしまうというのがありましたので、それの修

繕料になります。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 そうすると、現在は風に耐えられるよ

うな修繕をしたので、今後はそういう修繕は要ら

ないような状態にしたということですか。 

○田村委員長 係長。 

○渋谷工業係長 やはり風が強いということは分か

りましたので、強度を強くはしているのですが、

正直なところ、どこまで耐えられるのかというの

はまだ分かっていないような状況であります。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 これもよく分からないんだけれども、

貸付金の返還金というあれが出てきたんですけれ

ども、中小企業何とか、東日本。 

  何かコロナのときの貸付金が滞っているのが大

分あると新聞記事で見たんですけれども、こうい

った貸付金のそういうのは滞りなく事業が、普通

が何か分からないんだけれども、俺のイメージだ

と、貸したものは返してもらっているのかなと思

うんだけれども、説明お願いします。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 質問のありました貸付金、東

日本大震災、それともう一つ、中小企業のほう、

どちらも金融機関のほうが保証協会と連携してや

っておりますので、滞りなく必要な回収とか、言

い方が正しいか、ちゃんと年次計画に基づいた回

収、取り立てというのか分からないですけれども、

できていると思います。 

  ただ、残念ながらやっぱり倒産してしまうとか

駄目になってしまったところは少なからずありま

す。そのときには代位弁済ということで保証協会

のほうで払っているのがございますので、そちら

でやりくりする形になります。 

  東日本大震災につきましては、もう既に事業は

終わっておりますので、この後は回収するだけな

んですが、残念ながら今こちらの対象になってい

た企業がやっぱり閉鎖になってしまいましたので、

事業としては今年で終わりになっているところで

ございます。 

○田村委員長 そのほか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 先ほどの高林産業団地の地中障害物

に伴う損害賠償、225ページですが、これの積算

根拠というか、内訳を教えていただきたいと思い

ます。金額的には2,854万5,000円という数字が上

がっておりますが。 

○田村委員長 係長。 

○渋谷工業係長 こちらの賠償金につきましては、

大きく２点に分けて支払いを行っています。 

  まず、１点目につきまして、結局、岩が出てき

てしまっているので、その岩を取り除くためにか

かった費用、余計にかかってしまっているので、

その分の費用としてまず賠償を行うと。 

  それから、もう一点としましては…… 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 障害物の撤去の費用と工場の

建設費用の増額分の２つに当たっています。 

  うちのほうで賠償しているものは４種類、実は

ありまして、将来出るかもしれないということに

対する未来への補償と、あと操業が遅れた場合、

そちらの遅延に係る損害ということで賠償の要旨

になっているんですが、今回、そのうちの２つ、

先ほど言いました撤去費用と費用の増額分という

ことで積算しているものでございます。 
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○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 基本的には１区画のというふうに考

えればいいですか。 

○田村委員長 係長。 

○渋谷工業係長 こちらにつきましては、ナンバー

４という区画の１区画分でございます。すみませ

ん、企業名ちょっと言ってしまいましたが、日本

エヤークラフトサプライという会社で、１社分で

ございます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 これは前年度より賠償金としては減

額、減ったということなんですけれども、どれぐ

らい減ったかというのは分かりますか。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 令和５年度が３億2,174万

9,000円、３社分出していたんですが、令和６年

度は2,854万5,000円、こちら１社分。ということ

で２億9,320万4,000円が減になっております。 

○田村委員長 そのほか質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  商工振興課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時０９分 

 

再開 午後 １時１２分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎ツーリズム推進課の審査 

○田村委員長 ただいまからツーリズム推進課の審

査に入ります。 

  ツーリズム推進課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５３号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第53号 那須塩原市

市営温泉事業条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま
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す。 

  ツーリズム推進課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （議案第53号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 これ、条例改正して、使用料が高くな

るというか、温泉地の使用料増額ということでは

あるのかなと思うんですけれども、これって温泉

事業所の人たちの理解の部分というのはどんな状

況なのか教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 今回、改正に当たりま

して、宿泊施設につきましては、１軒１軒御説明

に上がったところでございます。それと上・中温

泉事業につきましては個人の方が多いものですか

ら、説明会のほうを実施いたしまして、昼の部、

それと夜の部に分けまして、説明会を行いました。

説明会は６月25日に実施してございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 主に出た意見などがあれば教えていた

だきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 料金につきましては、

これまで一度も改定していなかったものですから、

使用者の方につきましては、特段大きな反対とい

うところはございませんでした。 

  温泉のほうにつきましては、これから収入の面

につきましては、いろんなアイデアを出して、こ

れから皆さんの意見もいただきながら、収入減に

ついてはどのように温泉を活用していくかという

のは検討していきたいというところの意見はござ

いました。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 事業者の場合は経営努力でお客さんに、

宿泊料に乗せるとかいろいろ方法はあると思うん

ですけれども、例えば市から何かサポートする、

上がることによってお客さんが減らないように何

かサポートするような、そういうことを考えたり

とかというのはしているのか教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 宿泊施設のほうからは

そういう意見はございませんでしたが、ただ、こ

の使用料の値上げによって宿泊の料金を上げると

いうところというのは、特段意見はなかったです。

宿泊料金がそれに伴って上がるというような、上

げようかというような話は出てはいなかったです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 要は払うお金高くなっただけでそれを

どこに転嫁するかというのは経営努力だったりと

か経営方針とかによって変わってくるでしょうか

ら、多分そこで意見は出なかったと思うんですけ

れども、ただ、確実に収入は下がるわけですよね。

お客さんとしては、ちょっとですけれども、それ

を転嫁する、転嫁しないというのはその施設、事

業所次第かなとは思うんですけれども、そんなに

余り反発はなくて、これぐらいだったらしようが

ないかなというふうな手応えだったということで

よろしいですか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 状況についてはそのよ

うな形でございます。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  室井委員。 

○室井委員 給湯の単位１口、大体毎分何ℓぐらい

なんですか。それと、一番最高で５口までとあり

ますけれども、最高で何口使っているところがあ

るかだけ教えてもらえますか。 

○田村委員長 補佐。 
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○広瀬ツーリズム推進課長補佐 市営温泉事業につ

きましては、源泉がいろいろある中、毎分供給量

が決まっています。１口につき毎分18ℓが１口に

なります。多いところで４口ほどあったと思いま

す。 

○田村委員長 そのほか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 別表第２の中で、２番で公共用（公

衆浴場）というところがありますが、これは現行

の古町の御所の湯、無料というところから今度の

改定のほうには特に触れられていないんですが、

これはどういうふうになるんでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 そちらのほうは、公共

用というところは、皆さんが地元で入っている共

同浴場の施設でございます。古町につきましては、

今までも無料だったんですが、源泉のほうは地元

の源泉なものですから、そこについては無料にな

っているというところです。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 もともと無料だっ

たものが改正後も無料ということで、改正には盛

り込まれていないという形になっております。 

○堤副委員長 変わらないということですか。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 はい。 

○堤副委員長 了解です。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 そもそも論で申し訳ないんだけれど

も、この温泉事業というのは赤字でしたっけ。ど

うでしたっけ、経営自体。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 こちらのほうは、事業

開始から経営のほうは安定してございまして、一

般会計からの繰入れは一度も今までございません

でした。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 じゃ、ずっと安定していたというこ

とは、今回上げたというのはどういう理由でした

っけ。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 こちら事業を始めてか

ら三十何年かかってきているんですけれども、そ

の中、要は簡単にいいますと、使用者が減ってき

たというところ、それと光熱費については高騰し

てございますので、そちらのほうで経費について

かなりかさんできているところ、あと老朽化の施

設がありまして、そちらのほうの修繕が、大きな

修繕も近年あったというところが大きな要因です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 人が減ってきたという、その要因は

何ですか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 人の上・中塩原地区に

ついては個人のお宅が多いんですが、やはり人口

が減っているというのが一番の大きな要因で、そ

れに伴いまして、使っている世帯の方が比例して

減っているというところです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 俺、温泉というから、あくまでも観

光客が入っているのかと思ったら、また別。 

○田村委員長 部長。 

○粟野産業観光部長 今議論されているのは市営の

条例の部分でしたけれども、温泉事業には市営温

泉ということで１つ、イメージとしては門前とい

うんでしょうか、役場があったあたり、あの地域

のホテルだけを供給している事業が１つあるんで

す。あともう一つ、塩原支所のほうに上・中塩原

温泉事業というもう一つ別の流れがありまして、

そこはホテル、旅館にも供給しているんですが、
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一般の御家庭にも供給しているという、２つの事

業が実はありまして、その中で、先ほど申し上げ

たとおり、一般家庭がだんだん減ってきているの

で、使用料が減ってきているということで、ちょ

っとずれてしまっているところはあるんですが、

２つの事業があって、市営のほう、今議論してい

るほうはホテルだけなんです、供給しているのは。 

○三本木委員 これが。 

○和氣ツーリズム推進課長 市営というほうですね。

もう一つの条例、この後やりますが、上・中塩原

温泉事業という事業というのがあるんですが、そ

れはもうちょっと上流側、そこは一般の御家庭に

も供給していますし、ホテルにも供給していると

いうような全く別回線のやつが２つあるという状

況です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 今やっているのはホテル関係という

のは、さっきの説明では、ちょっと人口が減って

いるというのは関係ないような。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 ホテルに関しても、減

っているところはあるんですが、市営温泉と上・

中温泉の、先ほど言いました温泉街より上の地区

ですね。そちらのほうの会計、特別事業としては、

同じ特別事業の会計の中で扱っているものですか

ら、全体として今回、温泉使用料、両方含めまし

て改定をしているというところでございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 大きい修理があったというんですけ

れども、温泉の修理というとかなりかかりそうな

気がするんですけれども、どのくらい。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 改修工事をしたのが令

和４年、５年のときに、配当場の施設の更新、自

動で貯湯槽があるんですけれども、そちらのほう

が３か所ございまして、そちらのほうをたまった

ら電気が止まるとか、そういう経費がかからない

工事を含めまして更新工事を４年、５年に行って

います。 

○三本木委員 額は大体おおよそ。 

○和氣ツーリズム推進課長 金額なので、約どのく

らいということで答えることはできないと思いま

すので、そちらのほうちょっと調べさせていただ

いてよろしいでしょうか。 

○三本木委員 じゃ。 

○和氣ツーリズム推進課長 去年の決算ベースでい

きますと、５年度にやった工事につきましては

5,500万円。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 上げる料金は大した額じゃないかも

しれないけれども、それほどたまげた額じゃない

ですよね。これからそういう設備が壊れたりした

ときに、この程度で大丈夫なんですか。温泉事業

を維持できると見込んでいるんですか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 この改定に当たりまし

ては、その前に経営計画というのを10年スパンの

計画を立てております。それによりまして、その

スパンの中でシミュレーションをして、今回工事、

想定される工事費とか、あと経費を想定して計算

して出したものです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 収入はあくまでもこの温泉の使用料

というか、それのみわけですよね。それで大丈夫

だという試算が出たということね。よく覚えてお

きます。 

○田村委員長 ほかにございますか。 

  室井委員。 

○室井委員 今、給湯のほうは分かったんですけれ

ども、排湯はこれは塩原さんは下水か何かに入っ
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ていますか。そこは分かりますか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 温泉宿泊施設につきま

しては、下水のほうに入るのは、洗い場の排水に

つきましては下水に入ることになりまして、湯船

からのオーバー発生につきましては、自然の流水

で排湯していると。 

○室井委員 ありがとうございます。 

○田村委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第53号 那須塩原市市営温泉事業条例の一

部改正については、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第53号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５４号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、議案第54号 那須塩原市上、

中塩原温泉管理事業条例の一部改正についてを議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （議案第54号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありませんか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 説明を聞いて、何かこれから使用者

が増えたら配湯するようにも聞こえたんですけれ

ども、それで大丈夫ですか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 使用者につきましては、

常に希望する方がいらっしゃれば、すぐに配湯を、

範囲であれば配湯をつくるように、今でもなって

ございますので、そのように対応していきたいと

思います。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 塩原は一般の住人はどんどん減って

いると思うんですけれども、これから新規のホテ

ルとか別荘とかって、そういった見通しは立ちま

すか、あそこの地域。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 そうですね。決算のと

ころでも出てくるんですけれども、若干、去年な

んかは１件別荘地の方が別の方が購入されたかと

は思うんですけれども、新しい新規の方がいらっ
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しゃいましたり、あとは、宿泊施設につきまして

は、なかなか増えていくというところは難しいの

かなというところはありますが、実際これから新

規と考えられるとすれば、具体的なところをいう

と、華の湯の跡地を整備していただいた方なんか

は、新しく配湯していただけるのかなとところを

考えております。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 別表の第１で、家庭用、営業用とい

うふうに分かれておるかと思いますが、家庭用で、

それぞれ１番、２番と種別が書いてあるんだけれ

ども、どういう、件数ですね。世帯数というか、

どれぐらいの利用があるのか。 

○田村委員長 部長。 

○粟野産業観光部長 つなぎなんですが、先ほど言

った市営という、門前を中心にしてホテルだけに

供給しているほうは、一方的に旅館、ホテルにつ

ないでいるというやり方なんですけれども、今言

っている上・中塩原温泉事業は循環させているん

ですね。ぐるぐる回して、それで一般家庭のとこ

ろにも、先ほど言った別荘地なんかにも水と同じ

く這わせて、それでまた循環してというような形

でやり方もちょっと違うというところが一緒にで

きない理由というところがあるんですが、循環方

式と、あと行きっぱなし方式というんでしょうか。

そういう違いがあるということ、それとホテルだ

けでやっているのが市営、一般家庭、別荘地も含

めて供給しているのが上・中塩原温泉事業で、大

きく分けて２つというところが違いがあります。 

○三本木委員 循環式だと温度は下がったりしない

の。 

○粟野産業観光部長 一回貯湯槽に戻してまた回し

ているので。余剰もあるのはあるんですけれども。 

○田村委員長 どうぞ。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 上・中塩原温泉管

理事業の家庭用、１型、２型があるんですが、合

わせて144件で、営業用が８件、合わせて152件で

す。こちらが令和７年６月25日現在となっており

ます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 営業用１と２が内容的にはどう違う

んですか。制限吐出量１トン当たり８リットルと

いうことで条件は同じように見えるんだけれども、

金額が何か違うんですが、基本料とか。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 家庭用１型、２型

につきましては、使用料が月10立方メートルまで

が１型になります。60立方メートルまでが２型と

いうことで、改正後の使用料につきましても、か

なり開きがあるような形になっています。 

○堤副委員長 了解です。 

○田村委員長 そのほか。 

  室井委員。 

○室井委員 細かくてすみません。源泉の温度は何

度ぐらいあるものなんですか。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 温泉につきまして

は、上・中塩原温泉事業は３つの源泉がありまし

て、それぞれに温度が違うんですけれども、一番

高い源泉で77度ほどとなっております。 

○室井委員 ありがとうございました。 

○田村委員長 そのほか質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了
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いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第54号 那須塩原市上、中塩原温泉管理事

業条例の一部改正については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第54号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで、建設経済常任委員会を予算

常任委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行

います 

  それでは、議案第60号 令和７年度那須塩原市

一般会計補正予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （議案第60号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 木の俣園地駐車場の測量なんですけ

れども、そもそも何でそういうのが必要だったの

か。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 あそこの場所につきま

しては、現在アスファルト駐車場を整備しまして、

その奥に段差がついて砂利の駐車場、その奥にも

林になっていまして、その中もやはり段差といい

ますか、山の中で工事があったりというところな

ものですから、そちらのほうに増設をするために、

今回地形のほうを測量しまして、それから実施設

計をかけていかないといけないことなので、まず

そこの地形の測量をさせていただくというところ

でございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 最初407万円と書いてあったような

気がしたんだけれども、後から何か246万円がど

うたらこうたらってしているような、よく分から

ないんだけれども。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 現在、当初、昨年度予

算で検討したときと、現在、今のところの実情を

見ていただきますと、既にこの間の三連休でも

200ｍぐらいの渋滞が発生している状況です。 

  ということで、昨年度計画したところよりも範

囲的には広く測量を今回、債務負担のほうでは設

定している金額では、範囲を広げてございます。 

  あと、人件費の高騰とかもあるので、そちらも

若干今回調整しているところでございますが、一

番の要因は、範囲を広げたところというところで、

今回測量したいというところで考えております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 そうすると、407万円というのは、

それが本当の数字というか、あれですか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 今回、現在の状況を考

えまして、今年から来年度債務負担を設定してい

るものについては、そちらのほうは、見積り的に
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はそちらのほうでやっていきたいというところで

す。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 俺らの感覚だと、測量っていうのは

他人との境界を決めるという認識がある、あくま

でも。工事の中の高低差を測るために測量という

感覚がよく分からないんだけれども、どういう。 

○田村委員長 どうぞ。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 測量につきまして

は、もちろん土地の測量に関しては三本木委員お

っしゃるとおり、土地の境界と境界を確認する、

点と点を結んでやる測量というのが一般、通念上

なんですけれども、今回やる地形測量というのが

起伏を測量することによって、やっぱり工事をや

るときに舗装をかけるのに、やっぱり高低差が出

ると、そこを例えば道をつくったりとか地面が斜

めになったりとかという、そういうのを把握をし

ないと、どれぐらい工事費がかかるのかというの

が分からないので、通常工事をやる前に詳細設計

って、工事をやるための高低差がこれぐらいある

のでそこでどういうふうにしてと詳細設計を組む

んですが、それをやるためには、まず地形を測量

かけて、山の起伏がどうなっているのかというの

を確認する必要がありますので、今回については、

面積の測量ではなくて、起伏の測量ということに

なります。測量は測量でも、面積測量ではないと

いうことです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 確かに、初めて聞いたのですけれど

も、俺らの認識と違うと。面積的にはどのくらい

あるか分かりますか。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 面積は5,022平方

メートルです。 

  坪で言うと1,520坪ぐらい。 

○三本木委員 300坪なら５反歩だね。分かりまし

た。 

○田村委員長 そのほか質疑は。 

  小出委員。 

○小出委員 絡みで、今回駐車場を増設するという

話なんですけれども、そもそもあそこの駐車場計

画ってどんなふうに考えているんですか。 

  今回多分、取りあえず広げられそうな土地に駐

車場をつくるというイメージがあるかと思うんで

すけれども、確かに木の俣の車の量って物すごい

ので、どんなふうに将来、今後、駐車場を考えて

いこうかというところ。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 今現在やるかどう

かの検討のための地形測量なんですけれども、や

るかどうか検討しているのが今ある舗装の駐車場

の一段上に砂利の駐車場があって、ここはできれ

ば舗装をかけたいと思っているんですよ。今、砂

利の駐車場で、区画線がはっきりしたいところも

あって、88台分車を止められる計算なんですが、

分からないで止めちゃって、結局88台分止められ

ないという現状があるので、そこは整備したいと。

あとは奥にちょっと平場の土地があるので、そこ

まで何とか広げたいなと思っています。 

  木の俣園地自体は人が入るキャパはありますの

で、ただ、必要かどうかという検討も含めて、ま

ずは地形測量をかけて、どれぐらい広げると幾ら

ぐらいかかるのかというのを把握したいと思って

います。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 そうすると、今の駐車場のところに可

能な限り拡大していきたいというところ、木の俣

園地自体はキャパは十分あるので、できるだけ駐

車場は広げていきたいというのが現在の考えとい

うことですか。 
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○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 お見込みのとおり

です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 あくまでも駐車場は木の俣園地で遊

ぶための駐車場だと思うんですけれども、キャパ

があるというんだけれども、私、余りそこはよく

分からないので、一体どのようにあそこを利用す

るところなんですか。魚釣りとか水遊びとか、そ

んなに人が利用するところなんですか。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 木の俣園地につき

ましては、園地自体、北上していって左側にある

広場みたいなところの奥に滝壺みたいなところま

であるんですよ。そこまで人が行っていて、すご

くいっぱい人がいるんですね。 

  今も、今年の夏の状況なんですけれども、88台

分常に満車で、500ｍほど渋滞になったときもあ

りますし、あと路上駐車が50台から100台ほどの

路上駐車ということで、かなり近隣の皆様に御迷

惑をおかけしてしまったという現状がありますの

で、ちょっと地域の方たちの御迷惑をなるべく軽

減したいという点もあります。というところで、

広げていきたいと。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 要は、ツーリズムとして利用しても

らえれば、お金も落ちるから最高なんだけれども、

散策ぐらいで利用できるという、散策と言っては

なんだけれども、川を利用して遊ぶとかいったそ

ういった計画は。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 うちとしては散策

していただいてというのがあれなんですが、今は

もう正直、水着を着て川遊びをされている方がい

らっしゃいますね。 

  この間も木の俣に行ったときに、飛び込みがで

きるところはどこですかということで聞かれまし

て、飛び込みはできれば危ないので今年も救急車

を呼んで、頭をけがしちゃった方がいましたから、

救急車を呼んだ事例もありますので、なるべく飛

び込みは止めてもらいたいということでお願いは

してあります。 

○室井委員 堰堤があって堰堤から飛び込むんです。 

○田村委員長 ほかはいかがでしょうか。 

  森本委員。 

○森本委員 スポーツツーリズム推進費のほうで、

700万円なんですけれども、補助金を出したとい

うことで、何に使う補助金だったのかというのを

もうちょっと具体的に教えてもらいたいんですけ

れども。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 こちらのスポーツミッション

の補助金ですね。実際にやっているものになりま

す。今、説明にもありましたけれども、世界陸上

の事前キャンプを受け入れますので、そちらに係

る費用ですね。そちらのほうに使っていくという

ことで考えております。 

  ボランティアの方に施設の機材を出してもらっ

たり、高飛びのマットを出したりという陸上競技

場でのボランティアとか通訳のボランティア、そ

ういったものをお願いしていますので、そのボラ

ンティアの費用、そのほかには滞在の費用、そう

いったものも見込んでおりまして、移動にかかる

費用というのを見ております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ボランティアの費用というのは余り理

解できないんですけれども、ボランティアに費用

はかからないと思うんですけれども。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 日当ですね。日当5,000円払
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うということでお願いをしています。 

○森本委員 じゃ、ボランティアじゃないんですね。 

  有償ボランティア。 

○田村委員長 ほか、いかがでしょうか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、議案第64号 令和７年度那須

塩原市温泉事業特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （議案第64号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第64号 令和７年度那須塩原市温泉事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第64号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで、予算常任委員会（第三分科会）を決算

審査特別委員会（第三分科会）に切り替えて審査

を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （認定第１号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 235ページの湯っ歩の里なんですけれ

ども、決算の中で利用人数があると思うんですけ

れども、１日当たり146名で１年間で４万5,941人

の利用料というのに対してどのように評価してい

るかをお伺いします。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 湯っ歩の里につき

ましては、昨年６月だったかと思いますけれども、

テレビ放映がありまして、そのときにかなり入場

者数が増えたというのがあります。湯っ歩の里は

もともと私的には物すごく魅力的な施設だと思っ

ていますので、それだけのポテンシャルを秘めた

施設というところで、そういう成果があったとい

うところです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そこはお湯が噴き出すところとかある

と思うんですけれども、ああいうところというの

は今使っていないんじゃないかなと思うんですけ

れども、復活させたりとかというのはできないで

すか。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 あれにつきまして

は今も使えるような状態にはなっています。ただ、

今後、今新しく指定管理者になられた事業者さん

がどのようにやっていくというのは、協議をしな

がらちょっと決めていきたいと思っていますので、

今後につきましてはまだ未定というところに、今

は使える状態になっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 今後の話になっちゃって申し訳ない、

決算なのに。 

  次に、228ページ、観光振興費の中で、10事業

ですね。委託料に結構いろんな業務が入っている

と思うんです。これって委託先は１件ですか、そ

れともそれぞれ違うところに委託しているんです

か。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 委託料の委託先だと思うんで

すけれども、国際認証の取得業務については、一

般社団法人サステナビリティ・コーディネーター

協会というところに委託をしております。 

  観光人材育成事業というのも行っているんです

けれども、そちらについては、塩原温泉観光協会

とフォーアイコンサルタントという会社のほうに

委託をしております。 

  あと、塩原温泉ウェルネスデイという、これも

委託事業、保健健康をキーワードに行っているイ

ベントになるんですけれども、そちらも塩原温泉

観光協会と那須塩原市観光局のほうに委託をして

おります。 

  あと、高速バス乗り場、東京駅の高速バス乗り

場の広報につきましては、ＪＲバス担当のほうに

出しております。 

  ガイドラインの作成ですね。ＳＤＧｓのガイド

ラインの作成、あと災害時対応ガイドライン、感

染症対応ガイドラインの作成につきましては、こ

れもちょっと相談させていただいて、一般社団法

人サステナビリティ・コーディネーター協会のほ
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うにそれぞれ委託をしております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 一般社団法人サステナビリティ・コー

ディネーター協会ってどんな事業所なんですか。

すごく聞き慣れないというか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 こちら持続可能な観光の推進

ということで、グリーン・デスティネーションズ

の取組を昨年度から行っているんですけれども、

そちらの委託業者になっておりまして、日本では

グリーン・デスティネーションズの取組の第一人

者といいますか、実際グリーン・デスティネーシ

ョンズの窓口となっていますのがこの一般社団法

人サステナビリティ・コーディネーター協会だけ

ということもありますので、そちらのほうに業務

委託をさせていただいているということです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 グリーン・デスティネーションズを取

得するために、ここの委託というのは必須のもの

というふうに考えたらいいんですか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 日本で唯一の窓口になってい

ますのがこの一般社団法人サステナビリティ・コ

ーディネーター協会になっておりますので、そち

らのほうに委託をしているということです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 グリーン・デスティネーションズに対

する、例えば申請というのは、多分関係ないです

よね。だけれども、そこに委託していることとい

うのは、結局グリーン・デスティネーションズを

取得する場合にプラスになるということでしょう

か。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 こちら中心にやっている方が

既に日本でニセコ町とか釜石市でそういった取組

をやっている方が中心となって立ち上げた会社に

なっておりますので、ノウハウを唯一持っている

というようなところになります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 唯一持っているのは分かるんですけれ

ども、さっきも聞いて分かるんですけれども、グ

リーン・デスティネーションズを取るためには何

か関係があるような感じが、今、しているんです

ね。説明だと。 

  グリーン・デスティネーションズという資格を

取るということに関して、そこを通してやらない

と、唯一のというふうに言っていましたけれども、

じゃ、グリーン・デスティネーションズを取るの

に、そこを通すということが要件になっているの

かどうかということなんですけれども、そういう

わけではないんですか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 要件にはなってはいないんで

すけれども、やはり取ったときのノウハウという

のは唯一そこしかありませんので、例えば、基準

に対する回答をつくっていくんですけれども、し

っかり答えられるというか、相手が求めているこ

とに対する回答をしっかり書けるというところは、

やっぱり唯一のノウハウを持ってそこしかないと

いうふうに。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、ちょっと聞き方変えるんですけ

ど、国内のグリーン・デスティネーションを取得

しているところというのは100％そこを通ってい

るということですか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 実際そこまでちょっとほかの

状況は確認していないのであれなんですけれども、

日本で取っているところ、全部で５か所あるんで

すけれども、そのうちの先ほど申し上げたニセコ
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町と釜石市は少なくともそこをやっている方が立

ち上げています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 次、84ページなんですけれども、地域

おこし協力隊員のところなんですけれども、結構

な金額が増になっているのかなと思うんですけれ

ども、増の理由がちょっと聞き逃したのか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 こちら、５年度は１人だった

んですけれども、６年度からもう一人増えまして、

合計２名になっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 単純に倍だと結構いっぱい増えている

と思うんですけれども、それは。５年度は999万

5,000円ですよね。増えたのが134万8,000円増え

ているんですけれども、１人増えただけでそんな

に増えちゃうものですか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 こちら、ちょっと事情といい

ますか、５年度は御夫婦で地域おこし協力隊をや

られている方になりまして、家賃の分は旦那さん

のほうについているような形になっております。

奥さんのほうにはついていなかったところがあり

ます。６年度はもう一人増えて、その方は家賃が

そのままついていますので、家賃の分ちょっと多

いという形になっております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 今の説明だと、２人いて、１軒の家主

のところに、２人住まいの家賃のところに１人の

家賃の人が入ってきて、前よりもいっぱい増える

という計算がちょっと分からないんですけれども。 

  御夫婦でいたということは、２人で住んでいる

建物ですよね。そうすると、多分家賃は１人で住

まいのアパートとかよりも高いはずですよね、通

常。 

  今度そこに１人プラスになったことによって、

要は３人になったわけですよね。２人から３人に

なったという形だとしたら、それよりも倍よりも

いっぱい増えるという理由にならない気がするん

ですけれども。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 複雑なもので、もとも

とこちらのスポーツ振興課で２人夫婦の方が採用

になりました。そのうち１人の方がツーリズム推

進課、奥さんのほうがこちらに来ました。そうし

ますと、家賃のほうは２人、スポーツ振興課、あ

と１人の人は別に新規の人です。今までの５年度

の決算額90万円につきましては、夫婦の方２人な

んですけれども、家賃のほうは旦那さんのほうに

ついていました。奥さんのほうには家賃はついて

いなかったんですけれども、その決算額が奥さん

のほうの決算額が99万という数字になります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 なるほど。じゃ、新しく今度入った人

は新しく。 

○和氣ツーリズム推進課長 まるきり新しく家賃が

かかっています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 それで分かりました。じゃ、それでち

ょっと前より多くなったって分かったんですけれ

ども、これ、ツーリズムに関しての地域おこし協

力隊ということは、何かそれに特化した何か選考

の基準みたいなものがあったりするんでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 選考の基準といいます

か、もともと募集の要件といたしましては、スポ

ーツツーリズムの業務に当たっていただくという

ことで採用させていただきましたので、こちらの

スポーツツーリズムの地域おこし協力隊の方につ

きましては、今は、合宿とかの問合せもありまし
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たら、常にコーディネーターの役目をやっていた

だいたりしています。 

  あと、大規模の大会が来ましても、大規模の大

会の事務局と調整をしていただいて、運営に関す

るお手伝いをさせていただいているというところ

です。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 最後になります。 

  40ページ、歳入なんですけれども、ゴルフのプ

ロゴルフから100万円の寄附が入っていますとい

うことで、これを見ると、基金積立金に積み立て

られているということなんですけれども、寄附金

は基金に積み立てるということは何に使うかとい

うか、ひもづけはしないというか、そういう考え

方でよろしいんでしょうか。 

  何に使うかというのは。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 こちらは、ちょっとまた部が

変わって、スポーツ振興課のほうで12月に市民ゴ

ルフというのを行っているんですけれども、そち

らのほうで使って。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、ツーリズムのほうでこの寄附は

受け取るけれども、使うのはスポーツ振興課のほ

うで使うという考え方でいいんですか。 

○生井観光政策係長 そのとおりでございます。 

○田村委員長 そのほか質疑は。 

  三本木委員。 

○三本木委員 そもそも論で申し訳ないんだけれど

も、ツーリズムっていうのは何を言っているんだ

か、どこまでの仕事をしているんだか、旅行みた

いな感じなんだけれども。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 委員のおっしゃるとお

りで、今まで、前の課は商工観光課という課で、

商工と観光に特化して分かれてございます。観光

の部分というところが塩原の施設とかも合わさり

まして、ツーリズム推進課になりましたので、観

光というところが横文字といいますか、表すとツ

ーリズムということで、名前がツーリズム推進課

というふうになっているところで、観光課という

解釈でよろしいかと思います。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 じゃ、グリーングリーンなんだけれ

ども、これ、農業施設というのがたまげたんだけ

れども、農業予算でやっているんだか。それから

収入1,657万円で維持費が6,000円、約5,000万円

近く赤字ということで、これに対して将来どうい

う見通しを立てているのか。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 まず初めに、これ

が農業系のものだというところなんですが、こち

ら、グリーングリーンを建てたときに補助金を、

国の補助金を使って建てさせていただいているん

ですけれども、農林水産省の新山村振興農林漁業

補助金という補助金を使って建てておりますので、

農業費のほうに計上させていただいております。 

  続いて、あともう一つの御質問のほうの経費が

6,000万円ほどかかっているというところなんで

すが、こちらに関しましては、令和３年度に総務

課のほうで行った事務事業棚卸しというものをや

っているんですけれども、そちらそういう経費が

かかっていることも踏まえて、今後、民営化に向

けて行っていくようにということでなっておりま

すので、今後、民営化に向けて動いていくような

形を考えております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 分かりました。 

  それから、塩原が様々な施設があって、これが

どうなっているんだか、まず温泉ビジターセンタ
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ー1,730万円、もの語り館が2,253万円、箱の森が

5,062万円、天皇の間が560万円で、少ないけども

観光客なんか見たことはないし、湯っ歩の里は

1,000万円から、それぞれこれ、観光としてどう

取り扱いますか。どういう展望を持っているのか。 

○田村委員長 補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 観光の施設に関し

ましては、やはりツーリズム推進課ということで、

観光客を誘客をして、市内の観光業をやっている

方を支援するといったものの手助けになる施設だ

と思っております。 

  ただし、施設が全て古くなっていますので、30

年、40年以上たっている施設が数多くありまして、

そういったものをクリアしていくために、かなり

今お金がかかっているというような状況でありま

す。 

  去年箱の森プレイパークという施設を有料施設

全て休止をかけて、公園機能だけ今年は維持して

いるんですけれども、施設に関しては、今後在り

方を検討しながら、続けていく施設と民営化をし

ていく施設と、そういったもので分けてやってい

くような必要があると思っています。 

  ただし、やはり観光の施設に関しましては、那

須塩原市を代表する観光スポットでありますので、

こういったものをなくしてはいけないと思ってい

るので、今後も積極的に維持管理をして、観光業

に力を尽くしたいと思っております。 

○田村委員長 そのほか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 228ページの観光振興費1001事業で、

報償金のところがあるかと思うんですが、法定外

目的税の検討委員の謝礼とあと法定外目的税に関

する講演会講師の謝礼、法定外目的税ということ

で並んでおりますけれども、この法定外目的税の

検討状況が分かれば教えていただきたい。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 法定外目的税の検討委員会の

状況ですけれども、この第６回の検討委員会を３

月に行いまして、那須町の状況なんかを参考にし

ながら、那須塩原市の取組をどのように進めてい

けばいいかというところをちょっとお話をさせて

いただきました。 

  その中で、やはり民間からの声を出していく必

要があるのかなというところがございまして、那

須塩原市観光局のほうで宿泊税検討委員会という

ところを立ち上げまして、民間事業者さん、賛否

あるんですけれども、集まっていただいて、那須

塩原市で必要な法定外目的税というのはどういっ

たものがあるのかというところと、あと、どのよ

うな使途に使っていく必要があるのかというとこ

ろを議論する場を観光局のほうで設けまして、そ

ちらのほうで今議論をしているという状況でござ

います。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 検討は永遠にするわけにはいかない

ものですから、何かめどか何か、大体期限がつい

ているんですか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 そうですね。確かに、期限は

ある程度切らないといけないというのは分かりま

すけれども、行政主導でいくものではないという

ふうに考えておりますので、やはり事業者さんの

中で議論しながら決めていくものというふうに考

えております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 続いて、次のページですね。 

  229ページの観光誘客促進事業費2501事業で、

これ結構、この中で常勤で観光局誘客促進事業費

という格好で、8,989万六千何百円か計上されて

いるんですけれども、結構金額が大きいんですけ
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れども、観光客誘客促進事業費の中身を教えてく

ださい。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 こちら、那須塩原市観光局へ

の補助金になってございまして、こちら事業が４

つございます。プロモーション事業、一般的なプ

ロモーション、それとマーケティング事業、それ

と市の施策に応じたような持続可能な観光地づく

り事業、それと地域集客事業といいまして、各観

光協会、３地区ございますけれども、その観光協

会と連携した事業ということで大きく４つの事業

を行っております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 前年度比で増減はどうなりますか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 令和５年は7,042万2,054円の

決算額でした。 

○堤副委員長 ということは1,800万円ぐらいは減

っているという。何か要因はございますか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 具体的に言いますと、面的Ｄ

Ｘ化事業という事業に取り組みまして、各お宿さ

んからも宿泊情報を集約しまして、観光局のほう

にサーバーを置きまして、ここに各お宿さんの宿

泊情報を集約するというシステムを構築する事業

ということで、ちょっと1,800万円ほどの事業と

なっております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 引き続きまして、次のページ230ペ

ージ、これで最後ですが、塩原地区の温泉街活性

化推進基金積立金という中で、積立金の基金の残

高ですね。これが１億6,620万7,000円、結構な金

額が基金として残高があるんですが、この基金の

目的と使途というか、分かりましたらお願いしま

す。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 使途につきましては、この

229ページの塩原温泉活性化事業費で、塩原温泉

活性化推進協議会というのがございまして、そち

らのほうに補助金を出しているんですけれども、

その原資となっております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 活性化委員会、今後もそれのみに使

うということなんですか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 現在のところ、そのような考

えでございます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 これ、基金から出さないと駄目とい

うことなんですか。一般的に予算化できないんで

すか。 

○田村委員長 係長。 

○生井観光政策係長 こちらの推進協議会の補助金

につきましては基金を使っていることになってお

ります。 

○田村委員長 そのほか。 

  小出委員。 

○小出委員 231ページの修景伐採。これちょっと

中身を教えてもらいたいんですけれども。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 修景伐採につきまして

は、こちらのほう、前年度、場所につきましては、

いわゆる大正ロマン街道にございます。あちらの

ほうの地域、協会のほうの委員会のほうから今ま

で御要望ございまして、あそこの景観、川側の景

観につきまして、景観が切れ、見えないというと

ころがございましたので、それにつきましては、

観光用道路というところもございまして、そちら

のほう、財源はふるさと納税のほうの基金を財源

として、あそこの街道沿いの木の伐採をして、渓
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谷のほうを見えるようにした事業でございます。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 何か余り効果がまだ見えないですよ。

というのはあれですけれども、すごく見晴らしが

よくなったというほどまだ効果が出ていないかな

というところなので、去年って具体的にどの辺を

切ったのかというところと、あと、今後どんなふ

うに広げていくかということがもし分かれば。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 ロマン街道のがま石園

地の入り口からトンネルの出口にぶつかるところ

までの区間と、若干その上流、稚児ケ淵、そのあ

たりまでを伐採をしたところなんですが、地域の

方には、ある程度きれいになって納得いただいて

いるところは、お声はあります。 

  なかなか道路、車で通ることが多いとは思いま

すが、歩いていくと、伐採前よりは景観のほうは

ある程度景色が見えるようになったかとは思って

いるんですが、予算の範囲の中で行ってはいたん

ですが、今後につきましては、特段地域の方々に

は現在事業を行ったところで御了承いただいてい

るところもありまして、それ以上のお声を、やっ

ていただきたいというお声は今のところないとこ

ろがございまして、また、手前のほうの違う事業

に行っているところでございます。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 もうあれでいいという話になっちゃっ

ているの。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 追加で地域の中長期活

性化委員会という協会の中に委員会がございます

が、その中の役員の会長さんのほうでは、あれで

きれいになったというお声をいただいて、それ以

上の御要望はないと。 

○田村委員長 そのほか質疑は。 

  戸張委員。 

○戸張委員 すみません、私から１点なんですけれ

ども、230ページの一番下の観光施設管理運営費

10事業のところで、公衆トイレ清掃ボランティア

謝礼（３名）というところで、細かいんですけれ

ども、ボランティアというの、先ほど森本委員か

らもありましたけれども、市が捉えるボランティ

アというのはどういう位置づけなのかと思いまし

て、ちょっとお聞かせください。 

○田村委員長 主幹。 

○大場塩原地区担当副主幹 ボランティアについて

ですけれども、一般的にボランティアといったら

無償ボランティアというふうに皆さんお考えにな

ると思うんですけれども、無償というふうなこと

で御協力いただける方もいるのはいるんですけれ

ども、ここに関しては、公衆トイレに行って帰っ

てくる、その辺のある程度距離が離れているとこ

ろの方にお手伝いいただいているというのがある

ので、それの足代、そういったニュアンスもちょ

っと含みまして、有償でのボランティアというふ

うな形で御協力のほういただいているということ

になります。 

○田村委員長 戸張委員。 

○戸張委員 ボランティアというと、一般的には報

酬を顧みないというか、そういった形だと思うん

ですけれども、こういった資料に関しても、そう

いった方に対してボランティアという記載はこれ

からもしていくということなんですか。 

○田村委員長 主幹。 

○大場塩原地区担当副主幹 そうですね。ボランテ

ィアという概念に関して、それをどう伝えるかと

いうところの話にはなってくるかと思うんですけ

れども、現時点では、このボランティアというふ

うなことでこちらのほうは考えております。 

○田村委員長 補佐。 
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○広瀬ツーリズム推進課長補佐 このボランティア

につきましては謝礼という形で出していまして、

役務費ということで、それに対するものの役務費

として払っているわけではなくて、謝礼というこ

と、御礼ということで１回2,000円払わせていた

だいているというものであります。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、認定第５号 令和６年度那須

塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （認定第５号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第５号 令和６年度那須塩原市温泉事業特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第５号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ツーリズム推進課所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時５３分 

 

再開 午後 ３時１９分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○田村委員長 これより農業委員会事務局の審査に

入ります。 

  初めに、農業委員会事務局長から御挨拶をお願

いします。 

  局長。 

○押久保農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから農業委員会事務局の審査に入りま

す。 

  農業委員会事務局の皆様お疲れさまです。 

  農業委員会事務局については建設経済常任委員

会に対する付託案件はありませんので、建設経済

常任委員会を決算審査特別委員会（第三分科会）

に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  局長。 

○押久保農業委員会事務局長 （認定第１号につい

て説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 198ページの農業委員会運営費の中の

旅費ってあるんですけれども、これは農業委員の

人が会議に来る旅費とかなのかなと思うんですけ

れども、旅費の内容をちょっと教えてください。 

  費用弁償と普通旅費と両方あるんです。２種類

あるんです。 

○田村委員長 局長補佐。 

○織田農業委員会事務局長補佐 費用弁償のほうは、

先ほどおっしゃったように、委員さんが会議に出

席したりとかというところで支出するものになり

ます。 

  普通旅費のほうは、我々職員が研修とか、そう

いうときに支出しているもので、分けてというふ

うになっています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 費用弁償って会議なんかは何回分ぐら

いなんですか。47万6,790円。 

○田村委員長 局長補佐。 

○織田農業委員会事務局長補佐 費用弁償、運営委

員さんですと、毎月運営委員会、あとそれから総

会と２回あります。そのほかにも宇都宮の研修で

すとか、そういったこともあります。 

○森本委員 基準的には例えばキロ何十円とか。 
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○織田農業委員会事務局長補佐 そうです。市の基

準と同じ。 

○森本委員 30円とか。 

○織田農業委員会事務局長補佐 37円だったか、す

みません。 

○森本委員 それは一緒で。 

○織田農業委員会事務局長補佐 一緒で計算してお

ります。 

○森本委員 分かりました。ありがとうございます。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 これ199ページの国有農地等管理処

分事業費、これちょっと具体的に中身を教えても

らえますか。 

○田村委員長 係長。 

○上野農地係長 国有農地管理処分費用なんですけ

れども、那須塩原市内に国有農地と言われるもの、

それと昭和の開拓の頃の開拓財産がまだ残ってご

ざいまして、合わせて18筆、那須塩原市内に残っ

てございます。 

  こちらについて、現状、県が国から委託を受け

て、さらにそれを市が委託を受けて、現状の把握

を行っているというような状況になります。 

  この18筆のうち４筆が賃貸借を国と結んでおり

まして、その賃貸借に係る現況調査を毎年郵送で

行っているんですね。その郵送で行っている現況

調査を市が預かって県に進達するという作業も含

まれております。３年に１度、県のほうで現地調

査を行っているというような形です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 国有農地というのは農地なんだね。

現状はどういう状況になっているのか。 

○田村委員長 係長。 

○上野農地係長 国有農地の部分が全部で12筆ある

んですが、そちらは農地に現況なっているところ

と、あと実際には所在が分からないものも一部含

まれていまして、旧高林村に何筆あるとか、そう

いうふうな管理の仕方をしていまして、そのうち

の１つが地番が全くないところで、あるのは分か

っているんだけれども、どこにあるかが分からな

いというのがあったりとか、なので、農地で使わ

れている場合と現況山林化しちゃっている場合と、

あとどこにあるか分からないという場合と、幾つ

かに分かれて。 

  開拓財産については、例えば黒磯ですと青木と

か戸田に開拓があって、そのときの財産の一部が

まだ国有農地として残っている。青木で残ってい

る開拓財産は、基本的にはもう今水路とか道路に

なっちゃっているんですけれども、国と市のほう

とで払下げの手続をしていないので、ずっと農地

として残っちゃったままになっていると。それを

管理しているという状況です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 そうすると、権利じゃなくて所有権

というか国有地という、権利はあるんだけれども、

その場所が一体どこにあるんだかも認定できない。

現況でね。誰の田んぼだか知らないけれども、そ

ういう状態なんだね。 

○田村委員長 係長。 

○上野農地係長 国有農地の12筆のうち、うちのほ

うで現地で確認できなかった筆が３筆ほどござい

まして、１つはもう明らかに台帳にも地番も大字

もないので、分かりようがないというのが１つ。

大字と地番はあるんですけれども、そのうちの一

部という書き方をしてあるのが２筆。３筆は正確

にここですというのが分からない状態になってい

ます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 それでも登記簿から抹消するという

ことはできないんでしょう。永遠に残っていると
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いう。 

○田村委員長 係長。 

○上野農地係長 そうですね。国のほうで抹消登記

をしない限りは、そのままと。 

○三本木委員 それから、開拓財産っていうの、俺

は明治の開拓を思い出したんだけれども、昭和の

開拓っていう戦後の農地解放とか、そっちの話に

なっちゃうの。 

○上野農地係長 はい。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  農業委員会事務局所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時３５分 

 

再開 午後 ３時５２分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○田村委員長 本日の審査事項は全て終了となりま

した。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 事務局から何かございますか。 

  事務局。 

○高橋書記 （事務連絡。） 

○田村委員長 では、これで終了といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ４時０８分 
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建設経済常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

令和７年９月１９日（金曜日）午前９時５９分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 田 村 正 宏 副 委 員 長 堤   正 明 

委 員 戸 張 靖 久 委 員 小 出 浩 美 

委 員 三本木 直 人 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 松 田 寛 人 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

建 設 部 長 鈴 木 隆 行 都市計画課長 高 野   茂 

都市計画課長 
補 佐 

礒   将 央 都市計画係長 栗 川 成 人 

住宅政策係長 青 木 朋 美 開発指導係長 室 井 貴 彦 

建 築 係 長 福 島   寛 都市建設課長 浅 賀 保 幸 

都市建設課長 
補 佐 兼 
都市整備係長 

大 野 昭 博 用 地 係 長 室 井 敬 弘 

道路建設係長 大 武 宗 一 保全管理課長 君 島   隆 

保全管理課長 
補 佐 兼 
公 園 係 長 

伊 藤 好 美 管 理 係 長 小 林 則 克 

道路保全係長 緑 川   太 
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開会 午前 ９時５９分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 皆さん、おはようございます。散会

前に引き続き、委員会を再開します。 

  審査に入る前に一言皆様に申し上げます。 

  今日は会場が広いこともありますので、大きめ

の声で発言の際はお願いできればと思います。委

員の方も。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎上下水道部の審査 

○田村委員長 それでは、まず、上下水道部の審査

に入ります。 

  初めに、上下水道部長から御挨拶をお願いいた

します。 

○増子上下水道部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎管理課・整備課の審査 

○田村委員長 管理課・整備課の審査については関

連がありますので、２課同時に審査することとい

たします。 

  ただいまから管理課・整備課の審査に入ります。 

  管理課・整備課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第56号 那須塩原市

水道事業給水条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  管理課長。 

○三輪管理課長 （議案第56号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 ここで改正することによって多分施工

できる事業者が増えるということだと思うんです

けれども、施工前は何社ぐらいが施工することが

できて、これを改正することによってどのぐらい

多くの事業者が工事をすることができるようにな

るのかを教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 今、本市で指定をしている工事業

者数でありますけれども、令和７年４月１日現在

で、水道ができるものが179業者、そのうち市内

が65業者ということであります。このただし書き

が規定されてきますと、全国の水道事業者が指定

した事業者が届出によって我々が指定をしてオー

ケーを出すという形になります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 はい、分かりました。市内でも増減が

あるかと思ったら、全国から来たら、ほかの事業

者が来たときでもしてもらえるようにするという

ことでいいわけですね。 

○三輪管理課長 そうですね。 

○森本委員 はい、分かりました。ありがとうござ

います。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 ちょっと全然分からないところがあ

ったんで、要するにこのことの発端は能登半島の

震災というか、あれで復旧工事がはかいかなかっ

た。その対策として国から通知が来たということ
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なのか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 国からの通知がありまして、技術

的助言として国土交通省から通知がありまして、

それに基づいて今回の改正を予定しているという

ことになります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 さっき179社と言ったのかな。市内

が65社とかなんですけれども、それ以外の業者と

いうのはどの辺の人が、それ以外、100くらいの

業者がいるんでしょうけれども。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 こちらの令和７年４月１日現在で

ありますけれども、県内の業者が99、県外が15と

いうことでの指定をしております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 今まででもこれだけの数の指定業者

というのはあったということですよね。それに今

回はさらに全国的に本市の場合は応援を頼んでい

くんだ。 

  給水ということだけれどざっくり工事現場の工

事としては本管からどういう仕事になるんだか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 給水装置につきましては、道路に

布設された市が管理する配水管、そちらから取り

出しまして、取り出したものを今度給水管と言っ

ているんですけれども、給水管から今度水道メー

ターを通して蛇口まで、そちらのほうを給水装置

ということで定義をしております。そちらのほう

の事業ということです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 具体的にどこからどこまでがこの決

めるというのは、最初の市が布設した本管から取

り出すところから全て対象になっているんですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 議員おっしゃるとおりです。 

○三本木委員 はい、分かりました。 

○田村委員長 いいですか。 

○三本木委員 はい。 

○田村委員長 そのほか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 今の条例の頭で給水装置工事という

ことで範囲が結構限定をされているんですけれど

も、この水道事業全体の話ではないということな

んですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 水道事業全体、水道に関わる工事

のうち給水装置という部分になってきます。当然

水道について、水源からの取り出しからずっと蛇

口まで水道施設になってくるかと思いますけれど

も、そのうちの給水装置という部分の工事になっ

てきます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 そこに限定した理由をお聞きしたい

んです。給水というと当然浄水場からもずっと全

部関連があるかと思うんですけれども、こういう

ふうに限定した理由は何か。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 こちら先ほど説明しましたけれど

も、水道法がありまして、その中で規定をしてい

る部分に関しては、水道の管理者ではなくて、指

定業者という形で可能にしているということにな

ります。 

○堤副委員長 条例の範囲がこの範囲だということ

でよろしいですね。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 給水装置という部分の工事に関し

ては、条例の範囲という形になっています。 

○堤副委員長 はい、分かりました。 

○田村委員長 そのほか。 
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  三本木委員。 

○三本木委員 その全国から集まってくるというこ

とは、北海道から沖縄、どこの業者でも来る場合

があるという解釈も成り立つと思うんですけれど

も、その工法というのは全国的に変わりはないん

ですか。工法というか、市によって特別なものが

あるとか、そういうことはないですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 若干の違いはあるのかと。水道法

で規定されている工事ですので、基本的には一緒

になってくるかと思われますが、若干行政団体に

よっては、また水道事業者によっては細かいとこ

ろが違ってくる形になる可能性があります。そこ

は本市の対応する考え方を示した上で事業をやっ

てもらうという考え方になります。 

○三本木委員 はい、分かりました。 

○田村委員長 そのほか。 

  松田委員。 

○松田委員 今、幅を広げるという話で、工事の施

工会社、那須塩原市水道施設工事の入札参加格付

だと34社あるんですが、そのほかに今99、県内が

99社、那須塩原市だと65社。そういう格付業者以

外の業者も全部入るということでよろしいでしょ

うか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 給水装置というものは一般的に住

宅を建てる方が自分の敷地、自分の宅地に引く工

事になってきますので、そこに対して当然我々だ

けでは済みませんので、指定業者に業務を対応さ

せているという考え方になっています。 

○田村委員長 松田委員。 

○松田委員 聞き方間違ってました。すみません。

一般業者ということですよね。うちの公共事業に

関しては関係ないということでよろしい。はい、

分かりました。 

○田村委員長 そのほか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第56号 那須塩原市水道事業給水条例の一

部改正については、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第56号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５７号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、議案第57号 那須塩原市下水

道条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 
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  管理課長。 

○三輪管理課長 （議案第57号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 能登災害のとき、水が出ない、水が

出ないと言う人がとんでもないほど長くかかった

ような気がするんだよね。うちのほうからも多分

給水車か何か応援に行った。何であんなに水が出

ないんだべと思ったら、そういう何か不手際があ

ったとかいうか何か。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 実際は我々の給水車の派遣という

実績がありますけれども、実際その辺の工事の実

情というのは、ちょっと我々のほうには詳細は伝

わっているわけではないので、ちょっとお答えは

しかねるところでございます。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 この条例の中の、今回改正部分では

ないんですが、下水道排水設備指定工事店でなけ

れば行ってはならないというふうになって、ちょ

っと言い方が少し先ほどの水道事業のほうと違う。

水道事業のほうだと指定業者が施工するというふ

うに書いてあるんですね。だから施工を規定して

いるんです。こちらは規定で定めるところによる

本市が指定した下水道排水設備指定工事店でなけ

れば行ってはならないこと。指定工事店が施工す

るというような言い方になってない。何かそこの

違いはどういうふうに考える。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 もともと原文の部分であって、今

回の改正とはまた別になってくるわけですけれど

も、もともと水道法から来た水道給水条例と下水

道法から来ている下水道条例の違い、下水道につ

きましては、市がつくる下水道条例の参考になる

ものはなかったといいますか、参考として通知が

あって、そういうものを基にしてつくっている部

分がありますので、その辺のつくり方も違いとい

うことで御理解いただければと考えています。 

○田村委員長 いいですか。 

○堤副委員長 はい。 

○田村委員長 そのほか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第57号 那須塩原市下水道条例の一部改正

については、原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第57号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで、建設経済常任委員会を予算

常任委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行

います。 

  それでは、議案第66号 令和７年度那須塩原市

水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○三輪管理課長 （議案第66号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 企業会計だと細かい事業とかはちょっ

と分からないんで十分ではないですけれども、一

般会計補助金のほうで職員のところに職員児童手

当分と書いてあるんですけれども、これ児童手当

分ってどういうことなのか。一般会計から補助金

が24万円収入として受けてますよね。それが下に

職員児童手当分と書いてあるんですね。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 水道事業会計につきましては、職

員の給与費については水道事業会計の中で賄って

いるわけですけれども、児童手当に関しては一般

会計から出している。 

○森本委員 児童手当の分ということでね。 

○三輪管理課長 はい。 

○森本委員 分かりました。これは本当に児童手当

の分として入っているという、マイナスだから減

らしているということでしょうけれども、分かり

ました。ただ、補助金というだけの説明だったん

で、何で児童手当が入っているのかなと思いまし

たが、分かりました。大丈夫です。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 ２ページの債務負担行為のところな

んですけれども、事項で水道施設維持管理業務委

託と、こっちは業務委託なんだけれども、上下水

道料金等関係事務業務委託と、上には事務は入っ

てないで、下には事務が入っているんだけれども、

これは内容が違うんですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 名称についてはもろもろ考え方が

あるところがありまして、その中で決定した名称

になってくるわけですけれども、２段目の上下水

道料金等関係事務業務委託として事務を入れてい

るものとしましては、上下水道の窓口業務を行う

委託業務という考え方で、その事務というものを

入れさせていただいたということであります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 だから、上は管理だけで事務はやら

ないのかなと思ったんだけれども、そんなことは

ないよね。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 先ほど説明したとおり、この上段

の水道施設維持管理業務委託につきましては、浄

水場、配水系の管理を行う業務委託となりますの

で、特段事務がないという考えでございます。 

○三本木委員 やっぱり事務がないということでい

いんだね。 

  あと、その一番下の料金システム関係、システ

ム更新ということで9,924万かな、こういうふう

にお金がかかるものですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 簡単に言いますと、一般会計で言
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えば、上下水道部で言いますと水道料金を徴収す

る費用と、それを今度会計の中に取り込んで、今

度会計処理をする費用という考え方になってきま

す。その中の賃借料と保守料という部分が入って

くるわけですけれども、一般会計で申し上げます

と、一番分かりやすく言えば、税システムと、会

計システムというものを導入しているというとこ

ろと近いものがあるのかなと考えていますので、

当然これは年割額で言いますと1,984万8,000円と

いうことで説明しましたけれども。 

○三本木委員 年割にしているのか。これ、何年度

分もね。 

○三輪管理課長 そういう考え方です。 

○三本木委員 分かりました。 

  じゃ、もう一つだけ。その前のほうにあった県

道埼玉何とか線の分担金が4,200万って言われた

みたいですけれども、分担率というの。    

 全体でかかるものがあって、そのうちの一部か

なと解釈したんだけれども。 

○田村委員長 整備課長。 

○君島整備課長 こちら本年度、黒磯南高校の１本

北側の路線なんですが、そちらの下水道の工事を

予定していまして、道路幅員が狭いものですから、

そこに水道管と農業用のパイプラインが入ってい

る状況で、水道管をちょっと移設して、下水道管

を入れてという形の工事が必要になったものです

から、ちょっと急遽入らないということで、下水

道事業から水道にお金を負担金で払いまして、水

道事業で工事をやる。水道分で工事をやる。その

後にまた下水道工事になってくるんですけれども、

その点のちょっと負担金を計上させていただきま

した。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第66号 令和７年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第66号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、議案第67号 令和７年度那須

塩原市下水道事業会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 



－364－ 

○三輪管理課長 （議案第67号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 １つだけなんですけれども、ちょっと

見当外れだったらごめんなさい。下水道の管渠等

点検調査ということで予算の補正を組んでいると

思うんですけれども、下水道に車落ちちゃったり

のニュースが今全国であったりする中で、管渠は

点検は集中してやると思うんですけれども、この

補正を組むことによって、例えば今年度中の検査

というか、調査とか業務にはこれ以上さらにとい

うことはなく、これで十分な点検がしていけると

いう考え方でよろしいでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 今回の点検につきましては、今現

状あるストックマネジメント計画というもので、

高低差、もしくは圧送ポンプ場の吐き出し口から

３スパンというものが一応５年間で点検するとい

う、事故とか関係なく、もともとあったものだっ

たんですが、ちょっとこの点検自体が補助の対象

だったんですが、補助金がちょっと100％つかな

くて、ちょっと漏れていた部分がありまして、今

回、来年度もまた新しい計画ができるんですけれ

ども、それがちょっと漏れていた部分があったと

いうことで、今年度はやらなきゃならないという

ことをちょっと県のほうからも言われまして、急

遽補正でやるものになります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、管渠全体を点検していく

とか、そういうものではないということ。はい、

分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和７年度那須塩原市下水道事業

会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

 

○田村委員長 ここで、予算常任委員会（第三分科

会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切り

替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○三輪管理課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  森本委員。 

○森本委員 歳出のほうの浄化槽設置整備補助助成

費のほうなんですけれども、お話を聞いてますと、

全部助成費も30％減で、そのほかは補助金のほう

も大分減という話だったんですけれども、これ減

になりましたとありましたが何で減になったのか

という説明をもうちょっと。 

○三輪管理課長 こちらのほうの減の理由といたし

ましては、合併処理浄化槽を設置する場合には、

大きく分けて２種類あります。１つは転換、いわ

ゆる単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を使って

いる方が合併処理浄化槽への転換をする場合の助

成という場合と、新設する場合、新築をする場合

等においての合併処理浄化槽という２種類がある

んですけれども、主な理由としましては、転換分

が大きく減になるというところであります。浄化

槽単体のほうからの転換の場合には、先ほど説明

しました宅内配管の加算という部分として30万円、

また、単独処理浄化槽、くみ取り便槽の撤去費と

しての加算というものがついてくるんですけれど

も、転換そのものが処理件数が減ってきますと、

そちらのほうの加算も減ってくるものでありまし

て、そういう部分があって、大きな減になる。ほ

ぼ新設よりも倍近くかかってきている部分があり

ますので、そういう部分での大きな減になってき

ているということでございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、年度によってこの増減

は激しいものというか、令和５年度に比べて６年

度がどうだったかということだと思うんですけれ

ども、ということは、７年度がまた増えるとか、

増減が激しいものなんですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 こちらの転換の実績で申し上げま

すと、宅内配管の加算の件数、宅内配管加算はも

う転換の場合でしか発生してこないことになりま

すので、宅内配管加算の件数で言いますと、令和

３年が77件、令和４年が101件、令和５年が97件、

令和６年が39件と、それなりの件数があったんで

すけれども、令和６年度につきましては大きく減、

申請が減ってきたというふうになります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 その申請が減るという要因というのは

特になくて、自然にその年はそうだったというこ

とだけということでよろしいですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 減った理由としては、我々もなぜ

かというのはやっぱり分析はしているところなん

ですけれども、１つにはやはり当然くみ取り便槽、

単独浄化槽を使っている方というのはそれなりに

古い家となりますと、それに高齢の方という場合

もあると思いますし、なかなか踏み切れないとい

うところが１つあるのかというようなこと、もう

一つは、やはり今年で言いますとそれなりの物価

上昇、物価高騰というものも一つの要因なのかと

いうふうには考えております。 

○森本委員 分かりました。 

〔「委員長、ちょっとよろしいですか」と

言う人あり〕 

○田村委員長 部長。 

○増子上下水道部長 この件なんですけれども、基

本的に浄化槽のいろんな事務については、あくま

で我々は申請主義に基づいていますので、あくま

で個人の判断をもって我々は事務処理に至ってお

りますので、ですから、具体的に例えばですけれ

ども、来年度の予算要求の時期に入りますけれど

も、来年じゃ、ぴったり何件来るかというのは正

直なところ分からない。ちょっと個人の考えまで

は我々も把握できないものですから、ですから、
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年度によってプラスになっている年度もあれば、

マイナス、こればかりはちょっと正直なところ根

拠は何かとなっても、なかなかちょっと難しいと

ころがあるのが実情でございます。 

○森本委員 私が思ったのは、要は結局毎年予算組

んで、決算という形になるんで、今後大きく乱高

下すると、結構予算組んだりとかするのも大変な

のかなと思って、そうすると、その年々によって、

今年はこんな事案がある。例えばさっき言った物

価上昇とかなったら減るかなとか、それとか、そ

ういえば最近市内では浄化槽が入るという機運が

高まっているから、こっち上がるかなとか、そう

いう何か分析とかがあるのかなと思ってちょっと

お聞きしました。 

  以上です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 今の件なんですけれども、これ申し

込んで、要は市にそれだけの予算の枠があって、

手を挙げて該当すれば当たるというのがあるんで

すよね。もともとあったものを撤去して、新しい

ものを市の補助が空いているということでもらっ

た。今の話を聞いていると、要するに今まで核家

族でなくて、住み続けている人が子どもに変わっ

て、代々そういう元あったものを新しいものに変

えるとなっていくんだけれども、今、核家族にな

っちゃうから、年寄りの家はもうなくなってしま

う。新しい新築の家はこうやって建つのでこうい

う傾向が出てくるのかなと私は思ったんですよ。

どうですか、そこら辺は。何とも言えない。 

〔「じゃ、ちょっとそれについて」と言う

人あり〕 

○田村委員長 部長。 

○増子上下水道部長 ある意味では委員のおっしゃ

るとおりだと思います。ただ、やはり個別の分析

まではなかなかちょっとしがたいというのが、あ

とは結局は補助があるにせよ、あくまで個人の負

担で行うというものですから、当然物価上昇とい

うのは大きな影響を占めると思いますし、あとは

個々の家の経済的な状況というのがかなり左右さ

れるのと、あと、基本的には浄化槽という考えは、

例えば今使っているものであって、単独浄化槽の

場合、例えば一例で言えば、我々は早期に変換を

促したいところではありますが、現実的には例え

ば現在使っている浄化槽がちょっと壊れ始めた、

不具合が出始めた、もしくは例えば数年後家を建

て替える予定があるという何かしらのきっかけが

ないと、なかなか変換という形には踏み切れない

というのが実情かと思います。ですから、そこに

なると、やはり個人の問題、委員おっしゃったと

おり、家庭環境の家族構成というのも出てくるか

と思いますけれども、そういったもろもろの要素

がかなり占めますので、なかなか我々行政側だけ

では判断というのは、これは非常に難しいところ

でございます。 

  ですから、結果として先ほど森本委員からあっ

たように、お金が足らなくなるということも可能

性としてはございます。もしくはその逆で、余る

ということもあり得ると思いますが、そこがなか

なか当初の予定どおり進むにはなかなかちょっと

いろんな要素が加わるので、難しいというのがこ

の事業の実情でございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 その補助を受ける合併浄化槽にする

前は地獄鍋というのをやっぱり掘って地下浸透と

いうか、あれだと地下水の汚染とか、そういうこ

とにつながるんでしょうから、市としてはこのや

っぱり合併浄化槽を進めるという立場なんでしょ

うね。 

○三輪管理課長 確かに市としてもそうですし、国

も当然地獄鍋そのものが地下水への影響が大きい
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ということで、この事業を進めていくというのが

現状でございます。 

○三本木委員 今その地獄鍋とかの合併浄化槽の比

率ってどのくらい進んでいくかと、それは分から

ない。難しい。これは補助率幾らでしたっけ。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 ５人槽、７人槽、10人槽というい

わゆる浄化槽の規模で補助金を出しているんです

けれども、一般的な５人槽で言いますと、定額の

33万2,000円と。 

○三本木委員 金額じゃなくてパーセントを。分か

りました。 

○田村委員長 そのほか。 

  じゃ、ちょっとここで副委員長と進行を。 

○堤副委員長 じゃ、進行を代わります。 

  委員長。 

○田村委員長 私から１点だけ、今この２つの補助

金ですけれども、どちらもいわゆる市単独の部分

４基と出ているんですけれども、これは交付金の

対象にならなかったということなんだと思うんで

すけれども、理由を教えてもらいたい。 

○堤副委員長 係長。 

○薄井給水係長 この市の単独で４基、170基のう

ち４基ということかと思うんですけれども、この

浄化槽の補助金が対象になる地域というのがござ

いまして、ここのところ下水道の全体の計画とい

うか事業計画というのがあるんですけれども、そ

ういう中で下水道の計画の中ではなくて、国の対

象となるのは下水道の区域の範囲、補助金という

ことで、ただ、下水区域の中でもどうしても物理

的に下水につながらない場所がございまして、こ

こにどうしても浄化槽を設置した場合には、補助

金、市のほうとしては出すんですけれども、国か

らは補助の対象にならないというケースが例外が

ございまして、そういったことで一応単独予算で

補助金を出しているところでございます。 

  以上です。 

○田村委員長 分かりました。 

○堤副委員長 いいですか。 

○田村委員長 はい。 

○堤副委員長 じゃ、進行を戻します。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで休憩のため、11時15分から再開としたい

と思います。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時１５分 
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○田村委員長 休憩前に引き続きまして、委員会を

再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第７号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、認定第７号 令和６年度那須

塩原市水道事業会計決算認定についてを議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○三輪管理課長 （認定第７号について説明。） 

○君島整備課長 （認定第７号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 先ほど説明があった箇所の16ページの

予防と地震時の配水管の機能維持に２億1,995万

円を使って配管を施工したという説明があったか

と思うんですけれども、これって市ではもうこの

辺が老朽化するとか、そういうのは古さというか、

年数とか、そういうのというのはこの管はどのぐ

らいと全て把握していて、それに対して何年たっ

たから工事を行うというような手法を取っている

のか、それともどうやってこれが土の中に埋まっ

ているものが分かるのか教えていただきたい。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 現在、老朽管の更新につきまして

は、ある程度早く、一部不明な部分もあるんです

が、古い部分はある程度把握しております。今年

の１月ですかね、耐震化計画というものを上下水

道について、導水管、加送水管、あとは避難所と

か病院等にいっている管を耐震化していきましょ

うという国の方針があって、それを基に上下水道

がその施設、例えば病院関係のものを優先して古

い管をやっていって、この写真によりますのは鳥

野目浄水場における導水管550cmの管をやってい

るんですが、そういう形でなるべくそちらのほう

に、あと病院関係の管を今年度から徐々に古い管

を耐震化を図っていっている。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 基準としては古さということと、あと

重要性、その２つで判断して交換工事を行ってい

るということでよろしいですか。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 古さと管の種類で、今現在入れて

いるのは耐震性能を持たせる可とう性があるもの

を使っています。昔のものはちょっと。 

○森本委員 地震で。 

○君島整備課長 そうですね。という形になります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 別件ですけれども、収支の状況とか同

じの中、何かすごく経営状況が健全で、いい状況

になっているというような説明だったかなという

ふうな印象を受けたんですけれども、公共的な事

業というか、これは水道事業ということで、一般

の市民の方々が使うときであると思うんですけれ

ども、ある意味健全というのもどうなのかなとい

うふうに思うところがあって、やっぱり水道代安

くできるんじゃないかなとか、そういうふうなこ

とができるんじゃないのかというふうな気もして

しまったんですけれども、令和６年度の決算とし

ては、水道料金的には妥当な金額で決算を終えた

という認識よろしいでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 水道料金が妥当かどうかという話

になりますと、当然長期的なスパンの中で、その

料金で賄えるかどうかという話になってきますの

で、今回の決算で、単年度で賄えていたというこ
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とであって、単年度で利益が上がっているから安

くなるとか、そういうやつとはまた別問題になる

のかというふうには認識しております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、４億円ぐらいの収益があったと

いうのは６年度としては妥当であるという考えで

よろしいですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 我々の当然水道の主な収益は水道

料金になってきますので、水道料金をもう基本的

に使ってください、増やしてください、料金取っ

てくださいというわけにはいかない部分もありま

すので、当然入ってくる分、我々としては支出す

る分というのはもうほぼ決まっているもので、そ

の中の差引きの中で今回の純利益というものが生

まれてきている認識でおります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 もう一つ、あと、令和６年度の水道料

金、那須塩原市の話をするべきであるかと思うん

ですけれども、令和６年度の決算の中の水道料金

というのは全国平均からするとどのぐらいの位置

にあるのかというのは分かりますか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 全国の話になるとちょっと今手元

にはないんですけれども、お手元のほうに令和７

年度那須塩原市の水道・下水道というものをお配

りさせていただいているかと思うんですけれども、

この中で13ページの中に本市と県内の状況という

のも載せさせていただいております。平均より高

いというのが今の現状でございます。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 14ページの有収率なんですけれども、

ちょっと細かいところはあるんだけれども、その

中のこの表の中で12.9％の水道事業用水量の中に

残留塩素確保のため、末端配水管等で泥抜きした

水量とあるんだけれども、末端でそういうことを

やっているんですか。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 どうしても給水エリアが広くて、

一番管の終わりのところでどうしても水がだんだ

ん止まったままにしておきますと、水道水の残留

塩素という消毒の部分が薄くなって出なくなるん

ですね。飲料水としてそれが出ないのはちょっと

飲めないということになるので、どうしても末端

である程度の残留塩素が薄くなるところは捨てる。

道路側溝とかにつなげたりして、捨てているのは

何か所もございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 それは決まった箇所についていて、

定期的という、そういうわけじゃない。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 決まった管路の、全部ではないん

ですが、あくまでも残塩がどうしても出なくなっ

ているところを主に1年間ちょろちょろとかいう

形で捨てさせてもらっている。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 この目標全体の話になるんですけれ

ども、有収率、総配水量というか、それ分の料金

をもらった数字と言うんだか何だか、その中でこ

のパーセンテージが多いのが漏水量というのかな、

配水本管とかメーター、上流給水管からの漏水、

それから消防用に使った水道が、これが結構なあ

れになっていると思うんですけれども、この消防

用水量というのは本当にでごひごするのかなと。

火事があるから使うべし、この一番問題になるの

は、ここら辺みたいなんだけれども、配水本管か

ら漏れたとか、メーターの上流管が漏れたとか、

この辺が課題になっているというか、そういうこ
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とですか。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 そうですね、単純に漏水は、地表

に湧き出ている漏水というのはある程度すぐ発見

できて修理できるんですが、どうしても地表だけ

に出ているものというのが発見できづらい。結局

その配水量とメーターまでの間というのは、配水

量のところにメーターがついています。大元にメ

ーターがついています。一般家庭のところにまた

メーターがついている。その間で漏れた分がこの

数字なんですけれども、それって地表に漏れてい

る分とか、あと湧いてきた部分という部分が漏水

量に加味されて、結局その部分がやっぱり不明、

ある程度不明、漏水だけじゃないと思うんですけ

れども、その不明の分を含めて漏水量でカウント

しているので、それを早く見つけるために漏水調

査を行っているという形になります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 八潮市だったら車が落っこっちゃっ

たら、あの部分から漏れていて、その周辺の土を

どんどん削って空洞にしちゃって、分からないう

ちにあのとき陥没したと、そういうことが一番漏

水でおっかないということなんだけれども、そう

いう状態なんですか。それは下水か。 

○君島整備課長 当然八潮市は下水道だったんです

けれども、水道に関しても、これは水道のほうが

圧力はあるので、管路の周り、管が割れたときに

はじいて空洞になる可能性は水道にも当然ありま

す。やっぱりそういうものが湧いてくれば分かり

やすいというのがあるので、そういう意味でも漏

水調査をやって、なるべく早く見つけるというの

が        

○田村委員長 そのほか質疑は。 

  三本木委員。 

○三本木委員 10ページのグラフの見方なんですけ

れども、管路経年化率というのが徐々に上がって

いるんですけれども、その上の管路更新率という

のは令和４年にはどんと上がっているのに、緑の

グラフで。このときにやっているのに、その後が

やってないような雰囲気があるんだけれども、こ

の原因というのか、これは何を表しているんだか。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 新しく管の布設替えとか、事業の

施工した延長によって、その点が工事の延長です

かね、水道工事の布設替えとか、新設とかという

のは当然やっていますので、その施工した延長、

例えば10㎞やったときと５㎞しかやらなかったと

いう、その原因かと。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 そこが何でそんなに一定にならなく

て、伸びたり下がったりしちゃうのかなと。更新

率、管の新しくしているんだよね。この令和４年

だけどかっと上がっているのに。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 新しく管がなかったところに入れ

たのと、布設替えによっての更新率ということな

ので。 

○三本木委員 やれるところをいっぺんに更新した

と。現場の事情とか。 

○君島整備課長 そうですね。 

○三本木委員 もう一つだけ、それじゃ、５ページ、

収益的収支及び支出というこのところは、要はか

なり結構お金が余っている、もうかっているのが

あるんだけれども、本当によく認識不足で申し訳

ないんだけれども、資本的収入及び支出になって

くると、相当お金が足りないと。この解釈ってど

ういうふうにしたらよかんべなと。この読み方が

できんから申し訳ないんだけれども、課長。 

○君島整備課長 地方公営企業会計というもの、公

営企業会計というものは、財布を３つ持つ形にな
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ります。水道料金と、今ある施設の維持管理、水

道を提供するサービスの分が収入及び支出になっ

てくるわけで、あとはそこでの利益を基に、資本

的収支はまさしく自主財源がないわけですから、

必ず赤字になると。そこをどう補塡するかという

のは、３つの財布の中でやりくりをしているとい

うところであって、なぜ赤字になるのかとなると、

もう赤字になって当たり前という考え方になりま

す。 

○田村委員長 いいですか。 

○三本木委員 非常に難しいですね。財布１つしか

持ってないんだから。これ多分一般の人から見た

ら非常に理解できないよね。これだけ言ってもら

えて大体何とか分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第７号 令和６年度那須塩原市水道事業会

計決算認定については、原案のとおり認定すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第７号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第８号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、認定第８号 令和６年度那須

塩原市下水道事業会計決算認定についてを議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○三輪管理課長 （認定第８号について説明。） 

○君島整備課長 （認定第８号について説明。） 

○田村委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 ページ、11ページ、７の業務量なん

ですけれども、水量で年間汚水処理量が書いてあ

るんだけれども、これだけあるのに年間有収水量

がそれよりも低いというようになっていると思う

んですけれども、これはどういう意味合いなんで

すか。 

○田村委員長 課長補佐。 

○岩波管理課長補佐 水量に関しましては、年間有

収水量というのは、お客様のほうから、水道メー

ターを使うんですけれども、下水道。こちらとし

て料金収入として得られた水量なんですね。 

○三本木委員 水道料金。 

○岩波管理課長補佐 水道料金のメーターを使って

下水道の使用量も併せて計算させてもらっている

んです。この水量なんです。年間の汚水の処理量

というのは、水処理センターに入ってきたもの全

てになるんで、全てがそのメーターをくぐってき

ちんと使われてきた水とは限らないので、例えば
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雨水とかも少し入っちゃうかもしれないですし、

そういったものが含まれるということで多少の差

が出るということになります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 そうすると、雨水とか、そういう考

えられるものは何が入ってくる。 

○田村委員長 補佐。 

○岩波管理課長補佐 地下水とか、そういったもの

が管の隙間からは入ったりとか、いわゆる不明水

と呼んでいるんですけれども、我々が料金をもら

っている以外の水が多少なりとも入ってきている

という状況になります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 じゃ、分かりました。 

  次になるんだけれども、ページ、９ページかな、

ここに汚水処理原価というのが出ているんですけ

れども、これが何か変動しているみたいなんだけ

れども、汚水処理の原価というのはどうやっては

じき出されるんですか。 

○田村委員長 右側に式が出ているんですけれども。 

○三本木委員 年間有収水量分の処理量なんだけれ

ども、何でこういうふうに変化したんだ、これか

ら。 

○田村委員長 補佐。 

○岩波管理課長補佐 先ほどのお話と少し関わって

くるんですけれども、年間で全て入って、処理し

ている汚水の量が全て料金がもらっていれば、こ

れがどんどん上がってくると思うんですけれども、

不明水が多いと、これが少し下がったりとか、そ

ういった変動が多少あるというもので把握してい

ただければと。 

○三本木委員 なるほど。要するに水道水はお金が

発生していくから、それだけだったら固定してず

っと同じ単価でいくわけなんだろうけれども、そ

こにお金の発生しない不明水が混ざっていること

によってでごひごが出るという理解みたいなんだ

けれども、結構出てくる。何でこんなに年間で差

が、一定じゃないんだね、これね。 

  それが問題にならないあれかな、単価に関して

は。そういうことを気にするような変動ではない

と捉えて大丈夫ですか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 この変化で言いますと、これは差

し引いてもらいますと、37銭の差引きという考え

方で、それが大きいか、小さいかとなりますと。 

○三本木委員 掛ける量だから、37銭掛ける何ぼと

か。分かりました。 

  もう一つ、７ページのここで負債、資本の部で

自己資本比率の74.9％とあるんですけれども、こ

れは高くなれば高くなるほどいいと捉えていいん

だか、どう捉えたらいいんでしょうね、この自己

資本比率というのは。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 当然高いほうがいいわけですけれ

ども、当然これは固定負債なり、ある程度整理を

すると、費用が自動的に入ってくるものがありま

すので、そんなに変動するものではないとは考え

ています。 

○三本木委員 要するに自己資本比率というのは自

分で持っているお金というか、それでそれを回し

ているという考えだと思うんだけれども、それが

いいんだか、悪いんだかという話になってくるん

だけれども、それよりも借金してあれしたほうが

得な面もあるんで、適正な比率ってあるのか、こ

れ。100％に近づけばいいものでもないのかなと。

単純にどういうものなんだろう。それどうでしょ

う。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 何が適正かどうかというのはちょ

っと指標的なものがないとこちらとしては認識し
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ております。ただ、当然低いと不安定であります

し、といって、これ100％になることはない話で

すし、そういうことで御認識いただければと考え

ています。 

○田村委員長 そのほか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 ちょっと今の関連で自己資本構成比

率74.9％で安定をしているということなんですけ

れども、これは前年比で言うとどういうふうに変

わっていくか分かりますか。 

○田村委員長 課長。 

○三輪管理課長 那須塩原市水道・下水道の18ペー

ジのほうに記載はしてあるんですけれども、自己

資本構成比率につきましては、令和６年度が先ほ

ど説明しましたとおり68.27％、申しわけありま

せん、下水道でしたね。大変失礼しました。下水

道につきましては、令和５年度が74.07％であり

ますので、令和６年度が74.85％ですから、若干

ですけれども、ポイントとしては上がっていると

いう状況でございます。 

○堤副委員長 了解しました。 

○田村委員長 いいですか。 

  そのほかありますか。 

  森本委員。 

○森本委員 10ページの管渠老朽化率と管渠改善率

の関係ですけれども、令和６年度の決算では管渠

老朽化率が0.23になって、管渠改善率が前年度ほ

ぼ平行、0.07ということなんですけれども、管渠

のほうも老朽化が進んでいて、これは急速にか、

これは令和６年度決算を見ると早急に管渠の対応

をしていく必要があるというのは理解でこの表は

よろしいんでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○君島整備課長 確かに下水道を整備して何十年と

たってますので、管渠の老朽化は老朽化率は増え

て、それに対して更新というものがちょっとやっ

ぱり水道という換置で布設替え、新しい管を入れ

るのではなくて、下水道を内側からやる管更生と

いうものが今主流になっていますけれども、それ

のやっぱり水道みたいに１年何㎞とかという形で

は進まないので、どうしてもこの率はだんだん上

がってくるもの。ですから、先ほど言った耐震化

計画に合わせた避難施設とか病院とかというよう

な施設に関しては優先してやっていく。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほかありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第８号 令和６年度那須塩原市下水道事業

決算認定については、原案のとおり認定すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 
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  よって、認定第８号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６９号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで、決算審査特別委員会（第三

分科会）を切り替え、再度建設経済常任委員会の

審査を行います。 

  それでは、議案第69号 令和６年度那須塩原市

水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○三輪管理課長 （議案69号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第69号 令和６年度那須塩原市水道事業会

計未処分利益剰余金の処分については、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第69号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、議案第70号 令和６年度那須

塩原市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○三輪管理課長 （議案70号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第70号 令和６年度那須塩原市下水道事業

会計未処分利益剰余金の処分については、原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第70号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  管理課・整備課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時２６分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建設部の審査 

○田村委員長 ただいまから建設部の審査に入りま

す。 

  初めに、建設部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

○鈴木建設部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○田村委員長 ただいまから都市計画課の審査に入

ります。 

  都市計画課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第55号 那須塩原市

営住宅条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  都市計画課長。 

○高野都市計画課長 （議案第55号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、質疑の途中です

が、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第55号 那須塩原市営住宅条例の一部改正

については、原案のとおり可決すべきものとする
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ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第55号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで、建設経済常任委員会を予算

常任委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行

います。 

  それでは、議案第60号 令和７年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高野都市計画課長 （議案第60号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありますか。 

  森本委員。 

○森本委員 開通式の内容というか、どんなことを

行うのかだけ教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○高野都市計画課長 今考えているのは、ちょっと

イベント的な要素でして、ちょっと橋の上からば

らまきと言うんですかね、建前みたいに子どもた

ちを呼んで、お菓子を投げたりとか、それからテ

ープカットということで、ちょっと大人数でテー

プカットをしたいというようなことで、ちょっと

国と今調整中ではあるんですが、そんなことでち

ょっとイベント色の強いということで、地域に根

差したものということで考えているというところ

でございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、その予算は今回69万ぐらいけれ

ども、国のほうでもある程度負担するという形に

なるんでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○高野都市計画課長 国もそうですね、共催という

ことなんで、ちょっと具体的な金額は分からない

んですけれども、同程度の負担かなというふうに

は考えております。 

○森本委員 はい、いいです。 

○田村委員長 そのほか質疑ありますか。 

○堤副委員長 今の関連で、歩道橋の開通式に市民

の人はどういうふうに招待されますか。 

○田村委員長 課長。 

○高野都市計画課長 こちらはこれから周知をしま

す。大体あの地区の方々が中心になるかと思うん

ですが、西那須野地区の方ですかね、８地地区ぐ

らいあるんですけれども、そちらの方に周知をす

るというのがメインかと思うんですが、市全体に

は周知はしたいと思います。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 この歩道橋といっても烏ヶ森神社へ

の参道に当たるかというふうに思っているんです

けれども、ここの開通式に参加する市民の人、障

害者の方とか、そういう方も入っているの。まだ

分からないですか。 

○田村委員長 課長。 

○高野都市計画課長 そうですね、今のところはち

ょっとまだ分かりませんけれども、参道という意

味合いもあるので、ただ、烏ヶ森の宮司さんなん

かと調整、連携はさせていただいておるというと

ころで詰めております。 

○田村委員長 そのほかありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び
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質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで、予算常任委員会（第三分科

会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切り

替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高野都市計画課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 256ページで、林さんは本会議で減額

の理由について質問しているところでもあるんで

すけれども、屋外広告物のところで、屋外広告物

管理システムということで600万からのそれなり

に高いシステムが今年度導入されたのかなという

ふうに思いますけれども、そのシステムが今年度

どんな効果を示したのかのというのと、もう一つ

は、これは66万円保守がまだ今年度かかってくる

んですけれども、これってずっとこの金額なのか、

どんな保守の形態なのかを教えてください。まず

効果を教えてください。 

○田村委員長 都市計画係長。 

○栗川都市計画係長 屋外広告物管理システム導入

の効果ということで、こちらは全庁的に行ってい

るＢＰＲ業務関連の一環で導入をしたものでござ

いまして、本システムを導入する前は、県から権

限移譲を受けた際に、アクセスで職員がつくった

もので、もう１件１件広告物を管理をしてずっと

やってきたというところでございます。広告物に

ついては件数もございまして、登録するのも広告

物の縦横大きさ、設置場所等、細かい情報を入れ

ていくというところで、手入力すること自体はシ

ステムを入れても変わりないんですが、それらの

申請、更新、審査等の一連の業務がシステム一つ

でできるということで、大幅な勤務、手間の削減

につながったと。 

  あわせて、これは直接はシステムの導入と関係

はないんですが、ＢＰＲの一環で、広告物のホー

ムページの見直しも行いまして、より申請手続が

しやすいようなホームページのほうも見やすいよ

うにつくりを直したというところで、まず専門的

な知識がなくても、どの職員がやっても同じよう

に行えるという標準化ができたと。それに伴って、

業務の時短、維持管理の仕組みが図れたというと

ころが大きな効果かなと捉えています。 
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○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 分かりました。業務改善に役立ってい

るということなんですけれども、そうすると、今

度システムの保守で毎年66万円もかかるんですけ

れども、この保守というのは同じ計算という形で、

例えば機械の使用料とか、そういうものも保守の

うちに変わったりする場合もあると思うんですけ

れども、これは毎年66万というのは、このシステ

ムを使っていく上で必ずかかっていくものなのか。

それと金額が変動したりするものなのか教えてく

ださい。 

○田村委員長 係長。 

○栗川都市計画係長 屋外広告物管理システムの保

守については、５年間の長期継続契約を実施して

おりまして、この５年間については１か月５万

5,000円ということで、12か月で66万というとこ

ろで変動はないかと。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 はい、了解しました。 

  続きまして、262ページの空き家対策の空き家

対策情報管理システムということで委託料に上が

っているんですけれども、これは空き家バンクと

は別のシステムということですか。 

○田村委員長 住宅政策係長。 

○青木住宅政策係長 こちらの空き家情報管理シス

テムというのは、空き家バンクの制度とはまた別

のシステムになりまして、５年おきに空き家実態

調査を行っているんですけれども、そこで空き家

と判定した空き家について、地図システムの地図

上に空き家をプロットさせたりとか、あとは空き

家の交渉記録を入れたりとか、そうですね、空き

家の情報をこのシステムで見れるようなものにな

ります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 令和６年度でその空き家の情報は何件

ぐらいあるんでしょうか。 

○青木住宅政策係長 現在、令和３年度の実態調査

の最新の調査になるんですけれども、令和３年度

の調査で2,941件の空き家が存在します。 

○森本委員 2,491件。 

○青木住宅政策係長 2,941。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 すごく多くてびっくりしたんですけれ

ども、というのは、空き家バンクのほうは二、三

十しか入ってないんですけれども、これって連動

じゃないんですけれども、そこで出たものの情報

を空き家バンクに落としていくということはでき

ないんですか。 

○田村委員長 挙手をお願いします。 

  係長。 

○青木住宅政策係長 空き家の実態調査で、市内に

存在する空き家が2,941件で、そのうち活用が可

能というふうに、４段階で判定しているんですけ

れども、活用が可能ということで判定した空き家

が約６割ございます。その空き家について、空き

家バンクと情報連携がうまくできるようになれば

いいんですけれども、そこまでやはり今のままの

関係とかでなかなかできていないというところが

課題と捉えているんですけれども、今現在ですと

空き家バンクは所有者の方が空き家バンクに載せ

たいという意思表示していただいて載せるという

ことなので、実際活用できそうな空き家をこちら

から働きかけることができてない。援助をするこ

とができてないというところになります。 

○森本委員 はい、分かりました。 

○田村委員長 そのほか。 

  小出委員。 

○小出委員 同じ空き家のところなんですけれども、

特定空き家解体工事で12件、70万ですけれども、

これはどんな解体工事を行ったのか、もう少し詳
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しく教えていただけますか。 

○田村委員長 係長。 

○青木住宅政策係長 こちらは特定空き家等解体費

補助金制度というものなんですけれども、特定空

家に認定した空き家を所有者の方が壊す場合に解

体費用を出すというものになります。まず、所有

者の方が空き家を解体したいという場合に、まず

市の方に申請をいただいて、市のほうで特定空家

に該当するかどうかという事前調査を現地に出向

いて行います。その特定空家というのが倒壊の危

険性があるとか、周囲に悪影響与えるとか、国の

ほうのガイドラインの基準に沿った形で基準を決

めてますので、その基準に合う空き家かどうかと

いうのを判定しまして、判定した結果、特定空家

だよというふうに認定したものに対して補助をす

るという流れになっております。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 すみません、そうすると、12件の金額

の内訳というか、１件幾らとか、どんなふうな支

払い内訳になるんですか。 

○田村委員長 係長。 

○青木住宅政策係長 こちらは居住誘導区域内と居

住誘導区域外で上限を分けているんですけれども、

居住誘導区域内に存在する空き家を解体した場合

は、解体費用の２分の１で上限70万円、居住誘導

区域外の空き家を解体した場合は解体費用の２分

の１で上限50万円ということで計算しておりまし

て、12件の内訳としましては、補助誘導区域内の

解体の空き家が７件、区域外の空き家が５件とい

うことになります。 

○田村委員長 いいですか。 

○小出委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 257ページ、ここの開発許可システ

ム構築ということで、この構築というのは名前が

構築になっていますので、新規なのか、再構築な

のかまずお伺いしたいと思います。 

○田村委員長 開発指導係長。 

○室井開発指導係長 先ほどもちょっと都市計画の

システム似ているんですが、今までアクセスで使

ったといったものを新しく許可システムという地

図と開発に係る内容が分かる連動したシステムを

新しく作成したものになります。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 開発システムの経緯は分かりました

けれども、主な機能はどういうものがあるんです

か。開発の対象がどういう対象になるかというと

ころ。 

○田村委員長 係長。 

○室井開発指導係長 対象になるものというのは都

市計画法上、あと条例で那須塩原市に1,000㎡を

超える建築物が建つものですね、そこが開発許可

の対象という形になります。 

○堤副委員長 機能    

○室井開発指導係長 すみません、システムの機能

ですが、ＧＩＳという地図上の那須塩原地区の地

図がございまして、そこに開発があったところは

マーキング化されている。そのマーキングをクリ

ックすると事業者の名前ですとか、面積、住所と

か、いろんな情報が１つのシステム上で見られる

というような形になっております。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 了解です。 

  あと262ページですね、2001事業のほうが、こ

の中の補助金で、ネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウス17件ということなんですが、これは申請がも

っとあって、マックス17件と捉えたらいいのか、

全体の申請件数が分かりましたら教えてください。 

○田村委員長 係長。 
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○青木住宅政策係長 こちらはマックスというか、

予算の範囲内で交付するものになっておりまして、

申請どおりで17件の交付をしたということになり

ます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 ということは、何か早い者勝ちとい

うことですか。 

○田村委員長 係長。 

○青木住宅政策係長 はい、いわゆる早い者勝ちと

いうことになります。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 補助金ですので、１件当たり固定の

補助金なのか、それぞれ何か条件といばらつきが

あるのか教えていただければと思います。 

○田村委員長 係長。 

○青木住宅政策係長 こちらはＺＥＨプラスと普通

のＺＥＨの２種類で金額を分けておりまして、Ｚ

ＥＨプラスというものがＺＥＨよりもより基準の

高いというものになっているんですけれども、す

みません、ＺＥＨプラスというのが、エネルギー

消費量の25％以上に高めたもので、あとはエネル

ギーのシステム導入だったり、電気自動車を活用

した自家消費の拡大など、そういった要件が整っ

たものがＺＥＨプラスというものになるんですけ

れども、ＺＥＨプラスの要件に該当する場合は、

上限50万円ですね。ＺＥＨのほうが25万円という

ことで交付しております。 

○堤副委員長 了解です。 

○田村委員長 いいですか。 

  そのほか質疑はありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  都市計画課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時１２分 

 

再開 午後 ２時２４分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市建設課の審査 

○田村委員長 ただいまから都市建設課の審査に入

ります。 

  都市建設課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 都市建設課については建設経済常任

委員会に対する付託案件がありませんので、建設

経済常任委員会を決算審査特別委員会（第三分科

会）に切り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  都市建設課長。 

○浅賀都市建設課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますか。 

  副委員長。 

○堤副委員長 251ページ、市道新南・下中野線で

700万円計上されていたと思いますが、道路改良

工事ですね、ここが距離が21.8ｍという感じで、

結構短い間なんですけれども、これはどこからど

こら辺の辺りか分かりますか。 

○田村委員長 はい、どうぞ。 

○浅賀都市建設課長 こちらは西那須野駅の旧400

号交差点から公民館のほうへ向かいまして、吉田

木材さんというのがございまして、ちょうど水路

を横断しておりまして、そこの工事を発注してお

ります。現場自体はまだ動いてないんですけれど

も、前払金の支出として計上してございます。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 前払金と、金額はそうなるけれども、

21.8ｍという、これは短さはこんなものなんです

ね。これは結構一気にやるんじゃなくて、何か細

切れでやっているという感じなんですかね。 

○田村委員長 課長。 

○浅賀都市建設課長 本来であればもっともっと延

長でやりたいところでございますけれども、予算

に応じた距離ということで、予算がついている範

囲でやれる範囲で少しずつやっていくというとこ

ろでございます。 

○堤副委員長 分かりました。 

  続いて、258ページですけれども、街なみ環境

整備で５件、600万円という計上があるんですけ

れども、この５件の主な内容を教えていただける

と。 

○田村委員長 課長。 

○浅賀都市建設課長 街なみ環境整備のこちらは補

助金でございますが、街なみ環境整備事業という

のは、もともと黒磯駅周辺につきましては、黒磯

駅周辺整備計画ということで、行政側がメインと

して駅前広場ですとか道路とか、そういったもの

を整備しております。街なみ環境につきましては、

行政だけが道路とか、そういうふうに整備しても

まちはよくならないということで、個人の住宅で

すとか、外構ですとか、そういったものに対して

色を統一していこうというふうな協定を本町地区

と宮町地区で結んでいる状態でございます。そう

いった中でそのルールにのっとって会館とか、そ

ういったものを直す方に補助金を出すということ

で、個人の方に昨年度は５件補助金を交付してお

りまして、外構で店舗ですとか、個人の外壁です

とか、そういったものの修景でトータル５件で

600万円ということで支出をしております。 

○堤副委員長 個人の申請という格好になるかと思

うんですけれども、何か条件がある。制限という

か。 

○田村委員長 課長。 

○浅賀都市建設課長 まず当然ながら道路から見え

る範囲の改修であること、また協定を結んでおり

まして、協定の中の決めている色合いですとか、

そういったものの改修であるとか、かかった費用

の３分の２が上限で公費としましては１件当たり
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200万円が上限というふうな形で今回、昨年度に

ついては５件を支出しております。 

○堤副委員長 はい、分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はありますか。 

  森本委員。 

○森本委員 241ページから242ページなんですけれ

ども、297万前年度と比較で決算額が増えている

中で、大型コピー機の購入があったというような

説明もあったかと思うんですけれども、大型コピ

ー機って大体債務負担行為で購入することが多い

のかななんていう気がするんですけれども、今回

いわゆる現金購入ですか、備品として購入された

理由は何かあるんでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○浅賀都市建設課長 大型コピー機、こちらにつき

ましては２台市で所有しておりまして、それを２

台処分して機能をまとめて１台の大型の複合機を

購入したというふうな形になっています。物自体

は購入しておりますけれども、委託料のほうで保

守のほうは。 

○森本委員 簡単にできるんですね。 

○浅賀都市建設課長 そうです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 139万円という、普通130万ぐらいでそ

んなに、大型という割には安いなという気はしま

すけれども、これはプリントオンデマンドとか、

そういうのじゃなくて、普通のコピー機ですか。 

○田村委員長 課長。 

○浅賀都市建設課長 こちらはＡ０サイズまで印刷

できる。スキャンも大きい図面も読み取れて印刷

もできて、パソコンからも打ち出していけるとい

うふうな大型の複合機というふうなことでござい

ます。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  都市建設課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時４４分 

 

再開 午後 ２時５９分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保全管理課の審査 

○田村委員長 ただいまから保全管理課の審査に入

ります。 

  保全管理課の皆さん、お疲れさまです。 

  保全管理課については建設経済常任委員会に対

する付託案件がありませんので、建設経済常任委

員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り替え

て審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  保全管理課長。 

○君島保全管理課長 （議案第60号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑は。 

  森本委員。 

○森本委員 １つだけ、道の駅ってどこの道の駅で

したか。 

○君島保全管理課長 すみません、青木の。 

○森本委員 青木の道の駅で、これって蓄電池とパ

ネルの設置が遅れたということですか。 

○田村委員長 課長。 

○君島保全管理課長 当初令和６年度中にその設置

をするというふうな計画があったんですが、それ

に伴いましてうちのＥＶの充電器、東京電力さん

から電気をもらって、それで充電するやつの設置

になります。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 あれって、車にもう設置やるんですよ

ね。設置が遅れたら光熱費がかからないのかなと

思って、かかるというのはどういうこと。ちょっ

とそこの理屈がよく分からない。 

○田村委員長 課長。 

○君島保全管理課長 当初今既存のそういうＥＶの

充電器はあるんですが、それをもう令和６年度で

終わりにするということだったものですから、予

算を落としてしまったんです。それでその工事が

遅延ということで終わらない、できてないという

ことで。 

○森本委員 かかってしまった。 

○君島保全管理課長 はい。 

○森本委員 つけるんだったら外す工事ということ

ですね。 

○君島保全管理課長 いや、設置する新しい工事を

まだやってない。 

○森本委員 じゃ、古いやつを使っている。 

○君島保全管理課長 はい。 

○森本委員 ということは、新しいやつより古いや

つのほうが電気代がかかるので、これで変えてし

まったという考えでいいんですか。 

○田村委員長 課長。 

○君島保全管理課長 古いやつのほうの電気代。 

○森本委員 いや、それは分かる。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 それは分かるんですけれども、古いや

つの電気代ということは、新しいやつに変更して

いれば負担がないということは、新しいやつだっ

たらこれだけかからないということは、それより

も古いやつはこれだけ電気代がかかるから補正で

これだけ入れたという意味合いでしょうか。 
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○田村委員長 課長。 

○君島保全管理課長 はい、そのとおりでした。す

みませんでした。 

○田村委員長 管理係長。 

○小林管理係長 すみません、新しい充電器を設置

した場合なんですけれども、その場合、設置者の

ほうで電気料金のほうを負担するということにな

っているんですけれども、それがなされていない

ので、それで２台をそのまま振替の電気料金を保

全管理課のほうで今支払っています。 

○森本委員 はい、了解しました。 

○田村委員長 そのほかどうですか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案60号については原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 ここで、予算常任委員会（第三分科

会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切り

替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○君島保全管理課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 地籍調査についてちょっと聞きたい

んだけれども、今何％、進捗率というか、どのく

らい進んでいるんですか。 

○相馬地籍調査係長 今、市内全域で58.8％になり

ます。 

○三本木委員 まだそんなの。この予算というのは

どこから来ているんだい、補助金というか。 

○相馬地籍調査係長 県から負担金としては来るん

ですけれども、国から２分の１来まして、県のほ

うであと４分の１来まして、そうすると市から持

ち出しが４分の１で事業費となっております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 それは実際に作業をしているという

のはどういう方がやっているんですか。 

○相馬地籍調査係長 地籍調査の実際の立会いの作
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業ですね。 

○三本木委員 立会いというか。 

○田村委員長 係長。 

○相馬地籍調査係長 立会いは、今は地権者全てお

りまして、あとは市の職員と、あと測量業者のほ

うも業務委託で出してますので、その３者でやっ

ているという形になります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 いや、１回、沼野田和の人かな、何

かえらい目に遭っちゃって、とんでもない入り口

に鉄パイプを打たれたり、物すごい争いになって

いるというか、そういういざこざがあったり、あ

と大田原と三本木なんで、三本木に住んでるんで、

大田原が測ってきたのと那須塩原で測ったのでず

れがあるのね。そこに残地とかあるけれども、あ

の扱いが、圃場整備でまさにやっているんだけれ

ども、結構なところがずれているんだよね。何と

もそこがやっかいなことで、そういうところは出

てこないですか。 

○田村委員長 係長。 

○相馬地籍調査係長 今のやっているのは黒磯駅前

のちょうどくるるとかみるるがある辺りをやって

いるんですけれども、その辺りで宅地というとこ

ろもありまして、特に隣接で何かおかしくなって

いるというような部分は特には出てないですね。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  堤副委員長。 

○堤副委員長 242ページですね、道路維持管理費

の1001事業の決算が５億5,500万ぐらいで、前年

と比べると１億2,000万ほど増えているんですけ

れども、主な要因だけちょっと教えていただけま

すか。 

○田村委員長 課長。 

○君島保全管理課長 これにつきましては、塩原で

今やっている落石防護工事、これが５億ぐらいの

契約を結んでいまして、それの金額が大きく上が

って、それで１億何がしというお金が増えていま

す。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 その落石防止工事以外では何かどう

いう状況か、増えた要因とか減った要因とか何か

ありますか。 

○君島保全管理課長 一番やっぱり大きいのが、落

石が今までにない大きな５億というお金の２年間

で払うような形になりますので、それは大体１億

ぐらい含まれちゃっていますので、それでやっぱ

りメインになっちゃっていまして、令和６年度に

つきましては。 

○堤副委員長 はい、分かりました。 

○田村委員長 いいですか。 

  そのほか質疑はございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 249ページの道路除雪対策費で、令和

５年度は西那須野支所と塩原支所を含むと書いて

あるんですけれども、これって６年度はどういう

違いというか、雪が降った量が多いから６年度は

多いという説明だったと思うんですけれども、そ

うすると、これは西那須野塩原が含まれていない

ということでよろしいですか。 

○田村委員長 補佐。 

○伊藤保全管理課長補佐兼公園係長 こちらの書き

方なんですけれども、５年度までは各西那須野支

所からの５年度の予算がありましたので、決算額

の部分に含まれていると。６年度の部分につきま

しては市内全体の費用でという形で書かせており

ますので、決算額については西那須野も塩原も黒

磯も入っていると。表欄の５年度決算額の部分が

あると思うんですが、こちらにそもそもそういっ

た支所で予算を持って部分がありましたので、そ
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れを合算した金額が入っている、そういったこと

になります。 

○森本委員 そうすると、５年度の決算にはこの金

額は載っていなかったけれども、西那須野と塩原

を足して５年度はこういう表示していますよとい

う説明、分かりました。 

○田村委員長 ほかに質疑はございますか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  保全管理課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時２９分 

 

再開 午後 ３時３６分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開し

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○田村委員長 ただいまから建築指導課の審査に入

ります。 

  建築指導課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 建築指導課については、建設経済常

任委員会に対する付託案件がありませんので、建

設経済常任委員会を決算審査特別委員会（第三分

科会）に切り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  建築指導課長。 

○加藤建築指導課長 （認定第１号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 238ページの狭あい道路整備事業な

んですが、それについて内容を、どういうものな

んだか教えていただけますか。 

○田村委員長 建築指導課長。 

○加藤建築指導課長 これは建物を建てる際に建築
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確認申請を行っていただくんですが、基本的に道

路に接していない建物ってまず建たないんですね。

その幅員を確保するために４ｍに満たない狭い道

路、狭あい道路と呼んでいるんですけれども、そ

の狭い道路に面して建物を建てる場合には、自分

の敷地を道路の中心線から２ｍ下がった位置まで

が建てられる範囲と言うんですかね、自分の敷地

として使える範囲ということで、要は緊急時に避

難とか、あと普通に車とか通行がスムーズにでき

るように道幅を広げましょうというような、そう

いった趣旨で下がってもらっているんですけれど

も、その下がるために自分の持っている敷地を分

割しまして、それは市のほうで管理してください

とか、そんな形で測量を行う場合には、その測量

に対する費用を補助しておるんですけれども、そ

れが５年度ありまして、６年度分はなかったとい

うことでございます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 それは何となく分かりました。 

  もう１点、繰越し、繰越しで、ここの指導課は

繰越しが大分出てくるんだけれども、これはどう

いう理由なんですか。 

○田村委員長 課長。 

○加藤建築指導課長 繰越しにつきましては、耐震

の診断法が主に出ておるんですけれども、失礼し

ました、改修方法がここに出ておるんですが、流

れを申しますと、まず年度替わりましたら、一般

市民の方から受付始めますよということで、まず

診断の受付、お願いしますというのを募集しまし

て、手が挙がってくる方に対していろいろ書類出

してもらって、対象になるかどうかもありますの

で、審査の結果、問題ないということであれば、

今度は県のほうの専門の建築士さんに依頼をして、

その家に派遣で行っていただいて、耐震診断を行

うんですね。診断結果をいろいろまとめて、いわ

ゆる申請された方にそれを返しました。こういう

結果になりました。そこまでが早くても１か月半

か２か月、長いともう少しかかってしまうんです

が、その診断結果が出て、耐震性能がないという

ふうになりますと、今度初めて、じゃ、改修した

いですという次の工事のほうの申請が出てくるん

ですが、工事の申請が出てきますと、早い方でも

７月とか８月とかということで、建て替えの場合

は既存の住宅を壊してからになりますので、今ど

きは新築工事も４か月から５か月程度かかってお

りますので、そういうところですとなかなか年度

内に完了することが難しくて、次年度に繰越しと

いうことが何件かございます。 

○三本木委員 期間が長くなっちゃう    

○加藤建築指導課長 はい。診断やってから改修と

いうのにつながりますので、どうしてもそのよう

な形となります。 

○田村委員長 そのほかいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  建築指導課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時５０分 

 

再開 午後 ３時５３分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開し

ます。 

  その他として皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 事務局から何かありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 以上で本定例会議における委員会の

審査事項は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださるようお願い

いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○田村委員長 これをもちまして建設経済常任委員

会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時５３分 


